
２００８年１０月２０日発行

2008 Vol.50 No.4

目 次

巻頭言

◆学校保健の重要性と健康心理学とのコラボレーション………………………２２０
織田 正美

原 著

◆学校救急処置における養護教諭の役割
―判例にみる職務の分析から―…………………………………………………２２１
河本 妙子，松枝 睦美，三村由香里，上村 弘子，高橋 香代

◆項目反応理論による子どもの運動に関する心理尺度の構成
―小学生から高校生の心理特性を共通尺度上で評価する試み―……………２３４
戸部 秀之

◆小学生を対象としたライフスキル形成に基礎を置く
食生活教育プログラムの有効性…………………………………………………２４７
春木 敏，川畑 徹朗，角矢 温子，境田 靖子，西岡 伸紀

報 告

◆大学生を対象に実施した頭痛実態調査…………………………………………２６４
長瀬 江利，御田村相模，田中 生雅，武田 純，山本眞由美

◆アンケート調査による高校生の受傷発生に関する一考察（第一報）………２７０
佐藤 朱美，大村 道子，宮島 美貴，山田 玲子，西川 武志，岡安多香子



巻頭言

織田 正美 ……………………………………………………………………………………………………２２０
学校保健の重要性と健康心理学とのコラボレーション

原 著

河本 妙子，松枝 睦美，三村由香里，上村 弘子，高橋 香代
学校救急処置における養護教諭の役割―判例にみる職務の分析から― ……………………………２２１

戸部 秀之
項目反応理論による子どもの運動に関する心理尺度の構成
―小学生から高校生の心理特性を共通尺度上で評価する試み― ……………………………………２３４

春木 敏，川畑 徹朗，角矢 温子，境田 靖子，西岡 伸紀
小学生を対象としたライフスキル形成に基礎を置く食生活教育プログラムの有効性 ……………２４７

報 告

長瀬 江利，御田村相模，田中 生雅，武田 純，山本眞由美
大学生を対象に実施した頭痛実態調査 …………………………………………………………………２６４

佐藤 朱美，大村 道子，宮島 美貴，山田 玲子，西川 武志，岡安多香子
アンケート調査による高校生の受傷発生に関する一考察（第一報） ………………………………２７０

会 報

平成１９年度 第７回日本学校保健学会理事会議事録 ……………………………………………………２７７
第５５回日本学校保健学会開催のご案内（第５報） ………………………………………………………２７９
機関誌「学校保健研究」投稿規定 …………………………………………………………………………３１９

お知らせ

JKYBライフスキル教育ワークショップ東京２００８ 開催要項……………………………………………３２２
岡山大学大学院教育学研究科教員公募について …………………………………………………………３２３

編集後記 ………………………………………………………………………………………………………３２４

第５０巻 第４号

目 次

２１９



学校や家庭の崩壊の危機が憂慮されている今日，歴史

ある日本学校保健学会の存在意義と役割はきわめて大き

いといえる．

いじめ，虐待，不登校，非行といった問題はもちろん

のこと，生活習慣病の低年齢化とともに心の病，ストレ

ス病などの低年齢化がとりざたされている今日，児童生

徒の心と体の両側面の健康教育や保健管理はきわめて重

要な課題といえる．そして，カウンセラーや学校医だけ

でなく，教師一般や親や家族がこうした問題に組織的に

対処することが大切といえよう．

さて，「保健」ということばはいいかえれば心と体の

両面の健康を維持・増進し，疾病を予防することであり，

児童・生徒がかかえている健康にかかわる「問題性」を

ひきおこしているリスクファクタ（risk factor）をいか

にして科学的・客観的に解明するかが重要な課題となろ

う．そして，そのアプローチは，bio，psycho，socio，

あるいはethicalといった様々な観点から行われる必要が

ある．それだけ問題が複雑化・多要因化しているという

ことである．

また，こうした多面的アプローチによって明らかにさ

れた研究の成果を積極的に世の中に「情報発信」し，学

校現場で応用・実践がなされなければ無意味なものとな

ろう．その意味で学校保健は究極的には実践の学として

位置づけられなければならない．

児童・生徒の不適応や「問題性」にはいろいろなもの

があるが，それを明らかにするだけでは意味がない．さ

らに一歩進めて，その原因をどうしたら防除できるのか，

そしてまたその防除の効果や結果を客観的にアセスメン

トすることも大切である．

つい先日，「日本健康心理学会」の第２１回学術年次大

会が東京都町田市の桜美林大学で開催されたが，実は

「健康心理学」という新しい学問体系（欧米では約５０年，

わが国では約２０年の歴史をもつ）においても，「学校保

健」という専門分野とかなりオーバーラップする研究対

象とアプローチの方法が提唱されている．

健康心理学の対象は人間の発達段階でいえば，児童期，

青年期だけにとどまらず，壮年期，老年期など幅広い領

域にまでおよんでいるが，その研究の目的あるいはアプ

ローチの方法は，ほとんど学校保健（学会）と同一のも

のといえよう．

日本健康心理学会の第２１回大会は，「健康心理学と関

連諸分野とのコラボレーション」というスローガンのも

とに行われたが，そこでのシンポジウムやワークショッ

プには，医学・福祉学・体育学・看護学などの専門家が

参画した．また学会の構成メンバーも単に「心理学」の

みにとどまらず，こうした隣接分野の専門家がかなり含

まれていて共同研究・学際的研究を行っている．

学校保健学会の掲げている学会の目的・趣旨ときわめ

て共通するものがあるといってよい．

その意味でも両学会は今後，様々の分野で協同体制を

とっていくことが期待されよう．

（早稲田大学文学学術院教授・日本健康心理学会理事長）

学校保健の重要性と健康心理学とのコラボレーション

織 田 正 美

Collaboration between School Health and Health Psychology

Masami Oda

巻頭言

学校保健研究 Jpn J School Health５０；２００８



�．はじめに

少子化が進む中，近年，学校事故は増加の一途をた

どっている．スポーツ振興センターが行う学校管理下に

おける災害共済給付の実施総数１）は，昭和５５年から平成

１８年で約１．８倍となっていた．学校事故による傷病の程

度はさまざまで，障害を残したり，死亡にいたるなど重

症度の高いものも含まれ，学校救急処置は「軽微な負傷」

から「一刻をあらそう傷病」と傷病の範囲は広い．

学校救急処置に専門的な役割を担う養護教諭には，傷

病に対する適切な対応が求められているが，その職務の

範囲は明確にされていない現状にある．一方で，養護教

諭がその職務の責任を問われることはまれではなく，裁

判に至って，自らの対応について説明を求められる場合

もある２）．

そこで，本研究では学校事故の判例を通して，養護教

諭に職務として求められている内容の分析を行い，学校

救急処置における養護教諭の役割を明らかにすることを

目的とした．

学校救急処置における養護教諭の役割
―判例にみる職務の分析から―

河 本 妙 子＊１，松 枝 睦 美＊２，三 村 由香里＊２

上 村 弘 子＊３，高 橋 香 代＊２

＊１岡山大学大学院教育学研究科
＊２岡山大学教育学部
＊３赤磐市立赤坂中学校

Study on First Aid Performed by Yogo Teachers in Schools
―Yogo Teachers’Duties Suggested by Precedents―

Taeko Kawamoto＊１ Mutsumi Matsueda＊２ Yukari Mimura＊２

Hiroko Kamimura＊３ Kayo Takahashi＊２

＊１Graduate School of Education, Okayama University
＊２Faculty of Education, Okayama University

＊３Akaiwa Municipal Akasaka Junior High School

This study aimed to clarify the specific duties of Yogo teachers in school first aid.９８trial cases of school

accidents were analyzed using LEX／DB Internet TKC Law Information Data Service, and the filing period of
the first trial was from１９６５to２００４．

The precedents of“death”,“disorder”, and“sequela”accounted for８８．８％ of the whole cases of school ac-

cidents, and the cases have tended to increase recently. As elementary schools have many“disorder”prece-

dents, and senior high schools have many“deaths”, the cases tended to become severe with the progress of

school type. This trend was similar to that in the disaster statistical survey.

Analysis of the content required for Yogo teachers showed that Yogo teachers should fulfill the require-

ments of the school first aid including［emergency resuscitation］,［judgment of urgency／severity］, and［coop-
eration and support system］,［record of school first aid measures］．

〈primary survey〉,〈basic life support〉and〈first aid of urgency〉are included as a sub―category of［emer-

gency resuscitation］.〈judgment of event preceding the incident〉,〈technical observation〉and〈judgment of

consult s medical specialist〉are included as a sub―category of［judgment of urgency／severity］.〈cooperation
in the school〉,〈system to a child who needs support〉,〈safety education〉,〈understanding of the condition〉

and〈cooperation with a doctor〉,〈cooperation with a guardian〉are included as a sub―category of［coopera-

tion and support system］.〈the record taken over to the emergency services〉,〈record of judgment of event

preceding the incident〉,〈record of technical observation〉and〈record of follow up〉are included as a sub―

category of［record of school first aid measures］.

Key words：yogo teacher, school first aid, accident in school, accident prevention, trial case

養護教諭，学校救急処置，学校事故，事故予防，裁判事例

原 著
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�．資料および方法

１．資 料

本研究は，LEX／DBインターネットTKC法律情報

データーサービス（以下LEX／DBと略す）を用いて，２００６

年１０月から２００７年２月の期間に調査を実施した．キー

ワードは「養護教諭」「教諭」「学校事故」として，一つ

ひとつ検索した結果，養護教諭１４９件，教諭１，６９１件，学

校事故６１件であり，学校での事故に関する判例９８件を本

研究の資料とした．

本研究で用いたLEX／DBとは，明治８年の大審院の判

例から今日までに公表された判例を網羅的に収録したフ

ルテキスト型（判例全文情報）データベースである．こ

のデータベースには民事法，民事特別法，公法，社会経

済法，刑事法のすべての法律分野が収録されている．

２．判例の分析方法

学校事故の判例９８件は，「１審判決年月日（第１審提

訴年）」「事例内容」「負傷時の学年」「原告」「原告の主

張する過失人」「傷病名」「転帰」「裁判結果（第１審判

決）」「養護教諭に職務として求められる内容」を判決文

から抽出した．

「原告の主張する過失人（以下，過失人とする）」は，

判例本文中の「判決理由」を用いた．「養護教諭に職務

として求められる内容」は，判例ごとに記載されている

LEX／DB書誌と全文から質的帰納的方法により分析を行

なった．本研究では，訴えられたことに注目するのでは

なく，学校事故がどのような状況で発生し，児童生徒の

生命を守るためにどう対応するべきだったのか，という

視点で分析を行うため，養護教諭が過失の当事者でない

判例も含め全判例を対象とした．訴訟手続きや判決につ

いては分析の対象としなかった．なお，分析作業にあ

たっては，内容の抽出から意味内容に基づいて分類を行

い命名する過程で，研究者２名のスーパーバイズを受け

ながら解釈の妥当性を図った．

３．用語の定義

「学校事故」とは，学校の教育活動に附随して生ずる

事故で，教師による能動的な加害行為に基づくものや，

児童生徒間の傷害で教師が過失人でないものを除外した

ものである．

「治癒」とは，病気やけがが治ること３）であり，「後遺

症」とは，学校事故による傷害の結果，主症状が治癒し

た後も長く残存する機能障害である３）．「障害」とは，学

校事故による傷害の結果，身体又は精神の機能の低下・

異常・喪失或いは身体の一部の欠損などにより心身の機

能レベルの低下を認め（肢体不自由，視覚障害，聴覚障

害，心臓，じん臓等の内部機能の障害，知覚障害，精神

障害等）４）機能を果さないこととし，判例本文中に明記さ

れていた「労働基準法施行規則第４０条による障害等級（別

表）」をもとに分類した（この障害等級は，表現に相違

はあるが，独立行政法人日本スポーツ振興センター「障

害見舞金の額及び等級別障害程度一覧」５）の等級と同等で

ある）．「死亡」とは，学校事故の傷害により命がなく

なった状態３）とした．

�．結 果

１．学校事故の判例の現状

� 第１審提訴数の推移と訴訟の種類，第１審判決結果

LEX／DBによる第１審提訴数の年次推移をみると，学

校事故の提訴数は１９７０年後半より増加していた（図１）．

裁判事例９８件のうち，民事判例は９６件，刑事判例は２件

であり，刑事判例はいずれも「熱中症」による死亡事例

であった．

判例９８件の判決は，棄却３０件，無罪１件，有罪１件，

認容１件及び一部認容６２件，不明３件であり，認容率は

６５．３％（６４件）であった．

� 過 失 人

小学校では，学級担任２９件（４６．８％）等が単独あるい

は複数で過失人として訴えられる場合と，校長１４件

（２２．６％）等が学校全体の責任を問われて訴えられる場

合があった．中学校では，顧問教諭９件（１８．８％），教

科担当教諭１１件（２２．９％）が，高等学校では課外クラブ

の顧問教諭１５件（３８．５％），教科担当の教諭１０件（２５．６％）

が単独で過失人として訴えられていた．

養護教諭が過失人として訴えられた判例は８件であっ

た．その傷病は「頭部打撲」「頸椎・腰椎損傷」「熱中症」

「突然死」「四肢の骨折・外傷」「顔面外傷」であった．

� 裁判に至った傷病の種類とその転帰

裁判に至った傷病の種類とその転帰を表１に示した．

裁判に至った傷病は，「顔面外傷」が２７件（２７．６％）

で最も多く，「頭部打撲」「頸椎・腰椎損傷」はそれぞれ

１７件（１７．３％），「熱中症」１０件（１０．２％）「心停止」６

件（６．１％）の他，「四肢の骨折・外傷」「アレルギー」「溺

水」等であった．

全９８件の転帰をみると，「死亡」３９件（３９．８％），「障

害」３８件（３８．８％），「後遺症」１０件（１０．２％）で約９割

を占めていた．

「死亡」の判例をみると，「頭部打撲」と「熱中症」が

それぞれ１０件（２５．６％）を占めていた．「熱中症」「心停

止」「アレルギー」「溺水」では全件が「死亡」例であった．

「障害」で最も多かった傷病は「顔面外傷」で２０件

（５２．６％）であり，次いで「頸椎・腰椎損傷」１２件（３１．６％），

図１ LEX／DBによる第１審提訴年における学校事故の年次
推移

２２２ 学校保健研究 Jpn J School Health５０；２００８



「頭部打撲」「火傷」「腹部打撲」であった．

「後遺症」の傷病は，「頭部打撲」，「四肢の骨折・外傷」

「顔面外傷」「頸椎・腰椎損傷」であった．

裁判に至った傷病として最も多い「顔面外傷」では，

「死亡」例はないが，「障害」２０件／２７件（７４．１％），「後

遺症」２件／２７件（７．４％）であった．「頭部打撲」では，

「死 亡」１０件／１７件（５８．８％），「障 害」３件／１７件

（１７．６％），「後遺症」３件／１７件（１７．６％）であった．

「頸椎・腰椎損傷」は「死亡」１件／１７件（５．９％），「障

害」１２件／１７件（７０．６％），「後遺症」２件（１１．８％）で

あった．

� 学校種別による転帰と傷病の種類

判例に占める学校種の割合は，小学校は３８件（３８．８％），

中学校３０件（３０．６％），高等学校３０件（３０．６％）であった．

図２に学校種別による転帰の分類を示した．校種がす

すむにつれて「死亡」の占める割合が高くなる結果であっ

た．

学校種別による傷病の種類をみると，小学校では，

「顔面外傷」１７件（４４．７％），「頭部打撲」８件（２１．１％）

で「頸椎・腰椎損傷」３件（７．９％）「四肢の骨折・外傷」

３件（７．９％），「アレルギー」２件（５．３％），「腹部打撲」

２件（５．３％），「火傷」２件（５．３％），心停止による「突

然死」１件（２．６％）であった．

中学校では「顔面外傷」９件（３０．０％），「頭部打撲」

５件（１６．７％），「頸椎・腰椎損傷」４件（１３．３％），「四

肢の骨折・外傷」「熱中症」「心停止」がそれぞれ３件

（１０．０％）であり，「溺水」１件（３．３％），「腹部打撲」

１件（３．３％），原因不明の「突然死」１件（３．３％）で

あった．

高等学校では「頸椎・腰椎損傷」１０件（３３．３％），「熱

中症」７件（２３．３％），「頭部打撲」４件（１３．３％），「溺

水」３件（１０．０％），「アレルギー」２件（６．７％），「突

然死」２件（６．７％），「顔面外傷」１件（３．３％），「火傷」

１件（３．３％）であった．

� 性別にみた傷病件数

性別にみると，男子は７３件（７４．５％），女子２５件（２５．５％）

であった．小学校は，男子２２件／３８件で女子１６件／３８件

（男女比１．４：１），中学校は男子２４件／３０件，女子６

件／３０件（男女比４：１），高等学校３０件は，男子が２７

件／３０件，女子が３件／３０件（男女比９：１）と校種の

進行とともに男子の割合が高くなっていた．

２．養護教諭に職務として求められる内容

LEX／DBの書誌と全文から，養護教諭に職務として求

められる内容を抽出した．分析の結果，【救急蘇生】【緊

急度・重症度の判断】【連携と支援体制の整備】【学校救

急処置の記録】というカテゴリーが抽出された．カテゴ

リーによる判例の分類を表２に示した．

� 【救急蘇生】

【救急蘇生】とは，ただちに処置を施さないと生命そ

のものが危険な状態に陥ることを理解して，一次救命処

置・応急処置が実施できることを意味しており，９８件中

２３例で記述があった．その内容には《急性期状態の観察》

《正確な一次救命処置》《緊急性の高い応急処置》とい

う３つのサブカテゴリーが抽出された．

《急性期状態の観察》とは，意識，呼吸，循環を評価

し，生命兆候を見極める観察である．判例文では「下顎

呼吸（死戦期呼吸）を正常な呼吸と判断し，意識を戻そ

うとぬれたタオルを顔に当てたり（判例№９５）」「（気管

支閉塞による呼吸困難の）病状を的確に把握しないまま

に様々な処置を行っていることが認められ（判例№７７）」

と，一次救命処置が必要な状態を直ちに観察できること

が求められていた．

一次救命処置とは，傷病者の呼吸と循環の状態を理解

した総合的判断に基づく《正確な一次救命処置》であっ

た．判例文では，「養護教諭は，一般の教諭に比べて人

体の解剖生理・傷病の知識を持っている（判例№８９）」

「（養護教諭は）医療従事者に要求されるほどではない

ものの，心肺蘇生法に関する確実な知識及び実技の能力

を有することが期待されているというべき（判例№９５）」

ことが指摘されていた．

《緊急性の高い応急処置》とは，緊急に行う必要があ

る最小限の処置であった．判例文では，「右大腿部動脈

切断の原因となったガラス片を抜かずに，まず直接圧迫

止血法を試み，これと並行して駆けつけた教諭の１人に

大腿動脈の血管基部の圧迫による止血法を指示し，さら

に１人に，救急車を要請するように指示したことは，応

表１ 傷病の種類とその転帰

件数

傷 病 死亡 障害 後遺症 治癒 不詳 計

顔 面 外 傷 ２０ ２ ４ １ ２７

頭 部 打 撲 １０ ３ ３ １ １７

頸椎・腰椎損傷 １ １２ ２ ２ １７

熱 中 症 １０ １０

心 停 止 ６ ６

四肢の骨折・外傷 ２ ３ １ ６

ア レ ル ギ ー ４ ４

溺 水 ４ ４

腹 部 打 撲 １ １ １ ３

火 傷 ２ １ ３

不 詳（突 然 死） １ １

計 ３９ ３８ １０ ８ ３ ９８

図２ 学校種別にみた転帰の分類

２２３河本ほか：学校救急処置における養護教諭の役割



表
２
L
E
X
／D
B
に
よ
る
判
例
の
概
要
と
養
護
教
諭
に
職
務
と
し
て
求
め
ら
れ
る
内
容

№
判
決
年
月
日

（
提
訴
年
）

事
例
内
容

負
傷
時
の
学
年

原
告

原
告
の
主
張

す
る
過
失
人

傷
病
名

転
帰

裁
判
結
果

（
第
１
審
判
決
）

養
護
教
諭
に
職
務
と
し
て
求
め
ら
れ
る
内
容

救
急
蘇
生
緊
急
度
・
重

症
度
の
判
断
連
携
と
支
援

体
制
の
整
備

学
校
救
急

処
置
の
記
録

１
１９
７２
．
３
．
１５

（
１９
６８
）

保
健
室
で
休
養
中
に
死
亡

高
１

両
親

養
護
教
諭

熱
中
症
に
よ
る
心
不
全

死
亡

棄
却

●
●

●

２
１９
７２
．
１１
．
３０

（
１９
７０
）

倒
れ
た
移
動
式
の
雲
梯
で
強
打
し
死
亡
小
５

両
親

設
置
者

頭
蓋
骨
骨
折
等

死
亡

一
部
認
容

○
○

○

３
１９
７４
．
６
．
２９

（
１９
７４
）

ラ
グ
ビ
ー
部
の
合
宿
中
に
熱
中
症
で
死

亡
高
１

検
察

顧
問
教
諭

熱
中
症

死
亡

無
罪

○
○

○

４
１９
７４
．
１１
．
２８

（
１９
７１
）

体
育
の
水
泳
中
に
死
亡

中
３

両
親

体
育
教
諭

心
不
全

死
亡

棄
却

○
○

○

５
１９
７５
．
３
．
３

（
１９
７１
）

放
課
後
，
喧
嘩
し
殴
ら
れ
て
負
傷

小
６
本
児
童
担
任
※
１

網
膜
剥
離

障
害

一
部
認
容

○
○

６
１９
７６
．
９
．
３０

（
１９
７３
）

授
業
中
，
隣
の
席
の
児
童
の
鉛
筆
で
負

傷
小
３
本
児
童
担
任
※
１

穿
孔
性
角
膜
外
傷

外
傷
性
白
内
障

障
害

一
部
認
容

○
○

○

７
１９
７７
．
３
．
３０

（
１９
７０
）

体
操
部
の
吊
り
輪
か
ら
落
下
し
負
傷

高
１
本
生
徒
校
長
顧
問
教
諭

頸
椎
第
５
，
６
間
脱
臼

頸
髄
損
傷

障
害

一
部
認
容

○
○

○

８
１９
７７
．
８
．
１

（
１９
７６
）

授
業
中
に
校
庭
で
写
生
を
し
て
い
た
生

徒
が
投
げ
た
石
が
あ
た
り
負
傷

中
２
本
生
徒
美
術
教
諭

右
眼
外
傷
性
虹
彩
炎

網
膜
出
血

外
傷
性
網
脈
絡
膜
変
性

障
害

○
○

９
１９
７９
．
３
．
１３

（
１９
７８
）

部
活
動
を
見
学
中
に
殴
ら
れ
て
負
傷

中
２
本
生
徒
校
長
顧
問
教
諭
※
１

左
眼
網
膜
剥
離

障
害

棄
却

○
○

○

１０
１９
８０
．
９
．
２９

（
１９
７８
）

教
師
の
入
室
前
の
授
業
時
間
中
に
同
級

生
の
投
げ
た
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
片
で
負
傷
小
４
本
児
童
指
導
教
諭

校
長

左
眼
穿
孔
性
角
膜
外
傷
等

障
害

一
部
認
容

○
○

１１
１９
８１
．
２
．
４

（
１９
７８
）

担
当
教
諭
不
在
の
ク
ラ
ブ
活
動
中
に
吹

矢
が
あ
た
り
負
傷

小
６
本
児
童
校
長

右
眼
失
明

障
害

一
部
認
容

○
○

○

１２
１９
８１
．
３
．
３０

（
１９
７６
）

休
み
時
間
に
緑
の
羽
根
の
針
先
が
右
眼

に
刺
さ
り
負
傷

中
１
本
生
徒
担
任
校
長

記
載
な
し

不
明

棄
却

○
○

１３
１９
８１
．
６
．
２９

（
１９
７９
）

体
育
時
間
に
持
久
走
を
し
て
い
て
死
亡
中
１

両
親

体
育
教
諭

校
長

急
性
心
不
全

死
亡

棄
却

○
○

○

１４
１９
８１
．
８
．
２８

（
１９
７９
）

放
課
後
に
同
級
生
の
投
げ
た
画
鋲
付
紙

飛
行
機
が
あ
た
り
負
傷

小
５
本
児
童
担
任
※
１

左
上
眼
瞼
刺
傷

障
害

一
部
認
容

○
○

○

１５
１９
８２
．
３
．
２９

（
１９
７９
）

体
育
の
時
間
に
サ
ッ
カ
ー
ボ
ー
ル
が
あ

た
り
負
傷

小
６
本
児
童
担
任
教
員

外
傷
性
網
膜
剥
離

障
害

棄
却

○
○

○

１６
１９
８２
．
７
．
１６

（
１９
７８
）

体
育
で
水
泳
の
授
業
中
に
飛
込
み
を
し

て
負
傷

中
３
本
生
徒
体
育
教
諭

設
置
者

第
四
頸
椎
骨
折

頸
髄
損
傷

障
害

一
部
認
容

○
○

１７
１９
８２
．
１２
．
２０

（
１９
８１
）

理
科
の
時
間
に
同
級
生
が
振
り
回
し
て

い
た
移
植
ご
て
で
負
傷

小
１
本
児
童
担
任
※
１

校
長

右
上
眼
瞼
裂
傷

障
害

一
部
認
容

○
○
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№
判
決
年
月
日

（
提
訴
年
）

事
例
内
容

負
傷
時
の
学
年

原
告

原
告
の
主
張

す
る
過
失
人

傷
病
名

転
帰

裁
判
結
果

（
第
１
審
判
決
）

養
護
教
諭
に
職
務
と
し
て
求
め
ら
れ
る
内
容

救
急
蘇
生
緊
急
度
・
重

症
度
の
判
断
連
携
と
支
援

体
制
の
整
備

学
校
救
急

処
置
の
記
録

１８
１９
８３
．
１
．
２７

（
１９
８０
）

授
業
中
同
級
生
の
投
げ
た
下
敷
き
で
負

傷
小
４
本
児
童
担
任
※
１

右
眼
外
傷
性
白
内
障

障
害

棄
却

○
○

１９
１９
８３
．
８
．
２６

（
１９
８１
）

休
み
時
間
に
回
旋
シ
ー
ソ
ー
で
遊
ん
で

い
て
負
傷

小
４
本
児
童
設
置
者
※
１

右
示
指
挫
断
創
等

後
遺
症

一
部
認
容

○
○

○

２０
１９
８３
．
１０
．
２８

（
１９
７８
）

放
課
後
，
回
旋
塔
か
ら
落
下
し
負
傷

小
４
本
児
童
教
員
設
置
者

頭
部
打
撲
等

治
癒

○
○

２１
１９
８３
．
１２
．
１２

（
１９
８１
）

授
業
中
に
飛
ん
で
き
た
手
裏
剣
で
負
傷
中
３
本
生
徒
担
任

左
眼
角
膜
裂
傷

障
害

一
部
認
容

○
○

２２
１９
８５
．
５
．
３１

（
１９
８０
）

放
課
後
，
通
り
が
か
っ
た
同
級
生
に
殴

ら
れ
て
負
傷

中
２
本
生
徒
担
任
※
１

後
頭
部
挫
傷

頚
椎
捻
挫
等

障
害

一
部
認
容

○
○

２３
１９
８５
．
９
．
２６

（
１９
８２
）

同
級
生
同
士
の
喧
嘩
で
負
傷

中
１
本
生
徒
担
任
校
長
養
護
教
諭
※
１

歯
髄
壊
死
を
伴
う
脱
臼

治
癒

一
部
認
容

●
●

○

２４
１９
８６
．
６
．
２０

（
１９
８４
）

体
育
で
水
泳
の
授
業
中
に
禁
止
し
て
い

た
飛
込
み
を
し
て
負
傷

小
６
本
児
童
担
任
指
導
教
諭

校
長

第
５
・
６
腰
椎
圧
迫
骨
折

頸
髄
損
傷

障
害

棄
却

○
○

○

２５
１９
８７
．
１０
．
２８

（
１９
８４
）

テ
ニ
ス
部
員
が
コ
ー
ト
整
備
の
ロ
ー
ラ

に
轢
か
れ
て
死
亡

中
１

両
親

顧
問
教
諭

校
長

頭
蓋
底
骨
折

死
亡

一
部
認
容

○
○

○

２６
１９
８８
．
２
．
１８

（
１９
８５
）

体
育
の
ミ
ニ
バ
ス
ケ
の
ボ
ー
ル
で
負
傷
小
４
本
児
童
担
任

左
眼
網
膜
剥
離

障
害

棄
却

○
○

○

２７
１９
８８
．
２
．
２２

（
１９
８２
）

体
育
の
時
間
に
肩
車
を
し
て
い
て
負
傷
高
１
本
生
徒
体
育
教
諭

養
護
教
諭

第
４
腰
椎
圧
迫
骨
折

不
明

棄
却

●
●

●

２８
１９
８８
．
１０
．
４

（
１９
８６
）

マ
ラ
ソ
ン
大
会
中
に
倒
れ
て
死
亡

高
３

両
親

校
長
教
員

心
不
全

死
亡

棄
却

○
○

○

２９
１９
８８
．
１２
．
１４

（
１９
８５
）

休
憩
時
間
に
悪
ふ
ざ
け
で
睾
丸
を
強
く

握
ら
れ
て
負
傷

小
６
本
児
童
担
任
校
長

左
睾
丸
炎
か
ら
睾
丸
機
能
損
失

障
害

一
部
認
容

○
○

３０
１９
８８
．
１２
．
１９

（
１９
８４
）

休
み
時
間
中
，
野
球
バ
ッ
ト
代
わ
り
の

鉄
パ
イ
プ
が
あ
た
り
負
傷

中
２
本
生
徒
校
長
教
員

口
唇
裂
傷

歯
牙
破
損

後
遺
症

一
部
認
容

○
○

○

３１
１９
８８
．
１２
．
２７

（
１９
８５
）

体
育
の
授
業
で
水
泳
の
逆
飛
込
み
を
し

て
負
傷

高
１
本
生
徒
体
育
教
諭

設
置
者

頸
髄
完
全
損
傷

障
害

一
部
認
容

○
○

○

３２
１９
８９
．
１
．
２３

（
１９
８７
）

体
育
の
授
業
に
跳
び
箱
の
着
地
を
失
敗

し
負
傷

中
２
本
生
徒
体
育
教
諭

右
下
腿
骨
骨
折

後
遺
症

一
部
認
容

○
○

○

３３
１９
８９
．
３
．
３１

（
１９
８６
）

野
球
部
員
が
ピ
ッ
チ
ン
グ
マ
シ
ー
ン
の

ボ
ー
ル
が
あ
た
り
死
亡

高
１

両
親

顧
問
教
諭

校
長

急
性
硬
膜
外
血
腫

死
亡

棄
却

○
○

３４
１９
８９
．
７
．
２７

（
１９
８５
）

骨
折
し
や
す
い
生
徒
が
転
倒
し
負
傷

中
１
本
生
徒
校
長
担
任
教
員

両
大
腿
骨
骨
折

後
遺
症

一
部
認
容

○
○

○

２２５河本ほか：学校救急処置における養護教諭の役割



№
判
決
年
月
日

（
提
訴
年
）

事
例
内
容

負
傷
時
の
学
年

原
告

原
告
の
主
張

す
る
過
失
人

傷
病
名

転
帰

裁
判
結
果

（
第
１
審
判
決
）

養
護
教
諭
に
職
務
と
し
て
求
め
ら
れ
る
内
容

救
急
蘇
生
緊
急
度
・
重

症
度
の
判
断
連
携
と
支
援

体
制
の
整
備

学
校
救
急

処
置
の
記
録

３５
１９
８９
．
８
．
２９

（
１９
８６
）

同
級
生
に
暴
行
さ
れ
て
死
亡

小
５

両
親

担
任
校
長
養
護
教
諭

脳
内
出
血

く
も
膜
下
出
血

死
亡

棄
却

●
●

●
●

３６
１９
８９
．
１２
．
２０

（
１９
８５
）

理
科
の
実
験
中
に
爆
発
し
て
負
傷

中
１
本
生
徒
理
科
教
諭

左
外
傷
性
白
内
障

障
害

一
部
認
容

○
○

○

３７
１９
９０
．
３
．
６

（
１９
８７
）

体
育
の
授
業
中
に
跳
び
箱
で
失
敗
し
負

傷
中
２
本
生
徒
体
育
教
諭

頸
髄
損
傷

障
害

一
部
認
容

○
○

○

３８
１９
９０
．
６
．
２９

（
１９
８６
）

同
級
生
に
彫
刻
刀
で
眼
を
刺
さ
れ
て
負

傷
小
６
本
児
童
担
任

右
強
角
膜
裂
傷
等

障
害

棄
却

○
○

３９
１９
９０
．
７
．
１８

（
１９
８８
）

体
育
の
水
泳
の
授
業
で
溺
死

中
２

両
親

体
育
教
諭

溺
水

死
亡

棄
却

○
○

○

４０
１９
９０
．
１１
．
１３

（
１９
８６
）

放
課
後
喧
嘩
に
よ
り
後
頭
部
を
殴
打
さ

れ
死
亡

中
３

両
親

担
任
教
員
※
１

く
も
膜
下
出
血

死
亡

一
部
認
容

○
○

４１
１９
９１
．
３
．
６

（
１９
８７
）

相
撲
部
員
が
合
宿
中
に
死
亡

高
１

両
親

顧
問
教
諭

熱
中
症
に
よ
る
急
性
心
不
全

死
亡

一
部
認
容

○
○

○

４２
１９
９１
．
１０
．
２５

（
１９
８８
）

遠
足
中
に
崖
か
ら
転
落
し
死
亡

小
４

両
親

教
員
※

外
傷
性
く
も
膜
下
出
血

死
亡

一
部
認
容

○
○

○

４３
１９
９２
．
３
．
９

（
１９
８８
）

水
泳
部
で
飛
び
込
み
練
習
中
，
プ
ー
ル

底
で
う
ち
負
傷

中
３
本
生
徒
顧
問
教
諭

設
置
者

第
５
頸
椎
骨
折

脊
髄
損
傷

障
害

一
部
認
容

○
○

４４
１９
９２
．
３
．
３０

（
１９
８９
）

給
食
の
そ
ば
を
食
べ
て
喘
息
発
作
を
起

こ
し
死
亡

小
６

両
親

担
任
教
育
委
員
会

喘
息
発
作
（
ア
レ
ル
ギ
ー
）

死
亡

一
部
認
容

○
○

○

４５
１９
９２
．
４
．
２２

（
１９
９０
）

学
級
会
で
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
の
審
判
を
し

て
い
て
ボ
ー
ル
が
あ
た
り
失
明

小
６
本
児
童
担
任

左
眼
失
明

障
害

一
部
認
容

○
○

○

４６
１９
９２
．
６
．
２６

（
１９
８６
）

サ
ッ
カ
ー
部
員
が
合
宿
中
に
死
亡

高
１

両
親

顧
問
教
諭
※
１

熱
中
症
に
よ
る
急
性
腎
不
全

死
亡

認
容

○
○

○

４７
１９
９２
．
１２
．
１６

（
１９
９０
）

野
球
部
投
手
が
打
者
の
打
ち
返
し
た

ボ
ー
ル
で
負
傷

高
２
本
生
徒
顧
問
教
諭

頭
蓋
骨
骨
折

急
性
硬
膜
下
血
腫

脳
挫
傷

障
害

一
部
認
容

○
○

４８
１９
９２
．
１２
．
１６

（
１９
９１
）

体
育
の
授
業
（
自
習
）
の
サ
ッ
カ
ー
試

合
に
負
傷

中
２
本
生
徒
体
育
教
諭

校
長

外
傷
性
膵
炎
等

治
癒

棄
却

○
○

○

４９
１９
９３
．
１
．
２８

（
１９
８９
）

放
課
後
，
消
石
灰
を
あ
び
負
傷

小
５
本
児
童
担
任

薬
物
性
結
膜
炎

治
癒

一
部
認
容

○
○

○

５０
１９
９３
．
２
．
１９

（
１９
８９
）

水
泳
の
授
業
で
逆
さ
飛
び
込
み
を
し
た

た
め
負
傷

高
１
本
生
徒
体
育
教
諭

第
４
，
５
頸
椎
圧
迫
骨
折

脊
髄
損
傷

障
害

一
部
認
容

○
○

５１
１９
９３
．
５
．
１１

（
１９
９１
）

体
育
の
時
間
の
人
間
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
の
下

敷
き
で
負
傷

高
３
本
生
徒
教
員

第
４
頸
椎
脱
臼
骨
折

脊
髄
損
傷

障
害

一
部
認
容

○
○
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№
判
決
年
月
日

（
提
訴
年
）

事
例
内
容

負
傷
時
の
学
年

原
告

原
告
の
主
張

す
る
過
失
人

傷
病
名

転
帰

裁
判
結
果

（
第
１
審
判
決
）

養
護
教
諭
に
職
務
と
し
て
求
め
ら
れ
る
内
容

救
急
蘇
生
緊
急
度
・
重

症
度
の
判
断
連
携
と
支
援

体
制
の
整
備

学
校
救
急

処
置
の
記
録

５２
１９
９３
．
６
．
２５

（
１９
８９
）

野
球
部
員
が
熱
中
症
で
死
亡

中
１

両
親
祖
母

顧
問
教
諭

校
長

熱
中
症

死
亡

一
部
認
容

○
○

○

５３
１９
９３
．
７
．
２０

（
１９
９１
）

衛
生
検
査
の
時
間
に
同
級
生
に
足
蹴
り

さ
れ
負
傷

小
４
本
児
童

両
親

担
任
※
１

上
腕
骨
顆
上
骨
折

治
癒

一
部
認
容

○
○

５４
１９
９３
．
１２
．
２２

（
１９
９１
）

マ
ラ
ソ
ン
練
習
中
に
死
亡

小
６

両
親

校
長
担
任

急
性
心
不
全

死
亡

棄
却

○
○

○

５５
１９
９４
．
４
．
１８

（
１９
９３
）

掃
除
中
金
タ
ラ
イ
の
熱
湯
で
負
傷

小
４
本
児
童
担
任

背
部
火
傷
�
度

治
癒

一
部
認
容

○
○

○

５６
１９
９４
．
８
．
４

（
１９
８６
）

柔
道
部
の
部
員
が
練
習
中
に
死
亡

中
１

両
親

顧
問
教
諭

校
長
※
１

急
性
硬
膜
下
血
腫

死
亡

一
部
認
容

○
○

○

５７
１９
９４
．
８
．
３０

（
１９
９０
）

ス
キ
ー
教
室
中
に
死
亡

高
１

両
親

引
率
の
教
員
※
１
気
管
支
喘
息
に
よ
る
急
性
心
不

全
（
ア
レ
ル
ギ
ー
）

死
亡

棄
却

○
○

○
○

５８
１９
９５
．
４
．
１９

（
１９
９１
）

ラ
グ
ビ
ー
部
の
夏
合
宿
中
に
死
亡

高
２
両
親
等
顧
問
教
諭

熱
中
症
に
よ
る
多
臓
器
不
全

死
亡

一
部
認
容

○
○

○

５９
１９
９５
．
７
．
１０

（
１９
９３
）

体
育
の
自
習
時
間
に
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
が

あ
た
り
死
亡

高
３

両
親

担
当
教
諭
等

心
停
止
に
よ
る
虚
血
性
全
脳
障

害
死
亡

棄
却

○
○

○

６０
１９
９６
．
３
．
２９

（
１９
９５
）

体
育
の
授
業
中
に
ラ
グ
ビ
ー
の
練
習
を

し
て
負
傷

高
２
本
生
徒
体
育
教
諭

頸
椎
捻
挫

不
明

一
部
認
容

○
○

６１
１９
９６
．
１０
．
１１

（
１９
９３
）

陸
上
部
員
が
ハ
ン
マ
ー
投
げ
の
ハ
ン

マ
ー
で
負
傷

高
２

両
親

校
長
顧
問
教
諭

頭
蓋
骨
陥
没
骨
折

脳
挫
傷

死
亡

一
部
認
容

○
○

○

６２
１９
９７
．
１
．
１３

（
１９
９５
）

柔
道
部
部
員
が
合
宿
中
に
死
亡

高
２

両
親

顧
問
教
諭

熱
中
症

死
亡

一
部
認
容

○
○

○

６３
１９
９７
．
４
．
２３

（
１９
９２
）

放
課
後
同
級
生
の
集
団
暴
行
に
よ
り
死

亡
中
３

両
親

教
員

急
性
硬
膜
下
血
腫

死
亡

一
部
認
容

○
○

○

６４
１９
９７
．
４
．
２４

（
１９
９２
）

同
級
生
に
首
を
絞
め
ら
れ
死
亡

中
１

両
親

体
育
教
諭

不
詳
（
首
絞
め
）

死
亡

一
部
認
容

○
○

○

６５
１９
９７
．
１１
．
２１

（
１９
９６
）

校
庭
の
日
時
計
が
転
倒
し
下
敷
き
に
な

り
死
亡

小
１
健
康
保

険
組
合
校
長
教
員

腹
部
打
撲

外
傷
性
十
二
指
腸
破
裂

多
臓
器
不
全

死
亡

一
部
認
容

○
○

○

６６
１９
９８
．
２
．
１８

（
１９
９６
）

校
外
学
習
で
転
倒
し
右
側
頭
部
を
打
撲
小
４
本
児
童
担
任
引
率
教
諭

頭
蓋
骨
骨
折

脳
内
出
血

後
遺
症

棄
却

○
○

○

６７
１９
９９
．
８
．
２７

（
１９
９６
）

水
泳
授
業
中
に
逆
飛
び
込
み
を
し
て
水

底
に
衝
突
負
傷

小
６
本
児
童
担
任
指
導
教
諭

校
長

第
５
頸
椎
骨
折

頸
髄
損
傷

障
害

一
部
認
容

○
○

○

６８
１９
９９
．
９
．
２

（
１９
９４
）

運
動
会
の
騎
馬
戦
で
負
傷

高
２
本
生
徒
体
育
教
諭

第
４
頸
椎
脱
臼

頸
髄
損
傷

障
害

一
部
認
容

○
○

○

２２７河本ほか：学校救急処置における養護教諭の役割



№
判
決
年
月
日

（
提
訴
年
）

事
例
内
容

負
傷
時
の
学
年

原
告

原
告
の
主
張

す
る
過
失
人

傷
病
名

転
帰

裁
判
結
果

（
第
１
審
判
決
）

養
護
教
諭
に
職
務
と
し
て
求
め
ら
れ
る
内
容

救
急
蘇
生
緊
急
度
・
重

症
度
の
判
断
連
携
と
支
援

体
制
の
整
備

学
校
救
急

処
置
の
記
録

６９
１９
９９
．
１２
．
６

（
１９
９３
）

水
泳
授
業
中
に
衝
突
し
死
亡

小
４

両
親

担
任
養
護
教
諭
※
１

頭
部
打
撲
（
外
傷
性
頸
部
動
脈

内
膜
損
傷
）
に
よ
る
脳
梗
塞

死
亡

一
部
認
容

●
●

●

７０
２０
００
．
１
．
２５

（
１９
９７
）

水
泳
の
授
業
中
に
溺
水

高
１

両
親

体
育
教
諭

溺
水

死
亡

棄
却

○
○

○
○

７１
２０
００
．
３
．
１

（
１９
９８
）

む
か
で
競
争
の
練
習
中
に
転
倒
し
負
傷
中
２
本
生
徒
担
任

腰
椎
椎
間
板
ヘ
ル
ニ
ア

後
遺
症

一
部
認
容

○
○

○

７２
２０
０１
．
３
．
１３

（
１９
９９
）

柔
道
部
員
が
先
輩
に
プ
ロ
レ
ス
技
を
か

け
ら
れ
負
傷

高
１
本
生
徒
顧
問
教
諭

頸
髄
損
傷

障
害

一
部
認
容

○
○

○

７３
２０
０１
．
３
．
２６

（
１９
９７
）

水
泳
授
業
の
潜
水
中
に
溺
水

高
２

両
親

体
育
教
諭

溺
水

死
亡

一
部
認
容

○
○

○
○

７４
２０
０１
．
９
．
２７

（
２０
００
）

理
科
の
実
験
中
に
ア
ル
コ
ー
ル
ラ
ン
プ

で
負
傷

小
６
本
児
童
担
任
教
員
※
１

熱
傷
後
肥
厚
性
瘢
痕

障
害

一
部
認
容

○
○

○

７５
２０
０１
．
１０
．
３１

（
２０
０１
）

隣
の
席
の
児
童
が
持
っ
て
い
た
鉛
筆
が

あ
た
り
負
傷

小
２
本
児
童
担
任
※
１

右
角
膜
裂
傷
等

障
害

一
部
認
容

○
○

７６
２０
０１
．
１１
．
１４

（
１９
９９
）

ラ
グ
ビ
ー
部
員
が
モ
ー
ル
練
習
中
に
負

傷
高
１
本
生
徒
顧
問
教
諭

頸
髄
損
傷

障
害

棄
却

○
○

○

７７
２０
０２
．
３
．
１１

（
２０
００
）

持
久
走
大
会
の
事
前
練
習
中
に
倒
れ
死

亡
小
３

両
親

担
任
校
長
教
員

喘
息
（
ア
レ
ル
ギ
ー
）

死
亡

棄
却

○
○

○
○

７８
２０
０２
．
３
．
１８

（
１９
９７
）

柔
道
の
授
業
中
に
一
人
で
退
室
し
た
生

徒
が
死
亡

高
１

両
親

体
育
教
諭

気
管
支
喘
息
を
原
因
と
す
る
窒

息
（
ア
レ
ル
ギ
ー
）

死
亡

棄
却

○
○

○
○

７９
２０
０２
．
４
．
２２

（
１９
９９
）

ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
部
員
が
ト
ス
練
習
の

ボ
ー
ル
で
負
傷

中
３
本
生
徒
顧
問
教
諭

上
顎
骨
骨
折

左
眼
球
打
撲

歯
牙
打
撲

後
遺
症

棄
却

○
○

８０
２０
０２
．
６
．
１２

（
１９
９９
）

落
ち
て
き
た
傘
立
て
に
よ
っ
て
負
傷

小
４
本
児
童
設
置
者
※
１

外
傷
性
て
ん
か
ん

後
遺
症

一
部
認
容

○
○

○

８１
２０
０２
．
９
．
３０

（
２０
０２
）

野
球
部
員
が
熱
中
症
で
死
亡

中
２

検
察

顧
問
教
諭

熱
中
症

死
亡

有
罪

○
○

○

８２
２０
０２
．
１０
．
８

（
２０
００
）

陸
上
部
部
員
の
槍
投
げ
の
槍
が
頭
に
衝

突
し
負
傷

高
２
本
生
徒
顧
問
教
諭

左
側
頭
部
開
放
性
陥
没
骨
折

障
害

一
部
認
容

○
○

○

８３
２０
０２
．
１１
．
２７

（
１９
９９
）

転
倒
し
，
破
損
し
た
窓
ガ
ラ
ス
片
で
負

傷
し
死
亡

中
１

両
親

担
任
養
護
教
諭
※
１

右
大
腿
動
脈
損
傷
に
よ
る
急
性

腎
不
全

死
亡

棄
却

●
●

●

８４
２０
０３
．
１
．
２９

（
２０
００
）

試
合
の
待
ち
時
間
に
先
輩
野
球
部
員
が

投
げ
た
ド
ン
グ
リ
が
眼
に
あ
た
り
負
傷
中
１
本
生
徒
顧
問
教
諭
※
１

右
眼
角
膜
穿
孔

外
傷
性
白
内
障

障
害

棄
却

○
○

８５
２０
０３
．
１
．
２９

（
２０
０１
）

ド
ッ
ジ
ボ
ー
ル
の
ボ
ー
ル
で
負
傷

小
３
本
児
童
担
任
校
長

歯
牙
外
傷

治
癒

棄
却

○
○
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№
判
決
年
月
日

（
提
訴
年
）

事
例
内
容

負
傷
時
の
学
年

原
告

原
告
の
主
張

す
る
過
失
人

傷
病
名

転
帰

裁
判
結
果

（
第
１
審
判
決
）

養
護
教
諭
に
職
務
と
し
て
求
め
ら
れ
る
内
容

救
急
蘇
生
緊
急
度
・
重

症
度
の
判
断
連
携
と
支
援

体
制
の
整
備

学
校
救
急

処
置
の
記
録

８６
２０
０３
．
６
．
３０

（
１９
９９
）

校
外
試
合
中
に
落
雷
に
あ
い
負
傷

高
１
本
生
徒
顧
問
教
諭

大
会
委
員
長

落
雷
に
よ
る
視
力
障
害
，
両
上

肢
障
害

障
害

○
○

○

８７
２０
０３
．
６
．
３０

（
２０
０１
）

ラ
グ
ビ
ー
部
員
が
熱
中
症
で
死
亡

中
１

両
親

顧
問
教
諭

熱
中
症

死
亡

一
部
認
容

○
○

○

８８
２０
０３
．
７
．
３０

（
２０
０１
）

プ
ー
ル
に
逆
と
び
を
し
て
死
亡

高
１

両
親

体
育
教
諭

設
置
者

頸
椎
粉
砕
骨
折

頸
髄
損
傷

死
亡

一
部
認
容

○
○

８９
２０
０３
．
１０
．
８

（
２０
００
）

給
食
食
器
の
強
化
ガ
ラ
ス
の
破
片
に
よ

り
失
明

小
３
本
児
童
担
任
養
護
教
諭

設
置
者

角
膜
裂
傷

外
傷
性
白
内
障

障
害

一
部
認
容

●
○

○

９０
２０
０３
．
１０
．
３０

（
２０
０２
）

自
習
時
間
に
同
級
生
か
ら
突
き
飛
ば
さ

れ
て
負
傷

小
３
本
児
童
担
任
校
長

外
傷
性
歯
牙
脱
臼

治
癒

棄
却

○
○

○

９１
２０
０３
．
１１
．
４

（
２０
０２
）

業
間
休
憩
時
間
に
体
育
館
で
人
と
衝
突

し
負
傷

小
３
本
児
童
校
長
教
員

硬
膜
外
血
腫
後
て
ん
か
ん

後
遺
症

一
部
認
容

○
○

○

９２
２０
０４
．
７
．
２９

（
２０
０２
）

動
作
訓
練
中
に
骨
折
し
，
脂
肪
塞
栓
の

た
め
死
亡

小
４

両
親

担
任

大
腿
骨
骨
折
の
合
併
症
（
肺
脂

肪
塞
栓
）

死
亡

一
部
認
容

○
○

○

９３
２０
０４
．
８
．
３１

（
２０
０２
）

同
級
生
の
投
げ
た
鉛
筆
が
目
に
当
た
り

失
明

小
４
本
児
童
担
任
※
１

右
眼
球
穿
孔

障
害

一
部
認
容

○
○

○

９４
２０
０５
．
４
．
２１

（
２０
０４
）

他
の
野
球
部
員
の
バ
ッ
ト
が
目
に
あ
た

り
失
明

高
１
本
生
徒
指
導
教
諭
（
顧

問
で
は
な
い
）
左
眼
失
明

障
害

一
部
認
容

○
○

○

９５
２０
０５
．
６
．
６

（
２０
０２
）

体
育
の
授
業
中
倒
れ
死
亡

中
３

両
親

体
育
教
諭

養
護
教
諭

校
長

不
整
脈
か
ら
多
臓
器
不
全

死
亡

棄
却

●
●

●

９６
２０
０５
．
９
．
１６

（
２０
００
）

ラ
グ
ビ
ー
部
の
対
外
試
合
中
に
体
調
不

良
を
訴
え
死
亡

高
３

両
親

顧
問
教
諭

熱
中
症

死
亡

一
部
容
認

○
○

○

９７
２０
０５
．
９
．
２８

（
２０
０２
）

校
庭
で
遊
ん
で
い
て
後
ろ
か
ら
来
た
一

輪
車
に
追
突
さ
れ
負
傷

小
２
本
児
童
校
長

外
傷
性
頸
部
症
候
群

後
遺
症

一
部
認
容

○
○

○

９８
２０
０５
．
１１
．
２５

（
２０
０３
）

ボ
ー
ト
部
の
部
員
が
大
会
参
加
中
に
溺

死
高
１

両
親

顧
問
教
諭

大
会
委
員
長

溺
死

死
亡

一
部
認
容

○
○

○

提
訴
年
は
事
件
番
号
を
も
と
に
記
載
し
た
．

判
例
番
号
の
う
ち
№
８
，
№
２０
，
№
８６
は
，
L
E
X
に
は
第
１
審
で
は
な
く
控
訴
審
（
２
審
）
ま
た
は
上
告
審
（
３
審
）
の
み
の
公
表
で
あ
っ
た
た
め
「
裁
判
結
果
（
１
審
）」
に
つ
い
て
は
空
欄
と
し
た
．

判
例
番
号
№
３
は
第
２
審
で
あ
っ
た
が
，
本
文
中
に
第
１
審
に
つ
い
て
の
記
載
が
あ
っ
た
た
め
，
裁
判
結
果
を
記
入
し
た
．

過
失
人
の
う
ち
※
１
は
，
加
害
児
童
生
徒
ま
た
は
そ
の
保
護
者
，
企
業
等
，
教
員
以
外
の
過
失
人
が
あ
る
こ
と
を
示
す
．
特
定
の
人
物
が
明
記
さ
れ
て
い
な
い
「
複
数
の
教
諭
に
よ
る
過
失
人
」
の
場
合
は
「
教
員
」
と

し
て
記
し
た
．

求
め
ら
れ
て
い
る
内
容
に
○
を
記
載
し
た
（
養
護
教
諭
が
過
失
人
に
な
っ
て
い
る
場
合
は
●
と
し
た
）．
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急処置の原則として適切な対応であった（判例№８３）」

と述べていた．

� 【緊急度・重症度の判断】

【緊急度・重症度の判断】とは，傷病者の身体の中で

おこる病的な変化がどのように進行するのか，その生命

予後と機能的予後について推測し，救急搬送もしくは専

門医受診の判断をすることであり，９８件中８３例で記述が

あった．その内容には《受傷機転による判断》《傷病に

応じた専門的な観察による判断》《専門医受診の判断》

という３つのサブカテゴリーが抽出された．

《受傷機転による判断》とは，事故の状況や問診によ

り，どの程度の外力を受けたかを推測し，傷病の重症度

と損傷をうけた臓器やその程度を予測する判断であった．

判例文では，「体育の授業で肩車をして他の生徒を持ち

上げようとして二つ折りになった生徒がどのような態様

で受傷したのかを聞かず，腰背部を打ったと誤解して対

応した．診断名；第４腰椎圧迫骨折（判例№２７）」や「プー

ル内で頭部を打ったことを確かめることはなく，左上下

肢に麻痺があることに気付かなかった．診断名；外傷性

頸部動脈内膜損傷による脳梗塞（判例№６９）」とあり，

問診により受傷機転を明らかにすることを求められてい

た．

《傷病に応じた専門的な観察による判断》とは，事故

の状況や問診による判断から傷病の状態を予測し，必要

な観察を行い判断することを意味していた．判例文では，

「勢いよく後退してきた６年生男子児童と衝突して，飛

ばされ転倒し，床面で右側頭部を強く打った３年生児童

に対し，外傷がないこと，痛みが治まってきたことから，

頭を氷で冷しながら授業を受ける指示をした．診断名；

硬膜外血腫（判例№９１）」や「頭部を殴られて激痛を感

じて保健室へ運ばれた生徒を，外傷がないことからソ

ファに寝かせて様子をみた．診断名；脳内出血，くも膜

下出血（判例№３５）」とあった．これらの判例の中には

実際に行った観察と判断として「顔色は普通で，表情に

かわったところがないため問題ないと判断した」や「見

た限り外傷はなかったから」という内容があったが，こ

れに対して「少なくとも判断目的にふさわしい程度の問

診，視診，触診を適切に行うべき義務がある」と述べて

いた．

《専門医受診の判断》とは，感覚器や神経，歯牙の傷

病では直ちに生命に危険な状態でなくとも，後遺症や障

害を残す可能性の高い傷病であるため，すみやかに専門

医に受診する判断を意味していた．その判例文では「（負

傷した眼を）見た限りでは，傷や異物等は確認できず，

危険性の認識はなかった．診断名；角膜裂傷，外傷性白

内障（判例№８９）」との主張であったが「事件発生直後

から右眼に睫毛が入ったようなちくちくした痛みを感じ，

その場で右眼を押さえたまま立っていたこと，食器が割

れる音がして原告をみると右眼を押さえたことを目撃し

ており，傷害を生じさせたものと推認することができ

る」と指摘されていた．

� 【連携と支援体制の整備】

【連携と支援体制の整備】とは，教育と人と環境によ

る学校事故を予防する体制づくりと事故発生時における

救急体制の整備を意味していた（７１例／９８件）．その内

容には《学校内連携》《支援が必要な子どもへの体制》《安

全教育》《コンディション理解》《医師との連携》《保護

者との連携》という６つのサブカテゴリーが抽出された．

《学校内連携》とは，事故予防の取り組みや発生時の

連絡について，子どもの状態や環境に関する情報を共有

して対処できる教員間の連携を意味していた．

《安全教育》とは，学校生活における潜在的な危険や

環境によっておこる事故の可能性について，なぜ危険か，

どのようになると危険かを知り，事故予防のための教育

を行うことを意味していた．

《コンディション理解》とは，子どもの体調や天候な

ど活動環境を把握し，活動の内容変更や中止の判断がで

きる体制であった．判例文には，「高温多湿及び強い直

射日光は，いずれも熱中症発症の危険要因であり，十分

な監視を怠った（判例№９６）」「熱中症に罹患しやすい太

り気味で体力がない生徒の健康状態に特に気を配るべき

であった（判例№８１）」や「気象についての予報状況に

よれば，本件事故当日に強風が吹くおそれがあることは

予見可能であった（判例№９８）」と，事故は回避可能で

あり防止に努めるべきであったと述べていた．

《支援が必要な子どもへの体制》とは，アレルギーや

疾患など，支援が必要な子どもたちの病態を理解し，統

一した対応ができる体制であった．判例文では「児童の

受け入れに関して病状聴取等の措置をとり，容態を正し

く把握する義務がある（判例№３４）」「給食でそばを食べ

させないことの重要性およびそばを食べさせることでの

事故を予見し，結果を回避することは可能であった（判

例№４４）」と述べていた．

《医師との連携》とは，事故予防の取り組みへの協力

と事故発生時における相談と指導を意味しており，《保

護者との連携》とは，事故予防の取り組みへの協力と事

故発生時における連絡と対応であった．救急体制には

《学校内連携》《医師との連携》《保護者との連携》が円

滑であることが必要であった．

� 【学校救急処置の記録】

【学校救急処置の記録】とは，事故の発生状況と傷病

者の状態や経過，観察結果に関する情報を提供し共有す

る記録であった．また，適正な救急処置を行ったことを

証明する記録であることも意味していた（９８例／９８件）．

その内容には《救急隊に引き継ぐ記録》《受傷機転の記

録》《傷病に応じた専門的な観察の記録》《経過観察の記

録》の４つがサブカテゴリーとして抽出された．

《救急隊に引き継ぐ記録》とは，救急車を要請し救急

隊員が到着するまでの間，傷病者の状態と実施した処置

内容について，時系列で記録することを意味していた．
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《受傷機転の記録》とは，受傷機転から推測される傷

病とその程度を判断するために，傷病者が受けた外力の

大きさや方向，種類を明らかにするための記録を意味し

ていた．

《傷病に応じた専門的な観察の記録》とは，受傷機転

と問診による判断から必要な観察を行い，損傷の有無を

明らかにするための記録を意味していた．

《経過観察の記録》とは，医療機関に受診するまで，

もしくは受診しない場合に行う子どもの状態の経時的な

観察記録を意味していた．判例では，保健室で休養させ

ていた生徒が心肺停止の状態になって急変に気づいたこ

とに対し，養護教諭が必要な観察を実施していないとい

うこと，漫然と安静にさせていた責任を問われていた

（判例№１）．一方で，傷病記録が証拠のひとつとして

取り上げられ，その内容と証言から義務違反はなかった

と証明された判例があった（判例№５６）．

�．考 察

１．判例からみる学校事故の現状

判例による学校事故の特徴をみると，裁判という特異

性から死亡・障害・後遺症で約９割を占めていた結果で

あったが，学校種による傷病の傾向，校種の進行ととも

に死亡の割合が増加することや男子の事故が多くなると

いう特徴は，学校管理下の災害や死亡・障害統計調査と

同様の傾向にあった１）５）．

本研究の判決をみると認容率（原告の勝訴率）は６５．３％

であった．日本では，一般の民事訴訟の認容率は８０％程

度，医療過誤訴訟の認容率は４０％程度６）と報告されてい

る．本研究における学校事故の認容率は，一般の民事訴

訟の認容率と医療訴訟の中間に位置していた．医療過誤

訴訟の認容率の低さには，医療には「安全であるべき」

という質が存在しており，医療事故を予防する法律の整

備や組織的なリスクマネジメントが図られていることが

理由として挙げられる．しかし，近年，医療過誤訴訟の

認容率は上昇傾向にある．これには，「専門職」として

の責任に対する社会の意識の変化が反映されていると考

えられる．

学校生活においては，医療の場のように直接生命への

関与はないものの，必然的に一定の危険が内在している

ことは周知のことである７）．今回，刑事事件で有罪と

なった「熱中症」の死亡判例をみると，「予防措置と管

理は必然である」と教諭に責任があることを認め，学校

で繰り返し起こることに対する厳しい判決であった．

また，学校事故では，担任や教科担当教諭，課外活動

の顧問教諭が当事者として単独で訴えられることが多い

ことが報告されており８）９），本研究も同様の結果であった．

学校事故は，近年増加し続けており，教育職員が単独で

訴えられることも多く，学校生活の場には，一定のリス

クが存在することを意識して，組織的対応を行う必要が

あると考える．

２．判例からみる養護教諭に求められていた対応

１）救急処置

養護教諭には，学校から適切な医療につなぐために，

どのように対応すべきなのかという判断が求められてい

た．

その判断には優先度があり，まず，最優先されるもの

は救急搬送の判断があげられる．ここでは，生命にかか

わる意識・呼吸・循環を観察し，緊急搬送の判断と救急

隊に引き継ぐまでの【救急蘇生】が求められていた．養

護教諭は《急性期状態の観察》を行い，救急蘇生を必要

とする状態にすばやく対応する．その上で，《緊急性の

高い応急処置》が必要であれば，生命維持に必要な処置

は実施するが，生命維持に関係のない部位の観察や処置

は省略するという救急隊のLoad and Go１０）の原則と同様

の内容であった．《救急隊に引き継ぐ記録》としては，

ドリンカーの生存曲線を理解した上で医療機関への傷病

者の生命兆候にかかわる時系列の情報の提供が必要で

あった．

つぎに《急性期状態の観察》で，ただちに救急搬送を

行う緊急性はないと判断されれば，病態の正確な把握を

行い，救急搬送か専門医受診の判断を行うという【緊急

度・重症度の判断】が求められていた．【緊急度・重症

度の判断】は判例の約８割に記述のあった内容であり，

養護教諭に求められる対応として重要であることが理解

できる．

《受傷機転による判断》は，損傷の程度は一見した外

傷の程度と一致しないことが多い１１）ことを理解し，身体

に加わった力学的なエネルギーの評価を行うこと１２）が求

められる．養護教諭には，まず，事故の状況を客観的に

把握し，損傷部位を明らかにする問診が必要であった．

さらに，高エネルギー外傷の事故は明らかな損傷が見ら

れない場合でも重傷と判断１３）して対応することを原則と

し，子どもの身体に加わった外力の大きさと損傷の程度

を推定するための問診が行えることが重要であった．そ

の結果は《受傷機転の記録》として判断の根拠を示すこ

とを求められていた．

《傷病に応じた専門的な観察による判断》は，《受傷機

転による判断》の損傷の推定から，優先度をふまえて専

門的な観察を行い，子どもの状態を判断して搬送方法や

医療機関の選択をする必要があった．ここでは，《傷病

に応じた専門的な観察の記録》が必要であり，養護教諭

が子どもに対してどのような観察を実施し判断に至った

のかという実践記録であるとともに，専門職として説明

責任を果たす記録としても必要であった．

ここでいう「緊急度・重症度判断」とは救急医療や災

害医療で用いられるトリアージの概念であり１３－１５），トリ

アージとは，最善の救命効果を得るために，多数の傷病

者を重症度と緊急度によって振り分け，搬送や治療の優

先度を決定する方法論である１６）．トリアージは災害現場

や救命救急センター，救急隊の病院選定や観察判断で用

２３１河本ほか：学校救急処置における養護教諭の役割



いられ，生理学的評価，解剖学的評価，受傷機転の３段

階をもって医療の優先度を判断する．「緊急度・重症度

判断」の考え方は，養護教諭の行う救急処置にも有効な

手段で，すでに報告１７）１８）もされている．養護教諭の行う

「緊急度・重症度判断」は振り分けのみを目的とするの

ではなく，どのように対応すべきなのかという優先度を

ふまえた判断に専門性があるといえた．

しかし，学校現場では「病院に連れて行ったほうがよ

い」という対応そのものを判断とするものが多いとの指

摘や１８），判断・対応そのものに困難感を感じている養護

教諭が多い１９）ことが報告されている．向井田２０）は，現場

で直ちに判断・行動するためには明確な根拠が必要であ

り，根拠のある判断・行動には観察力・救命救急に関す

る豊富な知識，正確な技術などを身につけておく必要が

あると指摘している．

２）事故予防

養護教諭には，救急処置だけでなく事故予防の教育活

動が求められていた．

【連携と支援体制の整備】が実働するためには，学校

内における救急体制は，事件・事故災害の発生に際して

児童生徒の生命尊重を第一とする適切な処置を講ずるた

めのものであり，迅速で適切な処置のためには全教職員

の共通理解と協力の下に確立されるべきものである２１－２３）．

しかし，例えば養護教諭不在の場合，十分に機能しない

という報告もあり２４－２６），救急体制には，《医師との連携》

《保護者との連携》とともに，何よりも《学校内連携》

が円滑であることが必要といえる．

救急体制における《学校内連携》を実動させるために

は，エマルゴトレーニングのような問題抽出を目的とし

た机上訓練２７）により，事故発生時の救護活動，連絡，連

携，搬送など，役割をもってシミュレーションすること

も有用といえる．このような訓練の場で，双方向のコ

ミュニケーシを体験し，子どもの命を守るためには，誰

もが迅速な一次救命処置ができることへの理解や，事故

予防にむけた課題発見と問題解決に協力して取り組む

《安全教育》での連携も必要であると考えられた．

さらに《安全教育》には，児童生徒に対して事故予防

のための教育と指導の役割を担うだけではなく，教員に

対して危機管理の視点を含む教育が必要であった．学校

事故の死亡事例では，過度なトレーニングや教員の症状

への理解不足が理由として報告されており２８），子どもの

体調や環境から《コンディション理解》が行えるよう，

判断に必要な情報提供も必要といえた．それは《支援が

必要な子どもへの体制》においても同様といえ，教職員

における共通理解と統一した対応のための《安全教育》

を行い，《学校内連携》とともに《医師との連携》《保護

者との連携》が必要であった．

３）記 録

養護教諭には，対応に即した記録が求められていた．

養護教諭の行う記録の現状として，「災害共済給付金

の請求に係る申請書」や「保健日誌」など事務的な記録

が多く，その他「来室カード」がある２９）３０）が，本研究の

分析結果では，子どもの状態やその観察結果，判断を記

録したものは１件であった．保健室に押し寄せる児童生

徒の状況を考えると，１名ないし２名の養護教諭が記録

することの困難さが推察されるが３０），学校救急処置の記

録では，すべての傷病者に《経過観察の記録》が求めら

れるのではなく，その判断によって求められる記録は異

なり，【救急蘇生】では《救急隊に引き継ぐ記録》であ

り，【緊急度・重症度の判断】が必要な場合は《受傷機

転の記録》《傷病に応じた専門的な観察の記録》が求め

られる．《経過観察の記録》は，受診の判断に至るまで，

もしくは受診の必要性はないと判断し，養護教諭が経過

観察を行う場合に必要となる．それは専門的知識に基づ

いた問題解決過程による判断となる．

記録は，実践の根拠を示すものであり，養護教諭の行

う救急処置の評価や判断力の向上や事故予防教育の貴重

な資料となる．また，子どもの命を守るとともに，訴訟

において養護教諭を守る根拠となるもので，専門職であ

れば必要な記録を残すことは責務といえる．

�．結 論

学校事故の判例を分析した結果，救急処置で養護教諭

に職務として求められる内容は，【救急蘇生】【緊急度・

重症度の判断】【連携と支援体制の整備】【学校救急処置

の記録】であった．

【救急蘇生】には《急性期状態の観察》《正確な一次救

命処置》《緊急性の高い応急処置》が，【緊急度・重症度

の判断】は《受傷機転による判断》《傷病に応じた専門

的な観察による判断》《専門医受診の判断》が養護教諭

に求められる対応であった．【連携と支援体制の整備】

には《学校内連携》《支援が必要な子どもへの体制》《安

全教育》《コンディション理解》《医師との連携》《保護

者との連携》が，【学校救急処置の記録】には《救急隊

に引き継ぐ記録》《受傷機転の記録》《傷病に応じた専門

的な観察の記録》《経過観察の記録》が求められていた．
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�．はじめに

十分な身体活動を伴うライフスタイルが，虚血性心疾

患１），糖尿病２），がん３），抑うつ４），骨粗しょう症５）などの

リスクを減らし，身体的，精神的健康に多くの利益をも

たらすことはよく知られている．これまで，人々の身体

活動レベルにどのような要因が影響し，それを規定して

いるかを構造的に明らかにしようとする行動疫学的研究

が行われ，一定の知見が蓄積されてきた．身体活動に影

響する要因を探求した国内外の研究を概観すると，人口

統計学的・生物的要因，心理的要因，社会的要因，環境

要因などが検討されており，一定のコンセンサスが得ら

れつつある．Baumanら６）による広範なレビューによる

と，これらの要因の中でも特に，運動の楽しさの知覚，

利得の期待，自己効力感などの心理的要因と身体活動と

の関連が複数の研究によって繰り返し確認されており，

心理的要因は身体活動の決定要因として重要な位置づけ

にあると言える．成長期の子どもについての研究は少数

であるが，心理的要因として，運動の楽しさの知覚７）８）や，

心理的要因を含む内的バリア９）が身体活動と有意な関連

があることが報告されている．

我が国におけるこの分野の研究は多くない．これまで，

項目反応理論による子どもの運動に関する心理尺度の構成
―小学生から高校生の心理特性を共通尺度上で評価する試み―

戸 部 秀 之

埼玉大学教育学部

Scale Construction for Measuring Children’s Exercise Related Psychological Factors
by Item Response Theory

―Estimating Psychological Factor of Children from Primary School to High School
on a Common Scale―

Hideyuki Tobe

Saitama University, Faculty of Education

The purposes of this study were１）to construct the item pools for the psychological scales to measure‘en-

joyment’and‘psychological barrier’to exercise of children from primary school to senior high school on a

common scale using item response theory（IRT）, and２）to describe the change in these scale values with

grade advancing from third grader of primary school to second grader of senior high school, and to clarify the

trend of the change.

The scale items for junior and senior high school children that had been published were changed to enable

the scales to use for primary school children, too. The item parameters of the scale items for primary school

children（２１ items for enjoyment scale, １１ items for psychological barrier scale）were estimated by the

graded response model of IRT using１，８３９primary school children’s response（third―sixth grade）. Both en-

joyment and psychological barrier scale items, there were little difference in the item parameters and no dif-

ferential item function（DIF）between items for primary school children and for junior and senior high school

students. Newly, the item pools for enjoyment scale（３７items）and psychological barrier scale（１７items）in-

cluding the items for primary school children were constructed. The criterion―related validity of each scale

for primary school children was showed by significant relationship between the scale value and exercise hab-

its.

The change of each scale value with grade advancing was described using the data of１，８２０primary（９１９

boys and９０１girls）,８６９junior high（４３９boys and４３０girls）, and６７５senior high（３０３boys and３７２girls）

school children and youth. The scale value of the enjoyment showed a significant decline from primary to jun-

ior high school children. The scale value of the psychological barrier showed a significant rising trend as

grade advanced. The sex difference was observed both in the enjoyment and in psychological barrier scale

from early stage of growth（at third grade of primary school）. Also, the easy use of the scales was proposed.

Key words：enjoyment scale, psychological barrier scale, exercise habit, item pool

楽しさ尺度，心理的バリア尺度，運動習慣，項目プール

原 著
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行動意図や態度，信念１０），原因帰属様式１１）等とスポーツ

活動との関連が報告されてきており，近年では，内発的

動機づけ１２）や自己効力感１３）１４）などの心理的要因の影響が

注目されている．しかしながら，国内の報告のほとんど

は大学生以上の年齢層を対象としたものであり，成長期

の身体活動の決定要因，言い換えると，子どもの運動習

慣形成に影響する要因に関する行動疫学的な理解は進ん

でいない．最近，Tobe１５）１６）が中学生から高校生を対象に，

心理的要因，とりわけ運動習慣の形成における楽しさの

知覚や心理的バリアが，運動実施状況，運動習慣からの

離脱，離脱後の運動再開意図と強い関連を示すことを報

告しており，成長期においても心理的要因が運動習慣に

強く関連している可能性を示している．成長期は運動習

慣を形成する重要な時期にあたり，その後のライフスタ

イルに大きく影響を与えるといってよい．この時期の運

動習慣を規定する要因を明らかにすることは，子どもの

運動習慣の形成に向けた有効な介入方法を検討するため

の重要な情報を得ることにつながる．

成長期の身体活動，運動習慣に心理特性がどのように

影響するかを検討するうえで，小学生期から中学生期を

経て，それ以降の学校・年齢段階への中・長期的な時間

軸を踏まえながら検討することは重要である．しかしな

がら，運動に関する心理特性の発達的変化や，介入によ

る心理特性および身体活動の長期的な変化を縦断的に追

跡した報告は，筆者の知る限りみられない．その理由の

一つは，小学生，中学生，高校生のように異なる年齢層

の心理特性の測定は，その発達段階に応じた表現の質問

項目を用いざるを得ず，年齢層間の値の比較や，長期の

変化の追跡や解釈はきわめて困難であったこと，つまり，

広い発達段階の対象について共通尺度上で評価できる方

法が開発されていなかったことが理由の一つであるとい

える．古典的テスト理論や因子分析をベースにした尺度

構成では，発達段階や文章・文脈の理解度に応じて尺度

中の質問項目を取捨選択して用いるといった柔軟な尺度

の運用は難しい．それに対し，テスト理論の一つである

項目反応理論（Item Response Theory，以下，IRTと

する）には多くの利点があり，この理論を応用すること

によって広い年齢範囲の成長期の心理特性を共通尺度上

で評価できる可能性がある．IRTの主な利点を紹介する

と，困難度や識別力を示すパラメータが尺度構成に用い

た母集団に依存しないため特徴の異なる多様な集団への

尺度の利用が可能であること，ある特性の測定のために

用意された項目の集合である項目プールから測定の目的

や対象に応じて項目を任意に選択しつつ用いることがで

き，かつ，その特性を共通尺度上で評価することができ

ること等が挙げられる．これらの特徴を利用し，より広

い発達段階に適用できる心理尺度を構成することができ

れば，運動習慣の成立過程における心理的要因の関わり

を，広い発達段階にわたり時間的経過を踏まえながら理

解することが可能になる．

本研究の第一の目的は，簡単な質問紙による心理尺度

の適用が可能な小学校３年生程度から高校生以上の広範

な年齢層の運動に関する心理特性を，共通尺度上で評価

できる尺度を構成することである（以下，目的１）．測

定しようとする心理特性は，中学生および高校生を対象

に尺度構成が行われている「運動に関する楽しさの知覚」

および「運動に関する心理的バリア」であり１５），IRTを

用いて小学生児童から適用できるよう項目パラメータを

検討したうえで，小学生を対象に各尺度の基準関連妥当

性を確認する．

加えて，第二の目的として（以下，目的２），構成し

た２つの心理尺度を小学生３年生から高校生２年生にわ

たる広い発達段階の児童生徒に適用し，運動に関する心

理特性の学年の進行に伴う発達的変化を記述し，変化の

特徴を明らかにする．また，これらの尺度を簡便に利用

するための方法を検討する．

�．対象および方法

２―１）心理的尺度の構成および妥当性の検討（目的１）

２―１）―ａ 尺度の構成概念

楽しさ尺度値および心理的バリア尺度値は，中学生・

高校生の運動習慣と強い関連を示すことが報告されてお

り，中学生・高校生を対象とした測定尺度がつくられて

いる１５）．それらの構成概念は次の通りであり，本研究で

も同様の構成概念を適用し，小学校児童に適用可能なよ

うに，尺度の適用範囲を拡大しようとする．楽しさ尺度

の構成概念は，『運動を行うこと自体を楽しい，好き，

大切と感じるなど，運動に対し積極的な価値観や感情を

有している程度』であり１５），いわば，運動に対する内発

的動機づけの側面を反映している．中学生・高校生を対

象とする尺度は，「運動は楽しい」，「きつい運動もやり

たい」，「運動には興味がない（逆転項目）」，「運動には

悪いイメージを持っている（逆転項目）」など３１項目か

らなる項目プールによって尺度項目が構成されており１５），

運動すること自体に喜びを感じ，高い価値をおいている

者では高得点になる．

心理的バリア尺度の構成概念は，『運動を行うことを

躊躇させる，または障害になる心理的要因の強さ』であ

り，中学生・高校生を対象とする尺度では，「運動は苦

手だ」，「運動は継続できないと思う」，「集団スポーツで

は足を引っ張ると思う」，「運動部では活動時間やきまり

にしばられる」，「運動に関連して，過去に嫌な経験があ

る」など１７項目からなる項目プールによって構成してい

る．この尺度では，運動の不得意感を中心に，運動継続

の自己効力感の欠如や，過去の失敗体験などによる心理

的バリアの高さが測定される．

質問項目に対する文章・文脈の理解度が十分でなく，

社会的な経験も少ない小学生に尺度の適用範囲を拡大す

るためには，次の２つの点を確認しなければならない．

一つは，小学生段階でも回答がしやすいように質問項目

２３５戸部：項目反応理論による子どもの運動に関する心理尺度の構成



表１ 「楽しさ尺度」の質問項目と項目パラメータ（等化後）

項目番号 尺 度 項 目 識別力ａ 困難度b１ 困難度b２

１ レジャーとして運動するのは楽しい ０．７１ －４．３３ －０．７５
２ 運動は重要だ １．４８ －２．７８ －０．７５
３ 運動は不可欠だ ０．９８ －２．７０ －０．７１
〔小〕 運動をしなければいけないと思いますか（そう思う・どちらともいえない・そう

思わない）
４ 運動している人は魅力を持っていると思う ０．８１ －２．９９ －０．２８
５ 運動には悪いイメージを持っている（Ｒ） １．９１ －２．３４ －０．８８
６ 運動することは時間の無駄づかいだ（Ｒ） １．５５ －２．５３ －０．５８
７ 運動することは時間の浪費だ（Ｒ） １．２９ －２．５４ －０．５６
８ 運動する必要性を感じない（Ｒ） １．９６ －２．１５ －０．７３
９ 運動で人と交流するのは楽しい １．７４ －２．０２ －０．４４
〔小〕 人といっしょに運動するのは楽しいですか（楽しい・どちらともいえない・楽し

くない）
１０ 身体を動かしたい ２．４７ －１．６９ －０．５６
１１ 他の人や他のチームと競い合うのは楽しい １．４０ －１．７６ －０．３０
〔小〕 運動でほかの人やほかのチームときそいあうのは楽しいですか（楽しい・どちら

ともいえない・楽しくない）
１２ いろいろな運動をするのは楽しい １．９９ －１．６４ －０．３４
１３ 得意なスポーツがある １．２０ －１．５５ －０．１９
〔小〕 とくいなスポーツがありますか（ある・どちらともいえない・ない）

１４ 運動には興味がない（Ｒ） ３．６４ －１．３６ －０．３６
１５ 運動は楽しい ２．９９ －１．４２ －０．２２
〔小〕 運動は楽しいと思いますか（そう思う・どちらともいえない・そう思わない）

１６ 運動で汗をかくのは気持ちいい １．３２ －１．６１ ０．２４
１７ 運動すると気分が明るくなる １．９２ －１．４９ ０．１３
〔小〕 運動をすると気分が明るくなりますか（なる・どちらともいえない・ならない）

１８ 運動は嫌いだ（Ｒ） ３．３３ －１．１７ －０．１８
〔小〕 運動はきらいですか（きらい・どちらともいえない・きらいではない）

１９ 運動したくない（Ｒ） ２．６３ －１．２４ －０．０６
〔小〕 運動したくないと思いますか（そう思う・どちらともいえない・そう思わない）

２０〔小〕 からだをたくさん動かすあそびがすきですか（すき・どちらともいえない・好き
ではない）

２．７０ －１．１８ ０．０８

２１ じっとしているのが好きだ（Ｒ） １．０７ －１．４７ ０．４２
〔小〕 じっとしているのがすきですか（すき・どちらともいえない・すきではない）

２２ 記録や技術向上のために努力するのは楽しい １．８２ －１．３３ ０．２９
〔小〕 運動がじょうずになるためにどりょくするのは楽しいですか（楽しい・どちらと

もいえない・楽しくない）
２３ 運動するのは面倒だ（Ｒ） ２．６８ －０．９７ ０．０１
２４ 運動が好きだ ３．９５ －０．９８ ０．０７
〔小〕 運動がすきですか（すき・どちらともいえない・すきではない）

２５〔小〕 休み時間などでは，いつもからだを動かして遊びたいと思いますか（思う・どち
らともいえない・思わない）

１．６３ －１．０９ ０．３６

２６ 運動は見て楽しむほうがいい（Ｒ） １．１４ －１．７５ １．１６
２７ 運動をしないと生活に張りがない ２．２４ －０．９２ ０．３７
〔小〕 運動すると毎日がいきいきして楽しいですか（いきいきする・どちらともいえな

い・しない）
２８ 運動で疲れたり筋肉痛になるのが嫌だ（Ｒ） １．２７ －０．９９ ０．６２
２９ 激しい動きや迫力のある運動をすることは楽しい ２．０３ －０．９６ ０．５９
〔小〕 はげしい動きや，ちからいっぱいおこなう運動は楽しいですか（楽しい・どちら

ともいえない・楽しくない）
３０ 運動不足はストレスになる １．２２ －０．９６ ０．６８
〔小〕 運動がたりないと，いやな気持ちになりますか（なる・どちらともいえない・な

らない）
３１ 運動による疲労感は心地よい １．２７ －０．９７ ０．９６
〔小〕 運動してつかれたときは，気持ちいいと感じますか（感じる・どちらともいえな

い・感じない）
３２ 息苦しいことはなるべく避けたい（Ｒ） １．６４ －０．７０ ０．７１
３３ 運動することは生活のなかで優先順位が高い １．９８ －０．５９ ０．９１
３４〔小〕 いろいろなあそびの中で，からだをたくさん動かすあそびが，いちばんすきです

か（いちばんすき・どちらともいえない・いちばんではない）
１．８２ －０．５５ ０．８７

３５〔小〕 運動がたりないと，いやな気持ちになりますか（なる・どちらともいえない・な
らない）

１．２５ －０．７０ １．０３

３６ きつい運動もやりたい １．７２ －０．２０ １．３６
〔小〕 きつい運動もやりたいと思いますか（そう思う・どちらともいえない・そう思わ

ない）
３７〔小〕 運動しているときに，いき苦しくなるのはいやですか（Ｒ）（いやだ・どちらと

もいえない・いやではない）
１．１５ ０．１５ １．６１

・〔小〕は小学生に対する項目表現．その他は，中学生や高校生に対する項目表現．
・小学生用の反応様式は，括弧内に示した表現による３件法．左より３・２・１とする（逆転項目（Ｒ印）では１・２・３）．
・中・高校生の反応様式は，「３：はい」，「２：どちらともいえない」，「１：いいえ」の３件法による．
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の表現の簡易化や回答の調整をする必要性があるが，そ

の操作によって項目の特性（項目パラメータ）が変化す

るかどうかの確認であり，もし項目の特性に変化が認め

られれば，同一の項目としては扱うことができないこと

になる．もう一つは，発達段階の違いによる特異項目機

能（DIF）がないこと，つまり，中学生や高校生に用い

る項目と同義の項目を小学生に用いた際に，その項目が

小学生で特異な機能を示す（項目パラメータが大きく異

なる）ことがあるか否かを確認する必要性であり，もし

多くの項目でDIFが存在するようであれば，小学生への

尺度の適用は困難であると判断せざるを得ない１７）．

そこで本研究では次のようなプロセスによって，小学

生児童を含めて適用できるよう各尺度の項目プールを再

構成する．すなわち，１）中学生・高校生用の尺度項目

の表現を小学生にも適用できるよう調整し小学生の項目

を作成する．２）それらの項目に対し，小学３年生から

６年生の児童から得られた回答をもとに項目パラメータ

（識別力，困難度）を推定する．３）得られた項目パラ

メータを中学生・高校生のパラメータと比較し，表現の

変更による項目特性の変化や特異項目機能（DIF）がな

いことを確認する．このような検討を経て，小学生にも

共通に適用できる項目プールを再構成し，新たな尺度と

する．

表２ 「心理的バリア尺度」の質問項目と項目パラメータ（等化後）

項目番号 尺 度 項 目 識別力ａ 困難度b１ 困難度b２

１ 体型・スタイルに自信がない １．０３ －２．０６ ０．１２

２ 集団スポーツでは足を引っ張ると思う １．６３ －１．１７ ０．６１

〔小〕 チームでするスポーツでは，足を引っぱると思いますか（思う・どちらともいえ

ない・思わない）

３ 体力に自信がない ２．００ －０．８３ ０．３７

〔小〕 体力に自信がない，と思いますか（思う・どちらともいえない・思わない）

４ 運動部では活動時間やきまりにしばられる ０．７５ －１．３２ １．０９

〔小〕 スポーツ少年団などのスポーツのチームでは，時間やきまりがきびしいと思いま

すか（思う・どちらともいえない・思わない）

５ 自分が運動する姿は格好悪い １．４６ －１．０９ １．２２

〔小〕 自分が運動するすがたは，かっこうわるいと思いますか（思う・どちらともいえ

ない・思わない）

６ 運動部では体力や技術面でついていけない ２．４８ －０．５４ ０．８４

７ 運動は苦手だ ２．５４ －０．３３ ０．６９

〔小〕 運動はにがてだ，と思いますか（思う・どちらともいえない・思わない）

８ 「運動はきつい」という印象がある １．４４ －０．４０ １．０２

〔小〕 運動はつらいこと，というイメージをもっていますか（もっている・どちらとも

いえない・もっていない）

９ 運動しようと自分を奮い立たせることができない ２．２８ －０．１２ ０．８９

１０ 運動部では人間関係が難しい ０．７２ －０．９９ １．８９

１１ どのような運動をしたらよいのかわからない １．９４ －０．０７ １．０４

〔小〕 どのような運動をしたらよいかわからない，と思いますか（思う・どちらともい

えない・思わない）

１２ 運動に関連して，過去に嫌な経験がある １．０５ ０．０７ １．１１

１３ 運動するきっかけをつかめない １．７９ ０．０１ １．２１

〔小〕 運動するきっかけがない，と思いますか（思う・どちらともいえない・思わない）

１４ 運動は継続できないと思う ２．３４ ０．０９ １．２４

〔小〕 運動はつづけられない，と思いますか（思う・どちらともいえない・思わない）

１５ 運動することはなんとなく腰が重い ２．７１ ０．３３ １．３４

〔小〕 運動する気分になれないですか（なれない・どちらともいえない・そんなことは

ない）

１６ 過去に運動を続けられなかった経験がある １．０９ ０．３４ １．４０

１７ 一緒に運動してくれる人がいない １．６２ ０．３８ １．６１

〔小〕 いっしょに運動してくれる人がいない，と思いますか（思う・どちらともいえな

い・思わない）

・〔小〕は小学生に対する項目表現．その他は，中学生や高校生に対する項目表現．

・小学生用の反応様式は，括弧内に示した表現による３件法．

・中・高校生の反応様式は，「３：はい」，「２：どちらともいえない」，「１：いいえ」の３件法による．
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２―１）―ｂ 小学生用尺度項目

各尺度の構成概念および尺度項目をもとに小学生用の

項目を設定し，表１および表２中に中学生・高校生用の

項目とともに示してある．中学生・高校生用の項目で小

学校中学年程度以上にも適用可能な尺度項目については，

表現を調整しつつ，なるべく多く小学生用項目として含

めるとともに，回答しやすいように質問項目を「～です

か」，「～と思いますか」のような形式にし，回答方法は，

「思う」，「どちらともいえない」，「思わない」のように

質問項目の表現に呼応した表現（３件法）にした．また，

「いろいろな遊びの中で，からだをたくさん動かす遊び

がいちばんすきですか」や「休み時間などでは，いつも

からだを動かして遊びたいと思いますか」のような小学

生の発達段階に合った遊びに関する項目を追加した．そ

の結果，小学生用項目として楽しさ尺度２１項目，心理的

バリア尺度１１項目を設定した．

２―１）―ｃ 対 象

項目パラメータを求めるために用いた集団は，埼玉県

南部の小学校６校に在籍する３～６年生の児童１，８３９名

である．２００４年６月から１２月の間に，各学校に対して研

究の意義および調査の説明を行い，調査協力の同意を得

た上で，児童に対して質問紙による調査を実施しても

らった．調査項目には，楽しさ尺度項目，心理的バリア

尺度項目，および運動実施状況に関する質問項目を含ん

でいる．

２―１）―ｄ IRT分析

小学生を対象とした項目の各尺度の一次元性について

１因子の因子分析（主因子法）によって確認したうえで，

IRT段階反応モデルによる項目パラメータの推定に利用

できるIRT分析用プログラムMULTILOG１８）を用いて周

辺最尤推定法によって項目パラメータを推定した．IRT

段階反応モデルの詳細は他の文献に譲るが１９）２０），簡略に

述べると次のようになる．

仮に尺度項目への反応が｛１，２，３｝の３件法で，

かつ，尺度値（θ）が低いほど「１」に，尺度値（θ）

が高いほど「３」に反応する確率が高くなるような回答

様式であるとする．この時，項目毎に，尺度値（θ）と

ある値以上のカテゴリに反応する確率との関係を表す境

界特性曲線（Boundary Characteristic Curve；BCC）

を設定する．ここで項目ｊについて，カテゴリ｛１，２，

３｝のいずれかに反応する確率をP＊j０（θ）＝１．０，カテゴ

リ｛２，３｝のいずれかに反応する確率をP＊j１（θ），カ

テゴリ｛３｝に反応する確率をP＊j２（θ），カテゴリ｛＞３｝

に反応する確率をP＊j３（θ）＝０．０とし，P＊jk（θ）（ｋ＝１，２）

にロジスティック曲線を仮定する．すなわち，

P＊jk（θ）＝［１＋exp｛－aj（θ－bjk）｝］－１

ｋ＝１，２（３段階リッカートモデルの回答

形式の場合）

なお，段階反応モデルでは識別力パラメータ（ａ）は，

同一項目のBCCでは同じ値をとることが仮定される．

次のように，BCCの差から尺度値（θ）と当該カテゴリ

に反応する確率を表す項目反応カテゴリ特性曲線（Item

Response Category Characteristic Curve；IRCCC）Pjk

（θ）が与えられる．

カテゴリ｛１｝に反応する確率：

Pj１（θ）＝P＊j０（θ）－P＊j１（θ）

カテゴリ｛２｝に反応する確率：

Pj２（θ）＝P＊j１（θ）－P＊j２（θ）

カテゴリ｛３｝に反応する確率：

Pj３（θ）＝P＊j２（θ）－P＊j３（θ）

なお，識別力パラメータ（ａ）の値が高い項目ほど

BCCは尺度値（θ）の変化とともに急激に立ち上がり，

その傾きが大きくなるθの範囲で被験者をよく識別する．

「ａ」の高い項目は当該尺度で測定しようとする特性を

よく反映している項目といってよい．困難度パラメータ

（b１，b２）はBCCの位置を表すパラメータで，BCCが反

応確率０．５を横切る尺度値（θ）の値である．識別力パ

ラメータ（ａ）が同じであれば，b１，b２が低値であるほ

ど尺度値（θ）が低いレベルで「２」または「３」に回

答する確率が上昇する．本研究では，項目毎の識別力パ

ラメータ（ａ）および困難度パラメータ（b１，b２）を，IRT

用プログラムMULTILOGを用いて推定している．

２―１）―ｅ 小学生用項目および中学・高校生用項目を

含む項目プールの作成

まず，小学生用項目で求めた項目パラメータについて，

中学・高校生の項目パラメータ１５）への等化の手続きを行

うことによって，小学生用に設定した項目が，それと同

義の中学生・高校生用項目と同じ項目特性を有するか否

かを検討した．等化は，小学生および中学生・高校生用

に用いられている共通内容の項目をアンカー項目（異な

るグループから得られた項目パラメータを等化するため

の等化係数を算出するための両グループ共通項目）とし

て，次式の等化係数による方法によって行った２０）．すな

わち，小学生のbjkと中学生・高校生のbjkの標準偏差お

よび平均値から等化係数ＫおよびＬを推定する．

Ｋ＝中学生・高校生のbjkの標準偏差／小学生のbjk
の標準偏差

Ｌ＝中学生・高校生のbjkの平均値－Ｋ（小学生のbjk

の平均値）

ＫおよびＬを用いて次のようにパラメータを等化した．

等化後の小学生のaj＝１／Ｋ（等化前の小学生のaj）

等化後の小学生のbjk＝Ｋ（等化前の小学生のbjk）＋Ｌ

これにより共通項目（アンカー項目）については，

Tobe１５）による中学生・高校生のパラメータとともに，

等化後の小学生のパラメータの値が推定され，１つの項

目に２つのパラメータが推定されることになる．通常の

等化の手続きでは，両者の平均値を求めて新たなパラ

メータとするのが一般的である２０）．本研究ではその前に，

小学生用の項目では中学生・高校生用の項目と同じ意味

を持っていても表現を平易にしたことによる影響や，そ
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の項目が発達段階の違いなど集団の違いによって異なっ

た機能を持っている可能性（特異項目機能：DIF）の有

無を確認する必要があるため，両パラメータを比較検討

した．この際，小学生用項目について，両パラメータが

十分近似している場合には同一項目とみなした．一方，

パラメータが近似していない場合には，項目表現の平易

化や調整の影響や特異項目機能がある可能性を疑い，別

項目として扱うことにした．なお，近似しているか否か

の判断については，客観的な基準を画一的に当てはめる

のは難しい．本研究では，識別力や困難度（b１とb２）の

平均値の差が概ね０．５～０．６程度以内であれば，尺度内の

一項目として全体の尺度値に実用上の影響を及ぼさない

と判断し，近似しているものとした．このような手続き

を経て，小学生用の項目および中学生・高校生用の項目

によって共通尺度上で心理特性を評価するための新しい

項目プールを構成した．

２―１）―ｆ 各尺度の基準関連妥当性の検討

上記の小学校３～６年生１，８３９名に対して，各尺度項

目に加え，「あなたは学校や学校以外で，スポーツチー

ムやクラブ（サッカーやスイミングなど）にはいってい

ますか」（回答は，「はいっている」または「はいってい

ない」），「れんしゅうは一週間で何回ですか」（回答は，

週当たりの回数）という質問によって，児童のスポーツ

活動への参加状況を質問している．回答より，週当りの

スポーツ活動参加頻度として３カテゴリを構成した

（［１］０回，［２］１～２回，［３］３回以上）．また，

「学校の休み時間は，運動をしてあそびますか」（回答

は，［１］必ずする，［２］だいたいする，［３］たまに

する，［４］ほとんどしない，［５］まったくしないの５

件法）という質問によって，学校における運動遊びの頻

度を質問した．それらと各心理的尺度値との関連を，ス

ポーツ活動参加頻度または運動遊びの頻度を要因に含む

分散分析を用いて検討し，スポーツ活動参加頻度および

運動遊び頻度を基準とした尺度の基準関連妥当性を検討

した．小学生１，８３９名中，学年，性別，スポーツ活動参

加状況，運動遊び頻度および各尺度値の各データが欠損

値なく揃ったのは１，８２０名であり，分散分析の対象とし

た．なお，中学生・高校生については，Tobe１５）によっ

て尺度の基準関連妥当性が確認されているので，本研究

では扱わない．

２―２）学年の進行に伴う尺度値の変化と，尺度の簡易

的な利用法の検討（目的２）

以上の方法で開発した楽しさ尺度および心理的バリア

尺度について，学年の進行に伴う尺度値の横断的変化を

確認するために，次のような小学校３年生から高校２年

生の対象に各尺度を適用し，学年別・性別の平均値を求

め，９カ年分の横断変化を観察した．対象は，埼玉県南

部の首都圏のベッドタウンおよび商業都市の特徴をもつ

Ｓ市内およびＴ市内の小・中・高等学校の児童生徒であ

る．小学生は項目パラメータの推定で用いた１，８３９名の

うち，学年，性別および各尺度値が欠損なく揃っていた

１，８２０名分のデータであり，男子９１９名（３年生２３７名，

４年生２３７名，５年生２２４名，６年生２２１名），女子９０１名

（３年生２３２名，４年生２２４名，５年生２２６名，６年生２１９

名）である．中学生は，中学校４校に在籍する生徒，男

子４３９名（１年生１８６名，２年生８４名，３年生１６９名），女

子４３０名（１年生１６９名，２年生９０名，３年生１７１名），計

８６９名である．高校生は，高等学校３校に在籍する生徒，

男子３０３名（１年生１８０名，２年生１２３名），女子３７２名（１

年生２１６名，２年生１５６名），計６７５名である．中学生と高

校生については，２００４年１月から２月の間に学校の同意

を得た上で，生徒に対して書面によって調査の目的およ

び調査協力者の権利等の説明を行い，調査協力の同意を

得た者全員に質問紙による調査を実施した．中学生対象

の質問項目には，楽しさ尺度項目２２項目，心理的バリア

尺度項目１４項目を含み，高校生対象の質問項目には，楽

しさ尺度項目３１項目，心理的バリア尺度項目１７項目を含

む．各児童生徒の尺度値は，本研究で導いた項目パラ

メータを用いて最尤推定法によって求めた．IRTの計算

はMULTILOG１８）を用いた．各尺度値における学年およ

び性別の影響については，２元配置分散分析によって検

討した．

なお，IRTによって尺度構成された尺度については，

多様な項目を含む項目プールの中から目的に合わせて項

目を選択して用いるのが普通である２０）．ここでは，項目

プール中から選択された代表的な項目群による利用しや

すい簡易版尺度の作成も兼ねて検討を行うため，項目

プールの中から小学生から高校生まで適用可能な代表的

な項目群として，楽しさ尺度項目１０項目，心理的バリア

尺度項目８項目を選択して各尺度値を推定した．用いた

項目は，楽しさ尺度については，表１中の項目番号で，

３，９，１３，１５，１７，１８，２２，２９，３１，３６の１０項目，心

理的バリア尺度については，表２中の項目番号で，２，

３，７，８，１１，１３，１４，１７の８項目である．これらは，

小学生項目を有する項目の中から，高い識別力を有し，

かつ，困難度が低いものから高いものまで多様な困難度

の項目を含むように選択した．すなわち，尺度値が低い

者から高い者まで極力広い範囲で信頼性が維持でき，多

様な目的に使いやすい簡易尺度になるよう項目を選んで

いる．

楽しさ尺度項目（計１０項目）または心理的バリア尺度

（計８項目）の各項目に肯定的な回答（「はい」または

「そう思う」等）をした場合に２点，中庸的な回答（「ど

ちらとも言えない」）に１点，否定的な回答（「いいえ」

または「そう思わない」等）に０点をつけた場合の項目

の合計得点を算出し（逆転項目の場合には得点は逆に与

える），合計得点を独立変数に，IRTによる各尺度値を

従属変数として単回帰分析を行うことによって，各尺度

項目の合計得点からIRTの尺度値を高精度で推定できる

かどうか検討した．
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�．結 果

３―１）心理的尺度の構成および妥当性の検討（目的１）

３―１）―ａ 小学生用項目の一次元性

小学生の楽しさ尺度項目２１項目および心理的バリア尺

度項目１１項目のそれぞれについて，１因子の主因子法に

よる因子分析によって，尺度の一次元性について確認し

た．楽しさ尺度については第一因子の固有値７．５３，寄与

率３７．６％，項目毎の因子負荷量は，概ね０．５から０．７であ

り，もっとも低かった項目「運動をしなければいけない

と思いますか」で０．４０であった．心理的バリア尺度につ

いては，第一因子の固有値４．１９，寄与率３８．０％，項目毎

の因子負荷量は，概ね０．５から０．７であり，もっとも低

かった項目「スポーツ少年団などのスポーツチームでは，

時間や決まりがきびしいと思いますか」で０．３７であった．

一般に，第一因子の寄与率が２０％を越えている場合には

１因子構造と見なしてIRTによる分析を行ってよいとさ

れることから２１），楽しさ尺度項目および心理的バリア尺

度項目では，いずれも一次元性があるといえる．本研究

では一次元性を条件とする尺度構成を行うため，そのた

めの基本的条件が確認できた．

３―１）―ｂ 小学生用項目を含む新たな項目プール（楽

しさ尺度について）

表１に，小学生用尺度項目を含む楽しさ尺度項目のパ

ラメータを示す．表に示したパラメータは，中学生・高

校生用項目のパラメータ１５）に小学生用項目のパラメータ

を等化したものである．等化の際にアンカー項目として

用いた項目については１項目につき，小学生用および中

学生・高校生用項目からそれぞれパラメータが求められ

るが，ほとんどのアンカー項目では（項目番号３，９，

１１，１３，１５，１７，１８，１９，２１，２２，２４，２７，２９，３０，３１，

３６），両パラメータが近似していたため，両者の平均値

をもって新たなパラメータとし，表１に示した．例えば，

項目３の中学生・高校生用の項目表現「運動は不可欠だ」

のパラメータは，Tobe１５）の報告ではａ＝０．９２，b１＝

－２．５０，b２＝－０．６３であるが，本研究で新たに求めた小

学生用「運動をしなければいけないと思いますか」のパ

ラメータは，ａ＝１．０５，b１＝－２．８９，b２＝－０．８０と十分

に近似した値であった．それらの平均値であるａ＝０．９８，

b１＝－２．７０，b２＝－０．７１を新たな項目プールの項目３の

パラメータとして表１中に示してある．同様に，項目２２

の中学生・高校生用「記録や技術向上のために努力する

のは楽しい」のパラメータは，Tobe１５）の報告ではａ＝

１．６９，b１＝－１．４５，b２＝－０．１４であったが，小学生用に

表現を調整した同項目「運動がじょうずになるためにど

りょくするのは楽しいですか」のパラメータはａ＝１．９６，

b１＝－１．２１，b２＝－０．４４であり，両者は十分に近似して

いた．よって，項目２２のパラメータはそれらの平均値

表３ スポーツ参加，運動遊び，運動実施状況，学年，性別を要因とした，小学生児童の楽しさ尺度値および心理的バリア尺

度値に関する分散分析の結果

従 属 変 数 要 因 Ｆ値 自由度 ｐ値 多重比較検定３）

楽しさ尺度値 スポーツ参加１） ６．９ ２ ｐ＜０．００１ ⇒ 「０回」＜「１～２回」＜「３回以上」

運動遊び２） ７９．４ ４ ｐ＜０．００１ ⇒ ［１］＞［２］＞［３］＞［４］＞［５］

学年 １．５ ３ ns

性別 ３．９ １ ｐ＜０．０５ ⇒ ［男子］＞［女子］

学年×スポーツ参加 ２．６ ６ ｐ＜０．０５

性別×スポーツ参加 １．９ ２ ns

学年×運動遊び １．９ １２ ｐ＜０．０５

性別×運動遊び １．１ ４ ns

スポーツ参加×運動遊び １．１ ８ ns

心理的バリア尺度値 スポーツ参加１） ６．０ ２ ｐ＜０．０１ ⇒ 「０回」＞「１～２回」＞「３回以上」

運動遊び２） ４５．４ ４ ｐ＜０．００１ ⇒ ［１］＜［２］＜［３］＜［４］ns［５］

学年 ４．４ ３ ｐ＜０．０１ ⇒ ［３］ns［４］＜［５］＜［６］

性別 ０．１ １ ns

学年×スポーツ参加 ２．３ ６ ｐ＜０．０５

性別×スポーツ参加 １．６ ２ ns

学年×運動遊び ２．１ １２ ｐ＜０．０５

性別×運動遊び ０．２ ４ ns

スポーツ参加×運動遊び ０．９ ８ ns

１）学校内外のスポーツチームやスポーツクラブへの週当たりの参加頻度（３カテゴリー：週当り「０回」，「１～２回」，「３回

以上」）
２）学校の休み時間での運動遊び（［１］：必ずする，［２］：だいたいする，［３］：たまにする，［４］：ほとんどしない，［５］：

まったくしない）
３）多重比較検定はTukey’s testによる．（有意水準：ｐ＜０．０５，「ns」でつないだ群間は有意差なし）
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ａ＝１．８２，b１＝－１．３３，b２＝－０．２９とした．

一方，項目３２「息苦しいことはなるべく避けたい」（中

学・高校生項目）と，項目３７「運動しているときに，い

き苦しくなるのはいやですか」（小学生項目）は，当初

は同様の意味を持つ項目として設定したが，困難度（b１，

b２）の平均値に０．８８の差が見られたため，中学・高校生

項目と小学生項目を別の項目として扱い，それぞれにつ

いて項目パラメータを設定した．

その他，識別力（ａ）について，項目１９「運動したく

ない」（中学・高校生用：ａ＝３．５１）と「運動したくな

いと思いますか」（小学生用：ａ＝１．７５），および項目１８

「運動は嫌いだ」（中学・高校生用：ａ＝３．７７）と「運

動はきらいですか」（小学生用：ａ＝２．８８）については

比較的大きな差が見られた．ただし，これらの項目につ

いては，Tobe１５）による中学・高校生用項目の識別力

（ａ）が３．５を超えるきわめて高い値だったことが原因

であり，両パラメータを平均することによってより適正

な値になると考えられるため，同一項目として扱った．

このようにして，楽しさ尺度項目の新たな項目プールが

構成できた（表１）．

３―１）―ｃ 小学生用項目を含む新たな項目プール（心

理的バリア尺度について）

表２に，小学生用尺度項目を含む心理的バリア尺度項

目のパラメータを示す．等化の際にすべての小学生用項

目をアンカー項目として位置づけているが，すべての項

目（項目番号２，３，４，５，７，８，１１，１３，１４，１５，

１７）のパラメータが中学生・高校生から求められたパラ

メータ１５）と前述の基準で近似していた．よって，両パラ

メータの平均値を表２に示してある．

例えば，項目８の中学生・高校生用の表現「運動はき

つい，という印象がある」のパラメータは，Tobe１５）の

報告ではａ＝１．４９，b１＝－０．６６，b２＝１．００であるが，本

研究で求めた小学生用の表現「運動はつらいこと，とい

うイメージをもっていますか」のパラメータはａ＝１．３９，

b１＝－０．１５，b２＝１．０４であり，近似していると言える値

であったため，それらの平均値であるａ＝１．４４，b１＝

－０．４０，b２＝１．０２を新たな項目プールの項目８のパラ

メータとして表２中に示した．同様に，項目１５の中学

生・高校生用「運動することはなんとなく腰が重い」の

パラメータは，Tobe１５）の報告ではａ＝２．４３，b１＝０．２５，

b２＝１．３６であるが，小学生用に表現を調整した同項目

「運動する気分になれないですか」のパラメータはａ＝

２．９８，b１＝０．４０，b２＝１．３２と近似していたため，項目１５

のパラメータはそれらの平均値ａ＝２．７１，b１＝０．３３，

b２＝１．３４とした．このようにして，心理的バリア尺度項

目の新たな項目プールが構成できた（表２）．

３―１）―ｄ 各尺度値と，スポーツ活動参加および運動

遊びとの関連（尺度の妥当性の検討）

小学生児童のデータについて，楽しさ尺度値および心

理的バリア尺度値と運動習慣との関連を調べることで，

各尺度の基準関連妥当性を検討した．運動習慣としては，

学校内外におけるスポーツ活動への参加頻度，および，

学校の休み時間における運動遊びとした．

スポーツ活動への参加頻度と運動遊び間のSpeaman

の順位相関係数は－０．２３（ｐ＜０．００１）であり，スポー

ツ参加頻度が高いほど運動遊びも多くなる傾向が見られ

たが，相関関係自体は弱かった．表３に楽しさ尺度値お

よび心理的バリア尺度値について，スポーツ参加頻度，

運動遊び，学年，性別を要因とする分散分析の結果を示

す．楽しさ尺度値については，スポーツ参加頻度（ｐ＜

０．００１），運動遊び（ｐ＜０．００１），性別（ｐ＜０．０５）の主

効果が有意であり，スポーツ参加頻度についての多重比

較検定では，全ての群間に有意差が観察された．運動遊

びについての多重比較検定でも同様に，［１］（必ずす

る）～［５］（まったくしない）の５つの群間全てに有

意差が観察された．心理的バリア尺度値については，ス

ポーツ参加頻度（ｐ＜０．０１），運動遊び（ｐ＜０．００１），

学年（ｐ＜０．０１）の主効果が有意であり，スポーツ参加

頻度についての多重比較検定では，全ての群間に有意差

が観察された．運動遊びについての多重比較検定では，

［４］と［５］群間を除く，［１］～［５］の群間全て

に有意差が観察された．なお，主効果の他に，主に学年

とスポーツ参加および運動遊びとの間に有意な交互作用

が観察された．

３―２）学年の進行に伴う尺度値の変化と，尺度の簡易

的利用法

３―２）―ａ 小学３年生から高校２年生にかけての各尺

度値の横断的変化

各尺度の代表的な項目（楽しさ尺度項目１０項目，心理

的バリア尺度項目８項目）を項目プール中から選択し，

小学３年生から高校２年生に用いた際の回答から，個人

毎の尺度値を求めた．項目は，比較的高い識別力を有し，

かつ，困難度が多様になるように選択してある．また，

いずれも小学生項目と中学生・高校生用項目が共通の項

目パラメータをもつ項目である．これらの項目を用いた

場合の各尺度のテスト情報曲線，および，信頼性を示す

標準誤差を図１および図２に示す．

図３に，各尺度値の学年の進行に伴う変化を示す．楽

しさ尺度値については，一貫した傾向ではないが，小学

生から中学生にかけて低下が見られ，中学生から高校生

にかけては，中２女子を除き，ほぼ一定の値で推移して

いた．学年および性別を要因とする２元配置分散分析で

は，学年の主効果および性別の主効果が有意であった

（いずれもｐ＜０．００１）．学年に関する多重比較検定

（Tukey’s test）の結果からは，小学生に比べ中学生お

よび高校生の楽しさ尺度値が有意に低い傾向が観察され

た（表４）．また，男子は女子に比べ一貫して高値を示

していた．学年と性別の交互作用は見られなかった．

図４に心理的バリア尺度値の変化を示す．学年および

性別を要因とする２元配置分散分析では，学年の主効果

２４１戸部：項目反応理論による子どもの運動に関する心理尺度の構成



および性別の主効果が有意であった（いずれもｐ＜

０．００１）．多重比較検定の結果から学年の進行に伴う変化

をみると（表４），小学校の３，４年生から小学校６年

生にかけて心理的バリア尺度値は有意に上昇していた．

中学１～２年生にかけて尺度値は一旦低下傾向を示した

が，この低下は有意な低下ではなかった．その後，再度

上昇傾向に転じ，中学２年生以降，高校２年生にかけて

有意な上昇傾向が観察された．性差については，女子は

男子に比べ一貫して高値を示していた．学年と性別の交

互作用は見られなかった．

３―２）―ｂ 各項目に対する回答の合計得点から尺度値

の推定可能性（尺度の簡易的な利用法の検討）

尺度の簡易利用のために，１０項目の楽しさ尺度項目，

または，８項目の心理的バリア尺度項目への回答の合計

図２ 代表的な８項目を用いた場合の心理的バリア尺度のテ

スト情報量と標準誤差

図３ 学年の進行に伴う楽しさ尺度値の変化

表４ 分散分析の結果をもとにした多重比較検定（Tukey’s

test）による各尺度値の学年間の差（右上段：楽しさ

尺度の検定結果，左下段：心理的バリア尺度の検定結

果）

小３ 小４ 小５ 小６ 中１ 中２ 中３ 高１ 高２

小３ ＊＊ ＊＊ ＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊

小４ ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊

小５ ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊

小６ ＊＊ ＊＊

中１ ＊

中２

中３ ＊＊ ＊＊

高１ ＊＊ ＊＊ ＊

高２ ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊ ＊＊

＊：ｐ＜０．０５，＊＊：ｐ＜０．０１，空白，not significant

図４ 学年の進行に伴う心理的バリア尺度値の変化

図１ 代表的な１０項目を用いた場合の楽しさ尺度のテスト情

報量と標準誤差
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得点を独立変数に，IRTによる各尺度値を従属変数とし

て単回帰分析を行った結果を示す（図５および図６）．

なお，楽しさ尺度は１０項目用いているので合計得点は

０～２０点，心理的バリア尺度は８項目用いているので，

合計得点は０～１６点の範囲になる．楽しさ尺度について

は，合計得点と尺度値の相関係数はr＝０．９５であり，予

測の標準誤差は０．２６であった．回帰式については図中に

掲載した．心理的バリア尺度については，合計得点と尺

度値の相関係数はr＝０．９９，予測の標準誤差は０．１４と，

きわめて高い相関関係にあった．

�．考 察

４―１）小学生以降を共通尺度上で評価できる心理尺度

の構成（目的１）

本研究の目的の一つは，運動に関する心理的要因につ

いて，簡単な質問紙への回答が可能となる小学生３年生

程度の児童から高校生段階までの，発達段階が広範囲に

わたる子どもの運動に関する心理特性を共通尺度上で評

価することのできる尺度をIRTの利点を生かして構成す

ることである．小学生に尺度の適用範囲を拡大するため

に，前述の２つの点，すなわち，質問項目の表現の簡易

化や回答の調整によって項目の特性（項目パラメータ）

が変化しないこと，および，発達段階の違いによるDIF

の問題がないことについて検討した．表１および表２に

示した項目プールのうち小学生用の項目の多くは，中学

生，高校生用の項目や回答の表現を小学生にも回答しや

すいように調整したものであるが，本研究で求めた小学

生を対象とした項目パラメータと，Tobe１５）が中学生・

高校生のデータから求めた項目パラメータを比較したと

ころ，楽しさ尺度項目内の１項目を除く全ての項目で，

実用上十分近似していると考えられるパラメータが得ら

れた．つまり，上記の２つの点が同時に確認できたこと

になり，表１と表２のそれぞれの項目プールを用いて小

学生から高校生までを対象とした楽しさ尺度および心理

的バリア尺度の運用が可能であることが明らかになった．

新たに構成した楽しさ尺度の項目プール内の項目の特

徴を概観すると次のようになる（表１）．困難度が低い

項目の例としては，項目２「運動は重要だ」や，項目３

「運動は不可欠だ」（小学生項目は「運動をしなければ

いけないと思いますか」）等が挙げられる．これらの項

目は，楽しさ尺度値がかなり低値側の範囲で否定的な回

答（「いいえ」や「そう思わない」）から，肯定的な回答

（「はい」や「そう思う」）へと回答傾向が移行する項目

である．つまり，低尺度値側の者を精度よく識別したい

場合に適した項目といえる．一方，尺度値が中程度を上

回る者は，これらの項目に対してほとんどが肯定的な回

答をするため，この範囲の尺度値の推定には多くの情報

量を有していない．平均的な尺度値を中心に比較的広範

囲に情報量を有する項目としては，項目１５「運動は楽し

い」（小学生項目は「運動は楽しいと思いますか」）や，

項目１７「運動をすると気分が明るくなる」（小学生項目

は「運動をすると気分が明るくなりますか」），項目２０「か

らだをたくさん動かすあそびがすきですか（小学生項

目）」，項目２４「運動が好きだ」（小学生項目は「運動が

好きですか」）等が挙げられる．これらの項目は，総じ

て識別力が高い傾向が見られた．困難度が比較的高い項

目の例としては，項目３３「運動することは生活の中で優

先順位が高い」や，項目３６「きつい運動もやりたい」（小

学生項目は「きつい運動もやりたいと思いますか」）等

が挙げられる．これらの項目については，尺度値がかな

図５ 楽しさ尺度項目（代表的な１０項目）への回答の合計点

とIRTで求めた楽しさ尺度値との関連

図６ 心理的バリア尺度項目（代表的な８項目）への回答の

合計点とIRTで求めた心理的バリア尺度値との関連
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り高値の者のみ肯定的な回答をする傾向があるため，尺

度値が高い者の識別に適した項目といえる．

次に，心理的バリア尺度の項目プール内の項目の特徴

を概観する（表２）．困難度が比較的低い項目の例とし

ては，項目２「集団スポーツでは，足を引っ張ると思う」

（小学生項目は「チームでするスポーツでは，足を引っ

ぱると思いますか」）や，項目３「体力に自信がない」（小

学生項目は「体力に自信がない，と思いますか」）等が

挙げられる．項目２については，困難度b１（－１．１７）は

低値であるが，困難度b２（０．６１）は比較的高いことから，

低い尺度値を中心に比較的広い範囲にわたって情報量を

有している項目である．困難度が中程度の項目の例とし

ては，項目７「運動は苦手だ」（小学生項目は「運動は

にがてだ，と思いますか」）や，項目９「運動しようと

自分を奮い立たせることができない」，項目１１「どのよ

うな運動をしたらよいのかわからない」（小学生項目は

「どのような運動をしたらよいのかわからない，と思い

ますか」）等が挙げられる．これらの項目は総じて識別

力が高く，平均的な尺度値の範囲を中心に高い情報量を

有する項目である．困難度が比較的高く，識別力の高い

項目の例としては，項目１４「運動は継続できないと思う」

（小学生項目は「運動はつづけられない，と思います

か」）や，項目１５「運動することはなんとなく腰が重い」

（小学生項目は「運動する気分になれないですか」）等

が挙げられる．これらの項目については，尺度値が中程

度から高い者の識別に適した項目である．

なお，前述のように，IRTによる尺度は多様な集団へ

の適用が可能であるという特徴を持つが，小学校低学年

以下の年齢層では尺度項目の理解や質問への回答自体が

困難であるという自記式調査の実施上の限界があり，尺

度の適用は困難であろう．一方，高校生より高い年齢層

の集団については基本的に尺度の適用は可能であると

いってよい．ただし，心理的バリア項目の項目４「運動

部では活動時間やきまりにしばられる」や項目６「運動

部では体力や技術面でついていけない」など，部活動が

運動実施の中核になる中学生・高校生への適応を意図し

た項目が含まれているので，慎重に項目を利用する必要

がある．このような配慮のもと，本研究で検討した各尺

度は，小学生中学年程度以上の年齢範囲に広く適用可能

であるということができよう．

４―２）尺度の妥当性の検討

これらの尺度を中学生から高校生の発達段階に適用す

ることの妥当性はすでに報告されている１５）１６）．それによ

ると，楽しさ尺度値については非運動実施群に比べ運動

実施群の方が明らかに高く，心理的バリアについては非

運動実施群に比べ運動実施群の方が明らかに低かったと

いう１５）．また，心理的バリアが，運動習慣からの離脱と

深く関連し，楽しさ尺度値が離脱後の運動の再開意図と

深く関連していることが報告されている１６）．本研究では，

小学生児童に適用するに当たっての妥当性の検討として，

基準関連妥当性の観点から，各尺度値と運動習慣との関

連を検討した．児童の運動習慣としては，学校内外にお

けるスポーツ活動への参加状況と，休み時間における運

動遊びの実施状況とした．学校内外におけるスポーツ活

動については，スイミングスクール等，習い事としての

スポーツクラブや競技としてのスポーツチーム等，プロ

グラムされたスポーツ活動が多く含まれると考えられる．

それに対し，休み時間における運動遊びについては，休

み時間毎の子どもの自由意思による運動遊びが主に反映

されていると考えられる．このように，ある程度異なっ

た視点から運動習慣を捉えているといえる．

楽しさ尺度値とスポーツ活動への参加，運動遊びの関

連はいずれも有意であり（表３），多重比較検定からは，

スポーツ参加や運動遊びの頻度が高いほど，楽しさ尺度

値が高くなっていることが，要因内のすべての水準間で

有意な差として観察された．楽しさ尺度値は，児童が運

動をすることについて楽しさや価値を感じているかどう

かを示しており，スポーツ参加や運動遊びと深く関わっ

ていると考えることができる．結果より，尺度値と運動

習慣の間に，そのような関連を明確に読み取ることがで

きたことから（表３），楽しさ尺度には基準関連妥当性

があるといえる．

同様に，心理的バリア尺度値とスポーツ活動への参加，

運動遊びの関連もいずれも有意であった．多重比較検定

からは，スポーツ参加や運動遊びの頻度が高いほど，心

理的バリア尺度値が低くなる傾向が，各要因のほとんど

の水準間で有意であった．心理的バリア尺度値は，運動

を行うことを躊躇させ，障害になる心理的要因の強さを

示しており，尺度値が高くなるほどスポーツ参加や運動

遊びにはマイナスの影響がでると考えられる．結果には，

そのような傾向が明確に反映されており，尺度の基準関

連妥当性が確認できた．

４―３）学年の進行に伴う心理特性の変化（目的２）

項目プール中の代表的な項目を用いて，小学生から高

校生の各尺度値を求めた．用いた項目数は楽しさ尺度に

ついては１０項目，心理的バリア尺度については８項目で

あり，高い識別力と多様な困難度とを有する項目群とし

た．これらの項目を用いた際の標準誤差から，楽しさ尺

度では－２～１近辺（図１），心理的バリア尺度では

－１．５～２近辺で（図２），特に高い信頼性を有している

ことが分かる．

本研究の第二の目的は，新たに構成した尺度を小学３

年生から高校２年生に適用し，運動に関する心理特性の

学年の進行に伴う発達的変化を共通尺度上で記述すると

ともに，変化の特徴を明らかにすることである．

楽しさ尺度値については，学年の主効果が有意であり

（図３），学年に関する多重比較検定の結果からは，小

学生から中学生にかけて楽しさ尺度値が有意に低下して

いたが，中学生以降には有意な低下は見られなかった．

つまり，小学生から中学生にかけて低下し，中学生から
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高校生にかけては，ほぼ一定の値で推移していると考え

られる．なお，中学２年生女子では，急激に尺度値が上

昇していたが有意ではなかった．他の学年に比べ対象者

の人数が少なかったために安定した値が得られなかった

可能性がある．性別については主効果が有意であり，学

年と性別の交互作用は見られないことから男子は女子に

比べ一貫して高値を示しているといえる．このことは，

楽しさ尺度における性差は，既に小学校３年生の時点で

存在し，一貫して高校２年生まで継続していることを示

している．同様に，心理的バリア尺度値についても学年

の主効果および性別の主効果が有意であった．学年に伴

う変化は若干複雑な変動を示し（図４），小学校３，４

年生から６年生にかけて尺度値は有意に上昇し，中学で

は有意ではないものの一旦低下するように見え，その後，

再度上昇に転じ，高校２年生に向けて有意な上昇が観察

された．性差については，女子は男子に比べ一貫して高

値を示し，学年と性別の交互作用は見られなかった．こ

のことから，心理的バリア尺度値では，小学校３年生以

降，一貫して女子が高い傾向を示していると言える．

このように，楽しさ尺度値および心理的バリア尺度値

の両者で小学校中学年という成長期の早期から性差が存

在し，いずれも男子に比べ女子で運動の実施に不利な心

理特性があること，また，小学生から中学生という運動

習慣の形成上重要な時期に楽しさ尺度値が有意に低下し，

心理的バリア尺度値も一貫した傾向ではないが小学生か

ら高校生にかけて運動の実施にマイナスの方向へと変化

する傾向が把握できた．変化の原因についての推察は本

研究の目的の範囲を越えるため行わないが，体力や健康

の維持増進のために子どもの運動習慣形成をいかに促進

するかを検討する際にはきわめて重要な点であるといえ

よう．このような傾向は，学校等の指導現場では実感と

して捉えられているものかも知れないが，学年の進行に

伴う変動として数量的に記述することは難しく，筆者の

知る限り，これまでにこのような傾向を実証的に明らか

にした研究は見当たらない．これらの尺度を用いて，広

く成長期の心理特性を共通尺度上で数量的に捉えること

により，心理特性の発達的変化の理解が進むだけでなく，

発達に伴う心理的変化を含めた身体活動の決定要因に関

する研究を一層深めることができるかもしれない．

４―４）各心理尺度の簡易的な利用法の検討

IRTによる尺度構成の中心は，当該構成概念に対応す

る質のよい質問項目群とそれらの項目パラメータからな

る項目プールを作成することにあり，尺度の利用者は，

その目的や調査環境に応じて項目を選択して用いること

ができる．用いた項目群に対する回答者の反応パターン

から個人毎の尺度値を求める方法は最尤推定法やベイズ

推定法などの方法があり，通常はIRT用のコンピュータ

ソフトを用いて計算する．このように，IRTによる尺度

の利用に当たっては，個人の尺度値を求める過程で，一

般に広く用いられているとは言えず，かつ，一般ユー

ザーにとっては必ずしも使い易いとは言い難いコン

ピュータソフトを利用する必要に迫られる．ここでは，

MULTILOG１８）を用いて個人の尺度値を求めているが，

本研究で用いた３件法のような３つ以上の選択肢を持つ

回答様式を扱うことができるソフトは限られており，日

本語で簡便に利用できるソフトは筆者の知る限り見当た

らない．このような実用上の難点を克服し，尺度の利用

性を高めることを目的に，３件法の回答の単純な合計得

点から尺度値を高い精度で推定できるか否かを検討した．

代表的な尺度項目として，楽しさ尺度項目１０項目およ

び心理的バリア尺度項目８項目を選択して用いた際の合

計得点を独立変数に，IRTによって求めた各尺度値を従

属変数として回帰分析を行ったところ（図５および図６），

楽しさ尺度および心理的バリア尺度の両者において，合

計得点と尺度値間にきわめて高い相関係数が見られた

（それぞれ，r＝０．９５，r＝０．９９）．本来は，仮に合計得

点が同一であっても，項目毎の回答パターンが異なると

IRTで求めた尺度値は異なってくる．しかし，実用上で

は合計得点は尺度値をよく反映しており，図中の回帰式

によって尺度値を高い精度で推定できることが分かった．

ここで用いた楽しさ尺度項目（１０項目）および心理的バ

リア尺度項目（８項目）を利用し，回帰式を用いて合計

得点から尺度値を推定することで，ある程度の推定誤差

に配慮しつつ，各尺度の利用が可能であると言える．

まとめとして，本研究ではIRTを用いて，小学生から

高校生の運動に関する心理的要因を共通尺度上で評価す

るための尺度構成（楽しさ尺度，および，心理的バリア

尺度）を行った．結果より，中学生や高校生を対象に構

成されてきた尺度項目の表現を小学生中学年程度にも適

用できるよう変更しても，項目パラメータが変わったり，

DIFが生じたりする項目は少なく，広い成長過程の子ど

もを対象に，発達段階に応じた項目を選択しつつ，共通

尺度上で心理特性を評価することが可能な尺度を構成す

ることができた．それらの尺度について，運動習慣との

関連から基準関連妥当性を明らかにした．各尺度値の学

年に伴う発達的変化については，楽しさ尺度値が小学生

から中学生にかけての有意に低下すること，心理的バリ

ア尺度値が学年に伴って有意に上昇すること，各尺度値

に発達段階の早期（小学校３年生時）から性差が存在す

ることなどを明らかにした．また，各尺度を簡便に用い

るため，代表的な項目群からなる尺度の利用法を提示し

た．今後の展望として，これらの尺度を活用することで，

長期にわたる成長期の運動習慣形成過程と心理的要因の

関連の検討，心理的要因の縦断的研究など，この分野の

研究において多様な進展の可能性が考えられる．
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小学生を対象とした
ライフスキル形成に基礎を置く食生活教育プログラムの有効性
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The purpose of this study was to determine the effectiveness of a life skills―based nutrition education pro-

gram based on the results of the process evaluation and impact evaluation which assessed nutritional knowl-

edge, attitudes toward snack intake and breakfast, self―efficacy of analyzing advertising, specific skills（skills

for analyzing food labels）, dietary behaviors, decision making skills, and goal setting skills.

The subjects of this study were students from six elementary schools in a satellite city in Osaka Prefecture.

From June２００５to July２００６, students in four intervention schools participated in a nutrition education pro-

gram（１８lessons in total）that focused not on providing nutritional knowledge but on the development of de-

cision making and goal setting skills aiming at eating healthier snacks in the fifth grade and a healthier break-

fast in the sixth grade. Before and after the program, questionnaires were administered to the students in the

intervention and control schools at about the same time. A total of６０９students（１８９boys and１７３girls in the

intervention schools and１３９boys and１０８girls in the control schools）participated in all the surveys. Chi―

square test, independent―sample t test, McNemar’s test, and paired―sample t test were used to examine the

effects of the program. The statistical significance level was０．０５. The main results were as follows.

１．According to the results of the process evaluation of the intervention schools, students were able to con-

sider how to choose low―fat snacks through“listing of choices”and“prospects of results”in the decision

making steps. In addition, through“clarifying the problem that requires decision making，”they were able

to set a concrete and practicable goal to eat vegetables for breakfast.

２．According to the results of the process evaluation, the teaching related to breakfast eating habits that fo-

cused on the intake of vegetables approximately doubled the percentage of students who took vegetables

for breakfast and improved the nutritional balance in breakfast.

３．The results of the impact evaluation revealed that girls in the intervention schools exhibited improved at-

titudes toward choosing healthier snacks and were self―efficient in analyzing advertisements; consequently,

the preference for low―fat snacks increased. However, the number of items in the food labels that they

checked at choosing snacks didn’t change significantly, regardless of whether they were in the intervention

or control schools.

４．The program was ineffective with regard to the development of decision making skills and goal setting

skills. However, the students who had an increased score for decision making skills in the intervention

schools showed the improvement in self―efficacy of analyzing advertisements and skills for food choice.

These results suggest that to make the life skills―based nutrition education program more effective, class-

room teachers should conduct the program and a school―wide life skills education should be conducted in ad-

dition to this program.

原 著
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�．緒 言

近年の児童生徒の食生活については，社会依存の進む

家庭の食生活や地域における食環境の影響を少なからず

受け，朝食欠食や孤食，不規則な食事リズム，ファスト

フードの過度の利用，など好ましくない状況にあること

が報告されている１）２）．

「平成１７年度児童生徒の食生活実態調査」３）によると，

食事のときに気をつけていることとして，およそ８５％の

児童が「三食必ず食べる」，およそ５０％の児童が「でき

るだけ多くの食品を食べる」「お菓子やスナック菓子を

食べ過ぎない」を挙げている．そして行動をみると，「朝

食を毎日食べる」児童は約８５％，「間食を毎日または週

に４～５日食べる」児童が５０％弱おり，よく食べるおや

つはスナック菓子（５０％），チョコレート（約３０％），あ

め（約２２％）であった．朝食を欠食する児童は，「食欲

がない」「時間がない」をその理由に挙げ，健康によく

ないことを知りつつも，油脂や砂糖を多く含むおやつを

好む実態にある．また，とりわけ朝食行動については，

学年が進むにつれて欠食率が増加すること，就寝時刻が

遅い者ほど朝食摂取率が低く，夜食を摂取する割合も多

くなり，朝の目覚めがよくないことなどが指摘されてい

る４）．そして，文部科学省の「体力・運動能力調査」５）に

よると，朝食欠食の児童生徒は，持久力も低いことが明

らかになっており，将来の循環器疾患のリスク増大をも

たらすことも危惧される６）．

個人的，社会的要因により児童生徒の不健康な食生活

が進行している中１－３），児童生徒を対象とした従来の食

生活教育は，主として栄養学的知識を伝達することに重

点を置いており，好ましい食生活の実践につなげること

は難しいと考えられる．

このようなわが国の児童生徒の間食，朝食行動の実態

と食教育，食環境の現状に鑑み，筆者らは，世界保健機

関（WHO）７）などが青少年の健康教育に適用することを

提唱しているライフスキル，すなわち日常生活で起こる

さまざまな問題や要求に対して，建設的かつ効果的に対

処するために必要な心理社会的能力の形成に基礎を置く，

小学校高学年を対象とする食生活教育プログラム８）を開

発し，普及に努めている．

２００１～２００２年にかけて，大阪府下小学校の５・６年生

を対象に健康的な間食，朝食行動を形成，習慣化できる

よう，ライフスキル形成に基礎を置く食生活教育プログ

ラムの第一次評価研究を行った９）．その結果によれば，

学習直後に知識と自己効力感の向上は認められたものの，

行動面では望ましい間食行動の変容が一部見られたにと

どまった．プログラム開発にあたって参考にしたKYB

プログラムの食生活領域では，児童が主体的に健康的な

おやつを選び，栄養バランスの良い朝食を毎日食べるこ

とができるようにするために，「問題状況においていく

つかの選択肢の中から最善と思われるものを選択する能

力」である意志決定スキル１０）と，「現実的で健全な目標

を設定，計画，到達する能力」である目標設定スキル１０）

の形成に焦点をあてている．そして，その有効性に関す

る評価研究から，児童の食行動が改善され，循環器疾患

のリスクファクターが低減されたという結果が得られて

いる１１）．KYBプログラムの食生活領域における意志決定

スキルや目標設定スキルに関わる学習内容に比べると，

本プログラムの内容は質的，量的に不十分であったため

に効果が少なかったものと考えられる．

そこで筆者らは，プログラムの内容を再検討し，意志

決定スキルと目標設定スキルに関する学習内容を強化す

るようプログラムを改訂した．本研究の目的は，改訂し

た食生活教育プログラムの有効性について，プロセス評

価と影響評価の両面から検討することにある．

�．方 法

１．研究対象

大阪府北部に位置するＡ市の１３小学校から，介入校と

して４小学校の３９３名（男子２０２名，女子１９１名），対照校

として２小学校の２６１名（男子１５０名，女子１１１名）を研

究対象とした．いずれの小学校にも学校栄養職員の配置

があり，家庭科教諭が５・６学年の家庭科授業を実施し

ている．なお，介入校の選定にあたっては授業および調

査実施が可能であること，対照校の選定にあたっては調

査実施が可能であることを前提条件とし，できるだけ地

域環境が似ている学校を選定した．

２．研究に使用した食生活教育プログラム

図１にプログラムの授業構成，表１に各授業の時数，

The results also suggest that it is necessary to revise the contents related to snack intake considering that

snack intake is an indispensable means to cope with stressful situations for some adolescent girls.

Key words：nutrition education, decision making skills, goal setting skills, snack and breakfast

intake behavior, upper graders in elementary schools

食生活教育，意志決定スキル，目標設定スキル，間食・朝食行動，小学校高学年

図１ 食生活教育プログラムの授業構成

２４８ 学校保健研究 Jpn J School Health５０；２００８



表１ 授業の時数，学習目標，評価項目

主

題

授
業
名

時

数
学 習 目 標 評 価 項 目

間

食

お
や
つ
の
選
択
―
油

２

時
間

� 子どもたちは，油脂を多く含むおや

つがわかり，健康との関係を述べる．

� 子どもたちは，自分たちで用意でき

て，間食に活用できる油脂の少ないお

やつがわかる．

・おやつには，油脂を多く含むものとあまり

含まないものがあることを知る．

・油脂摂取過多による健康影響として，心疾

患を知る．

・油脂摂取過多にならないおやつの選び方食

べ方がわかり，改善する．

知識・態度

知識・態度

意志決定スキル１）

な
ぜ
食
べ
る
の
か

２

時
間

� 子どもたちは，自分のおやつの食べ

方に影響すると思う要因を検討する．

・間食行動に関わる心理社会的要因を知る．

・心理社会的要因による間食動機を改善する．

知識・態度

意志決定スキル１）

目標設定スキル２）

広
告
の
テ
ク
ニ
ッ
ク

１

時
間

� 子どもたちは，広告が食品購入の決

定におよぼす影響について話し合う．

� 子どもたちは，広告主が商品を売る

ために用いるテクニックについて確認

し，分析する．

・広告のテクニックをみつけることができる．

・広告のメッセージに反論することができる．

批判的思考スキル

（意志決定スキル１））

批判的思考スキル

（意志決定スキル１））

食
品
表
示
を
読
む

１

時
間

� 子どもたちは，食品表示に示されて

いる情報を読んで分析する．

� 子どもたちは，食品表示を確認し，

解釈する．

・食品の６つの基礎表示をみつけることがで

きる．

・おやつ選択において，食品表示を参考に見

る．

食品表示分析スキル

食品表示分析スキル

へ
ル
シ
ー
お
や
つ
コ
ン
テ
ス
ト

６

時
間

� 子どもたちは，油脂，砂糖，食塩を

含むおやつと健康の関係を復習する．

� 子どもたちは，実際に生活に取り入

れられる健康的なおやつを自分で用意

する．

� 子どもたちは，健康的なおやつをア

ピールするパッケージをデザインする．

・油脂・砂糖・食塩を含むおやつと健康の関

係をふりかえる．

・健康によいおやつを考えて作ることができ

る．

・健康によいおやつの要点がわかる．

知識

調理スキル

意志決定スキル１）

朝

食

朝
ご
は
ん
を
食
べ
よ
う

６

時
間

� 子どもたちは，朝食を毎日食べるこ

とが重要な理由を述べる．

� 子どもたちは，健康的な朝食の計画

をたてる．

� 子どもたちは，簡単な朝食の野菜料

理レシピを作成し，料理して食べる．

・朝食を毎日食べることの健康上のメリット

を知る．

・朝食を毎日食べるためにできる具体的な方

法を考えて実行する．

・朝食の栄養バランスについて食品ピラミッ

ドを用いて評価する．

・朝食の栄養バランスをとる具体的な方法を

考えて実行する．

・健康的な朝食の野菜料理を家族に聞き，レ

シピを作成する．

知識・態度

意志決定スキル１）

目標設定スキル２）

知識

食行動関連スキル３）

食行動関連スキル３）

注１）意志決定スキル：課題を確認し，問題解決のための選択肢を挙げ，各選択肢がもたらす結果を予測したうえで，最善と

思われる選択肢を選ぶことができる能力

注２）目標設定スキル：健全で実行可能な目標を設定，計画し，達成することができる能力

注３）食行動関連スキル：五大栄養素とそれらを含む食品に関する栄養学知識を食品や料理の組み合わせに活用できる能力
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学習目標，評価項目を示す．本プログラムは，従来行わ

れてきたような栄養学的知識を提供するだけではなく，

近年の行動科学の成果を取り入れた包括的な食生活教育

プログラムであることから，学校栄養職員，教諭からな

る研究会を編成し，プログラム開発者と共に各授業案の

学習のねらい，指導過程の概略，活動シートなどの教材，

授業者マニュアルを再検討した．その検討の結果を踏ま

えて，意志決定および目標設定のプロセスを活動シート

に取り入れ，詳細な授業者マニュアルを作成した．

以下では，意志決定スキル，目標設定スキルの形成に

関わる活動シートを示しながら主な学習活動について説

明する．

授業案「おやつの選択―あぶら（油脂）」の活動シー

ト“よく考えておやつを食べよう”を資料１に示す．こ

の活動シートを使用する前に児童は，高油脂おやつの健

康影響について具体的に知り，自身の間食行動をふりか

えり，高油脂おやつを多く摂取していることに気づくた

めの学習活動を行った．次に，油脂を摂り過ぎないため

に適切なおやつを選んだり，食べる量を調整する方法に

ついてブレインストーミングした．その後，児童は各自，

本活動シートを用いて改善策を複数立案し，実行した場

合の良い点，悪い（困る）点について予測し，実行可能

な方法を一つ選んだ．

授業案「朝ごはんを食べよう」の活動シート“バラン

ス朝ごはんを毎日食べよう”を資料２に示す．この活動

シートを使用する前に児童は，生活習慣のなかでもとり

わけ，朝食を毎日食べることが健康管理にとって重要で

あることを学習し，朝食を毎日食べるために必要な生活

習慣について５日間のモニタリングを行った．次に，授

業実施者は児童に，授業当日に食べた朝食の栄養バラン

スを分析させ，野菜不足に気づくようにした．さらに，

体調のセルフチェックを踏まえて，ビタミン，無機質の

身体調整機能と野菜摂取の重要性を学習し，朝食で食べ

ると良い野菜の量を知り，食べる工夫を検討した．その

後，児童は，本活動シートを用いて，各自の朝食の問題

点を取りあげ，解決するとどんな良いことが期待される

かをイメージして，意欲を高め，具体的であること，実

行可能であること，家族の協力の可能性などを考慮して，

朝食に関する目標設定を行った．授業実施者は，実行に

あたってはそうした目標を達成するためのスモールス

テップについても検討するよう促した．

３．授業の実施

授業は，家庭科，総合的な学習の時間，図工，学級活

動等の機会を利用して授業時数を確保し，２００５年６月か

ら２００６年７月にかけて実施された．なお，本プログラム

実施に際しては，行動科学とりわけライフスキルについ

て十分に理解していることが重要であることを考慮して，

本プログラムを改訂するための研究会に参加した学校栄

養職員が家庭科教諭や学級担任の支援を受けながら，授

業を行った．対照校においては，５・６学年時の通常の

家庭科授業と学校栄養職員による学級活動などにおける

指導が実施された．なお，本プログラム実施に先行し

て，４学年時までに「赤黄緑３群の食品分類とはたらき」

「さとう」「野菜」等の指導が介入校，対照校のいずれ

においても行われており，本研究実施に必要な基礎教育

はすでに行われていた．

食生活教育プログラム実施に先立って２００４年度は，授

業案および詳細な指導過程について，授業者らは研究者

らと共に検討した（６回）．２００５～２００６年度は，教育セ

ンターが主催する栄養教育研究会（３時間／１回／月開催）

において，引き続き指導過程，活動シート，その他の教

材について検討した．児童の意志決定スキル，目標設定

スキル形成にあたっては，授業者の十分な理解と高度な

指導技術が要求されることから，活動シートの作成時に

は両スキルのわかりやすい指導法について議論を重ねた．

間食，朝食授業実施直前には，授業シミュレーションを

行い，授業の時間配分や教材の使い方などを具体的に検

討し，授業者間の授業法に関する差異を小さくするよう

に努めた．

４．プログラムの有効性の評価

１）研究デザイン

研究デザインとしては準実験デザインを用い，図２に

示すとおり実施された．評価のための食生活調査は，介

入校の児童については，５学年１学期または２学期の間

食授業実施１週間前に事前調査を，５学年３学期の授業

終了１週間後に事後調査�を，６学年１学期の朝食授業

終了１週間後に事後調査�を実施した．対照校の児童に

ついては，同一の時期に事後調査�を除く計２回の調査

を実施した．

２）調査実施手順

食生活教育評価のための調査に関するインフォームド

コンセントは以下の手順を踏んで得た．まず，教育セン

ター長に質問紙の点検を依頼し，必要な修正をした．そ

の後，６校の校長，教頭，担任教諭から，調査主旨に関

する理解および質問紙の承認を得た後，保護者に対して

は，小学校長から食生活調査の主旨および調査協力につ

いての文書が配布された．保護者からの異議申し立ては

なく，すべての児童について調査が実施された．また，

調査データ解析後に結果を児童ならびに保護者へ通知し

た．

調査は，学校栄養職員が学級担任の立会いのもとに，

調査実施者用手引書に基づいて行った．調査方法は自記

式無記名調査とした．児童の個人情報を保護するために，

小封筒（４桁の同一のID番号を書いたタックシールを

入れたもの）を各児童に１封筒ずつ配布し，アンケート

開始前に調査票の所定の欄にシールを１枚貼り，その後，

残りのシールを封入し，小封筒に自分の氏名を書くよう

児童に指示し，回収した．なお，配布した封筒に入れた

タックシールのID番号は封筒ごとに異なっているため

個人の追跡が可能となる．第２回以降の調査では，各児
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童が記名した小封筒を再配布し，事前調査と同一のID

番号のシールを調査票に貼付させ，その他については，

第１回と同様に実施した．

３）食生活教育プログラムの評価法

評価項目を表２に示す．

� 授業観察によるプロセス評価

プログラム開発者と研究会構成員が授業観察を行い，

指導時間，児童の参加態度，学習内容の適切性，学習活

動・内容，教材について，授業後の検討会で意見交換す

るとともに，一部の授業については，授業評価シートを

用いて授業観察記録を作成し，各学年の全授業終了後の

検討会において，評価資料として用いた．

� 活動シートによるプロセス評価

各授業の学習目標に沿って間食，朝食に関わる問題点

の確認，意志決定スキルおよび目標設定スキルの形成，

モニタリングに関わる活動シートを開発し，回収状況お

よび児童の記述内容から，学習者の理解度ならびに教材，

指導法について評価した．

朝食の栄養評価は，学習教材として用いた食品ピラ

ミッドによるセルフモニタリングを５日間実施した．回

収後，プログラム開発者である研究者らが評点した．評

価点は，赤黄緑３群（主食・主菜・副菜）に各１点，緑

（副菜）の野菜を複数摂取できていると１点加算して４

点満点とした．なお，欠食の場合は０点とした．

� 質問紙による影響評価

Green, LWのプリシードモデル１２）をはじめとする行動

科学の成果や，間食，朝食行動に関してこれまでにわが

国で実施された大規模調査１３－１５）の内容を参考に作成した

質問紙１６）を一部改訂して用いた．基本属性（学校，学年，

性）の他に，栄養学的知識，食に対する態度，広告分析

に関する自己効力感，具体的スキル（食品表示分析スキ

ル，調理スキル），ライフスキル（意志決定スキル，目

標設定スキル），間食，朝食行動をとりあげた．

表３には，本プログラムの主な学習内容である意志決

定スキルと目標設定スキルを測定するための質問項目１７）

と対応する学習内容を示した．意志決定スキル尺度の構

成項目は６項目であり，「意志決定のための準備」「意志

決定の予測と振り返り」の２つの下位尺度から構成され

ている．目標設定スキル尺度の構成項目は１０項目であり，

「目標の立て方」「目標達成に向けての能力の確認」「成

功への積極的態度」「目標達成のための継続力」の４つ

の下位尺度から構成されている．

影響評価に関しては，事前調査の結果と事後調査�の

結果を比較した．なお介入校の児童については，間食授

業後の事後調査�と事前調査の結果についても比較した．

５．解析方法

すべての調査に対して回答の得られた児童について解

析を行ったところ，解析対象者は介入校においては男子

１８９名，女子１７３名の計３６２名，対照校は男子１３９名，女子

１０８名の計２４７名，総計６０９名であった．なお，事前調査

対象者に対する解析対象者の割合は，介入校が９２％，対

照校が９５％であり，差はなかった．

１）介入校と対照校の比較は，定量データについては独

立した２変数のｔ検定，定性データについてはχ２検定

により検討した．

２）食生活教育実施前後の比較は，定量データについて

は対応のある２変数のｔ検定，定性データについては

McNemar検定により検討した．

１），２）の解析に関しては，男女別に行い，統計プ

ログラムパッケージSPSS for Windows ver.１２．０を使用

し，統計上の有意水準は５％とした．

�．研究結果

１．プロセス評価

１）間食，朝食授業に用いた活動シートの平均回収率は，

７０．３～９４．７％の範囲に分布した．授業終了直後に回収

したものは高い回収率（８３．３％～９４．７％）であったが，

家庭でのモニタリング活動後に回収したものは，間食

行動の振り返り（７日間）については７０．３％，朝食行

動の振り返り（５日間）については７２．０％と低い回収

率であった．

２）以下では，児童が活動シートに記入した内容からプ

ログラムの効果を評価する．

� 間食授業「おやつの選択―油」

油脂含量の多い間食行動を改善するための活動シート

「よく考えておやつを食べよう」（回収数２８９部）におい

て児童が検討した方法を表４に示す．まず，意志決定の

第１段階では，間食から過剰摂取している健康に好まし

くない成分は，あぶら（油脂）であることを全員が確認

した後，油脂を摂り過ぎないおやつの食べ方を検討した

ところ，�「油脂の少ないおやつを選ぶ」�「おやつの

量を調整する」�「油脂の量を確認する」�「間食回数

を調整する」などの具体的方法を考えた．その後，意志

介入校 ＊１「おやつの選択―あぶら（油脂）」

「なぜ食べるのか」「広告のテクニック」

「食品表示を読む」「ヘルシーおやつコンテスト」

＊２「朝ごはんを食べよう」

＊３ 家庭科，学校給食などにおける食に関する指導

図２ 研究のフローチャート
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表２ 食生活教育プログラムの評価項目（本稿で取りあげた項目を抜粋）

プロセス評価（授業評価シート） 評価項目

すべての授業について �授業準備・授業実施時間

�児童の参加態度

�学習内容の適切性 学習活動・内容 教材

プロセス評価（活動シート） 評価項目

「よく考えておやつを食べよう」 �意志決定スキル 間食で食べ過ぎるとよくない成分を確認する

油脂摂取過多にならないおやつの食べ方を検討する

解決するための具体的な方法を列挙する

結果の予測をし，手段を決定する

「わたしのおやつの食べ方」 �意志決定スキル

�目標設定スキル

心理社会的要因による間食行動に気づく

間食行動の要因を考える

目標設定の要点に従い間食行動改善の目標設定をする

「今日の朝ごはんを振り返ろう」 �意志決定スキル 朝食献立や分量の問題点を確認する

「バランス朝ごはんを毎日食べよ

う」

�意志決定スキル

�目標設定スキル

朝食行動の問題点を確認する

解決したときのイメージをもつ

目標設定の要点に従い朝食行動改善の目標設定をする

目標をスモールステップに分ける

「食品ピラミッドで朝ごはん

チェック」

�目標のモニタリング

�朝食献立のモニタリング

行動目標を実行できた・できない

主食・主菜・副菜各１点，野菜複数摂取１点加算で４点満点

影響評価（質問紙） 評価項目

知識・態度 �ジュース，焼き芋に含まれる栄養成分

�カップ麺，チョコレート，ポテトチッ

プに含まれる栄養成分

�油脂・砂糖・食塩・食物繊維の健康影

響

�食品表示の認識

�朝食摂取に対する態度

�健康的なおやつ選択に対する態度（＊）

：�油 �塩 �砂糖 �食物繊維 �わからない １つ選択

：�油 �塩 �砂糖 �食物繊維 �わからない

２つまで選択

：�肥満 �高血圧 �心疾患 �便秘 �わからない

２つまで選択

�知っている �知らない １つ選択

：�あまり大切でない�大切である／�とても大切 １つ選択

：�大切だと思う／�どちらともいえない�大切と思わない
１つ選択

自己効力感 �広告の工夫を見分けられる（＊） ：�まったくできない�少しはできる／�かなりできる
１つ選択

食品表示分析スキル �食品表示確認項目数 ：６つの基礎情報と栄養成分表示確認の有無 ７点

調理スキル �この１週間の朝食作り手伝い内容 ：献立・買物・配膳・下膳・調理（各１点）一人で作った（５点）

１０点意志決定スキル �意志決定スキル尺度による得点（＊） ：６～２４点

目標設定スキル �目標設定スキル尺度による得点（＊） ：１０～４０点

間食行動 �食品表示の確認

�高・低油脂のおやつ選択行動（＊）

�社会・生理的要因（５項目）による間

食行動（＊）

：�いつも確かめない �確かめないことが多い／
�確かめることが多い �いつも確かめる １つ選択

：�よく食べる／�時々食べる�あまり食べない�まったく食
べない（せんべい・あられ：��／��） １つ選択

：�よくある／�時々ある�あまりない�まったくない
１つ選択

朝食行動 �朝食摂取行動

�朝食手伝いの有無

：この１週間に朝ごはんを食べた日数

：�何もしなかった�献立を考えた�買い物をした

�食器を出した�食器のかたづけをした

�調理をした�家族の朝ごはんを一人でつくった

該当する

ものを選

択

注１）質問紙に関しては，事前調査・事後調査�においては全ての項目について調査した．

事後調査�については，間食授業に関する質問の一部（＊）について調査した．

注２）回答肢の／は，χ２検定およびMcNemar検定に用いた区分を示す．
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決定第２段階の結果予測では，「あぶらの摂取量が減る」

「健康になる」「成分がわかる」などの良い点と「満足

感がない」「食べたくてイライラする」「手間やお金がか

かる」等の良くない点を挙げた．その結果，児童が決定

した選択肢の割合を項目毎に見ると有意ではないが，以

下のような変化がみられた．�おやつ内容については，

「油脂やカロリーの少ないものを食べる」という漠然と

した方法の割合が３９．２％から３１．５％と減り，「くだもの

や野菜を食べる」が５７．６％から６３．０％へと増えた．�お

やつの量については，単に「量を減らす」が２７．７％から

１９．６％へと減り，「少しずつ食べる」という具体的な方

法が６．８％から１２．０％へと増えた．�油脂量の確認につ

いては，「食品表示や資料を見る」が４３．１％から４８．７％

へと増え，「油脂の量を考えて組み合わせる」が３８．２％

から３２．４％へと減少した．�間食の回数調整については，

「ごはんをしっかり食べる」が７．４％から１７．２％へと増

え，児童にとっては実行困難な「食べる日や時間を決め

る」が９２．６％から８２．８％へと減少した．

� 間食授業「なぜ食べるのか」

間食行動の動機を振り返る活動シート「わたしのおや

表３ 意志決定スキルと目標設定スキル尺度項目と学習内容

ス キ ル 質 問 文 学 習 内 容

意
志
決
定
ス
キ
ル

意志決定の

ための準備

意志決定をすべき問

題の明確化

�ものごとを決めるとき，なにが問題なのかよく

考える．

油脂を多く含んだおやつを過剰

摂取していることに気づく

情報収集と資源の調

査

�何かをしようとするときには，それに関係する

ことをいろいろと調べたり，人にたずねたりする．

食品の６つの基礎表示を知り，

その内容を理解する

選択肢の列挙
�何かをしようとするときには，どんな方法があ

るかについていくつか考える．

油脂摂取過多にならないおやつ

を選ぶ

意志決定の

予測と

振り返り

短期的・長期的結果

の予測

�何かをしようとするときには，それをするとど

うなるかを考えてからする．

最善の選択肢の選択

と実行

�何かをした後には，自分のした方法がよかった

かどうかについて振りかえる．

おやつ選択モニタリング

朝食摂取モニタリング

意 志 決 定 の 評 価

フィードバック

	失敗をしたときに，どこが悪かったかを反省す

る．

おやつ選択モニタリング

朝食摂取モニタリング

目
標
設
定
ス
キ
ル

目標の

立て方

実現可能な目標の設

定

�目標を決めるときには，それが本当に自分にで

きることかどうかを考える．

朝食を毎日食べるためにできる

具体的な方法を考えて実行する

測定可能な目標の設

定

�目標を決めるときには，それができたかどうか

が自分にも他の人にもわかるような目標を考える．

朝食を毎日食べるためにできる

具体的な方法を考えて実行する

強い達成願望をもて

る目標の設定

�なにか新しいことをするときには，それは本当

に自分がしたいことかを考える．

目標達成に

向けての

能力の確認

成功のイメージをも

つこと

�目標が高いときには，実行するために小さな目

標をいくつか考える．

�むずかしいことをするときには，それをやりと

げたときの自分の様子を想像するようにしている．

自分の能力や長所を

信じること

	何かをするときには，自分の力やよいところを

思い出すようにしている．

成功への

積極的態度

目標達成に向けての

前向きな態度

�むずかしいことにであったときには，自分には

できないかもしれないと考えてしまう．（＊）

失敗に対する前向き

な態度


一度失敗すると次もできないかもしれないと考

えてしまう． （＊）

目標達成の

ための

継続力

再チャレンジ
�なにか失敗したときには，その原因を見つけ，

やりなおそうとする．

朝食の栄養バランスについて食

品ピラミッドを用いて評価する

目標達成のための支

援要請

�むずかしいことをするときには，家族や友達に

協力を求める．

健康的な朝食メニューを家族に

聞き立案する

回答の選択肢：１．ぜんぜんあてはまらない ２．あまりあてはまらない ３．少しあてはまる ４．よくあてはまる

質問項目の番号に欠番があるのは，尺度に関する信頼性と妥当性の検討により，削除した項目があるためである．

＊：反転項目
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つの食べ方」（回収数２３３部）において，児童がおやつを

食べるきっかけとして取りあげたのは，「友だちやきょ

うだいが食べると」「家におやつがあると」「遊んでいる

と」などの社会的要因が７６．８％と圧倒的に多く，次いで

生理的要因「お腹がすくと」が１６．３％であった．

社会的要因による間食行動を改善するために児童が考

えた方法は，目標設定の第１段階では，「他のことをす

る」（２４．１％），「我慢する」（２３．５％），「食べる量を調節

する」（１８．７％），「家族の協力を得る」（８．８％）であっ

た．そして，適切な目標を設定するための４つの観点す

なわち，具体的であること，実行可能であること，測定

可能であること，家族の協力が得られることを踏まえて

目標を修正した．その結果，「他のことをする」と「我

慢する」は減少し，「食べる量を調節する」が増えて

２７．１％となった．

� 朝食授業「朝ごはんを毎日食べよう」について

授業当日に児童が食べた朝食内容について，研究者ら

が得点化した．その得点別に，児童が活動シート「バラ

ンス朝ごはんを毎日食べよう」（回収数２８８部）を用いて

設定した朝食改善のための行動目標と，活動シート「食

品ピラミッドで朝ごはんチェック」を用いてセルフモニ

タリングした結果を表５に示す．

児童全体の行動目標は「野菜を食べる」（８０．９％），「バ

ランスをとる」（８．４％），「食べる量を決める」（７．４％），

「その他」（３．３％）であった．児童の授業当日の朝食得

点別にみると，朝食に野菜摂取のなかった２点のグルー

プの８８．８％が「野菜を食べる」を目標設定し，０～１点

の６８．９％，３～４点の７５．８％に比べ最も高かった．そし

て，５日間のセルフモニタリングの結果，０～１点の児

童は「その他」の目標を選んだグループを除く全てのグ

ループで，２点の児童は「バランスをとる」と「その他」

を除くグループで有意に朝食得点が上昇し，全児童でみ

ると朝食得点は，２．３±１．０点から２．９±１．０点へ，朝食に

おける野菜摂取率は３６．２％から６４．８％へと有意に増加し

た．

２．知識，態度，自己効力感，具体的スキル（食品表示

分析スキル），ライフスキルに関する影響評価

知識，態度，自己効力感，具体的スキル（食品表示分

析スキル），ライフスキルについて事前調査から事後調

査�または事後調査�の間での影響評価を表６に示す．

１）知識

� おやつに含まれる油脂量とその健康影響

介入校の男子は，知識に関する全ての項目において事

前調査時に比べ事後調査�において有意に正解率が高く

表４ 意志決定プロセスにおける児童が考えたあぶら（油脂）を摂り過ぎないおやつの食べかた

ｎ＝２８９（ ）内延べ回答数

児童が考えた間食であぶら（油脂）を摂り過ぎない方法 第一段階の

意志決定

結果予測後

の意志決定

（％）（９２２） （％）（２８９）

�あぶら（油脂）の少ないおや

つを選ぶ

３７．７（３４７） ３７．４（１０８）

くだものや野菜を食べる ５７．６（２００） ６３．０（６８）

油脂やカロリーの少ないものを食べる ３９．２（１３６） ３１．５（３４）

栄養のあるおやつ（小魚等）を食べる ３．２（１１） ５．５（ ６）

�おやつの量を調整する ２８．２（２６０） ３１．８（９２）

１日に食べる量を決める ５５．２（１４３） ５５．４（５１）

量を減らす ２７．７（７２） １９．６（１８）

人と分ける １０．３（２７） １３．０（１２）

少しずつ食べる ６．８（１８） １２．０（１１）

�あぶら（油脂）量を確認する １３．３（１２３） １２．８（３７）

食品表示や資料（油脂含量など）を見る ４３．１（５３） ４８．７（１８）

油脂の量を考えて組み合わせる ３８．２（４７） ３２．４（１２）

水や茶と食べる １８．７（２３） １８．９（ ７）

�間食回数を調整する １３．１（１２１） １０．０（２９）

食べる日や時間を決める など ９２．６（１１２） ８２．８（２４）

ごはんをしっかり食べる ７．４（ ９） １７．２（ ５）

�その他 ７．７（７１） ８．０（２３）

おやつを食べない ５０．７（３６） １３．０（ ３）

家で作るなど ２２．５（１６） ４３．５（１０）

家にあまり置かない ２１．２（１５） ３４．８（ ８）

家族に選んでもらう ５．６（ ４） ８．７（ ２）

２５５春木ほか：小学生を対象としたライフスキル形成に基礎を置く食生活教育プログラムの有効性



なった．介入校の女子は，高油脂の健康影響として肥満

を挙げる割合は，学習前から７８．４％とよく知っており有

意な変化はみられなかったが，その他の項目については，

男子と同様に有意に正解率が高くなった．一方，対照校

の男子は，脂肪の働き，カップ麺，チョコレートは高油

脂であること，高油脂の健康影響として肥満を挙げる割

合について，対照校の女子は，スナック菓子，カップ麺

は高油脂であること，高油脂の健康影響として心疾患を

挙げる割合については，事前調査時と事後調査�の結果

間に有意な変化はみられなかった．このように，対照校

の児童においては，介入校の児童の場合とは異なり，具

体的な高油脂食品に関する知識，高油脂食品の健康影響

についての知識に関して，事前調査と事後調査�の間で

差はみられなかった．

事後調査�の時点では，介入校の男子におけるビタミ

ンの働きに関する正解率が，また介入校の女子における

無機質の働きに関する正解率が，それぞれ対照校の児童

に比べて有意に高くなった．

２）間食，朝食行動に対する態度

「健康的なおやつを選ぶことは大切」「朝ごはんを食べ

ることはとても大切」と認識している割合をみると，介

入校の女子のみ，「健康的なおやつを選ぶことは大切と

思う」者の割合は，事前調査時の７２．７％に比べ，事後調

査�の８２．０％，事後調査�の８１．４％と有意に高くなった．

その他の児童については，いずれの態度にも有意な変化

はみられなかった．

３）広告分析の自己効力感

社会的要因に対処するスキルの１つであるおやつの広

告分析について「かなりできる」と回答した割合をみる

と，介入校の男子は，事前調査時の１２．３％から事後調査

�の２３．４％へと有意に高くなったが，事後調査�では

１８．０％へと低下し，有意な差は認められなくなった．介

入校の女子は，事前調査時の８．１％に比べ事後調査�の

２０．９％，事後調査�では１８．０％と，有意に高くなった．

対照校の児童は，男女ともに有意な変化はみられなかっ

た．

４）食品表示分析スキル

おやつ選択時に原材料や賞味期限など食品表示７項目

について見る項目数を比較したところ，介入条件，男女

の別を問わず有意な変化は見られなかった．介入校の男

子は，事後調査�において２．４項目であり，対照校の男

子の３．３項目に比べ有意に低かった．

５）ライフスキル

介入校の男子の意志決定スキル得点と目標設定スキル

得点は，有意な変化はみられなかった．対照校の男子は，

意志決定スキル得点については変化がなく，目標設定ス

キル得点については，２７．４点から２６．５点へと有意に減少

した．介入校の女子の意志決定スキル得点と目標設定ス

キル得点は，いずれも事後調査�の時点で事前調査時に

比べ有意に低下した．対照校の女子については，意志決

定スキル得点，目標設定スキル得点ともに変化はみられ

なかった．

３．間食，朝食行動に関する影響評価

間食，朝食行動に関する影響評価を表７に示す．

１）間食行動

� おやつ選択時における食品表示の確認

介入条件，男女の別を問わず有意な変化はみられな

かった．ただし，事後調査�の時点においては，対照校

の男子が食品表示を確認する割合は介入校の男子より有

意に高くなった．

表５ 行動目標および目標設定前の朝食得点別にみたモニタリング前後の朝食得点

行 動 目 標

野菜を食べる バランスをとる 食べる量を決める その他 全 体

２３３人（８０．９％） ２４人（８．４％） ２１人（７．４％） １０人（３．３％） ２８８人（１００％）

授業当日の朝食得点

０～１点◎１
前 ０．９±０．３（点） ０．８±０．４（点） １．０±０．０（点） ０．３±０．６（点） ０．８±０．４（点）

後 ２．６±０．６＊＊ ２．２±０．８＊ ２．２±０．２＊＊ １．０±０．３ ２．３±０．７＊＊

２ 点◎２
前 ２．０±０．０ ２．０±０．０ ２．０±０．０ ２．０±０．０ ２．０±０．０

後 ３．０±０．９＊＊ ２．２±１．０ ３．０±０．５＊＊ ３．１±１．３ ２．９±０．９＊＊

３～４点◎３
前 ３．４±０．５ ３．５±０．５ ３．６±０．５ ３．０±０．０ ３．５±０．５

後 ３．３±１．１ ３．１±０．８ ３．２±０．６ ２．３±０．１ ３．２±１．０

平 均
前 ２．３±０．９ ２．６±１．３ ２．３±１．０ １．６±１．３ ２．３±１．０

後 ３．０±１．０＊＊ ２．７±０．９ ２．９±０．６＊ ２．０±１．１ ２．９±１．０＊＊

＊＊：ｐ＜０．０１，＊：ｐ＜０．０５（対応のあるｔ検定）

朝食得点について ◎１ 欠食または３食品群のうち１群のみ摂取の場合

◎２ ３食品群のうち２群摂取の場合

◎３ ３群摂取または３群と野菜複数摂取の場合
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表
６
知
識
，
態
度
，
自
己
効
力
感
，
具
体
的
ス
キ
ル
，
ラ
イ
フ
ス
キ
ル
に
関
す
る
影
響
評
価

介
入
校
男
子
（
ｎ
＝
１８
９
）
対
照
校
男
子
（
ｎ
＝
１３
９
）

介
入
校
女
子
（
ｎ
＝
１７
３
）
対
照
校
女
子
（
ｎ
＝
１０
８
）

事
前
調
査

５
年
１・
２
学
期

（
’０
５
．６
・９
月
）

事
後
調
査
�

５
年
３
学
期

（
’０
６
．３
月
）

事
後
調
査
�

６
年
１
学
期

（
’０
６
．７
月
）

事
前
調
査
×

事
後
調
査
�

事
前
調
査
×

事
後
調
査
�

事
前
調
査

５
年
１・
２
学
期

（
’０
５
．６
・９
月
）

事
後
調
査
�

５
年
３
学
期

（
’０
６
．３
月
）

事
後
調
査
�

６
年
１
学
期

（
’０
６
．７
月
）

事
前
調
査
×

事
後
調
査
�

事
前
調
査
×

事
後
調
査
�

先 行 因 子

知 識

五
大
栄
養
素

炭
水
化
物

（
％
）

（
％
）

（
％
）

（
％
）

（
％
）

（
％
）

介
入

３６
．５

６５
．７

＊
＊

３５
．３

＃
６１
．３

＊
＊

対
照

３８
．８

５９
．１

＊
＊

２２
．２

５１
．０

＊
＊

た
ん
ぱ
く
質

介
入

３２
．８

５７
．０

＊
＊

２６
．６

４４
．２

＊
＊

対
照

３２
．４

５０
．４

＊
＊

２２
．２

４３
．７

＊
＊

脂
肪

介
入

１９
．０

２９
．４

＊
＊

１４
．５

２７
．９

＊
＊

対
照

２０
．１

２３
．４

n.
s.

１０
．２

２５
．２

＊
＊

ビ
タ
ミ
ン

介
入

６３
．０

７９
．４

＃
＊
＊

５６
．６

７５
．２

＊
対
照

５１
．８

６６
．９

＊
４９
．１

７９
．６

＊
＊

無
機
質

介
入

１８
．０

３１
．３

＊
＊

７
．５

３３
．３

＃
＃

＊
＊

対
照

１１
．５

２７
．４

＊
＊

３
．７

１９
．４

＊
＊

油
脂
を
多
く
含
む
お
や
つ

と
回
答
し
た
割
合

ス
ナ
ッ
ク
菓
子

介
入

６８
．１

８３
．６

＊
＊

７０
．８

９０
．２

＊
＊

対
照

６２
．６

７７
．０

＊
＊

７２
．９

７９
．６

n.
s.

カ
ッ
プ
麺

介
入

６６
．７

８０
．４

＊
＊

６９
．８

８３
．８

＊
＊

対
照

６１
．２

６４
．７

n.
s.

６６
．７

７４
．１

n.
s.

チ
ョ
コ
レ
ー
ト

介
入

１２
．８

４０
．２

＊
＊

１５
．１

４３
．９

＊
＊

対
照

７
．９

１４
．４

n.
s.

１５
．９

２５
．９

＊

高
油
脂
の
健
康
影
響

心
疾
患

介
入

４０
．１

７０
．１

＊
＊

３２
．７

６２
．０

＊
＊

対
照

３７
．７

５１
．４

＊
＊

３３
．３

４５
．４

n.
s.

肥
満

介
入

７３
．３

８２
．４

＊
７８
．４

＃
８６
．０

n.
s.

対
照

７１
．７

７４
．６

n.
s.

６６
．７

８７
．０

＊
＊

食
品
表
示
の
認
識
率

知
っ
て
い
る

介
入

６６
．５

８０
．４

＊
＊

７３
．４

８６
．７

＊
＊

対
照

７１
．７

８２
．６

＊
７４
．１

８８
．０

＊
＊

態 度

健
康
的
な
お
や
つ
を
選
ぶ

こ
と

大
切

介
入

６６
．８

７１
．８

６９
．３

n.
s.

n.
s.

７２
．７

８２
．０

８１
．４

＊
＊

対
照

７９
．０

７４
．６

n.
s.

８２
．４

７９
．６

n.
s.

朝
ご
は
ん
を
食
べ
る
こ
と
と
て
も
大
切

介
入

７３
．４

７０
．１

n.
s.

７７
．９

７８
．５

n.
s.

対
照

７３
．４

７８
．４

n.
s.

７０
．４

７５
．９

n.
s.

感
効 力

自 己
広
告
の
分
析
が
で
き
る

か
な
り
で
き
る

介
入

１２
．３

２３
．４

１８
．０

＊
＊

n.
s.

８
．１

２０
．９

１８
．０

＊
＊

＊
＊

対
照

１６
．７

１３
．８

n.
s.

４
．６

１０
．２

n.
s.

促 進 因 子

食
品
表
示
分
析
ス
キ
ル

確
か
め
る
項
目
数

（
項
目
数
）

（
項
目
数
）

（
項
目
数
）

（
項
目
数
）

確
認
項
目
数
／
７
項
目

介
入

２
．７

２
．４

n.
s.

５
．１

４
．８

n.
s.

対
照

２
．４

３
．３

＃
n.
s.

４
．３

４
．５

n.
s.

ラ
イ
フ
ス
キ
ル

意
志
決
定
ス
キ
ル
得
点

介
入

１６
．４（
点
）

１６
．３（
点
）

１６
．２（
点
）

n.
s.

n.
s.

１７
．１（
点
）

１６
．７（
点
）
１６
．２（
点
）

n.
s.

＊
＊

対
照

１７
．１

１６
．７

n.
s.

１７
．１

１７
．１

n.
s.

目
標
設
定
ス
キ
ル
得
点

介
入

２６
．８

２６
．７

２６
．６

n.
s.

n.
s.

２７
．１

２６
．６

２５
．９

n.
s.

＊
＊

対
照

２７
．４

２６
．５

＊
２６
．２

２６
．１

n.
s.

食
生
活
教
育
実
施
前
後
の
比
較
は
，
定
量
デ
ー
タ
に
つ
い
て
は
対
応
の
あ
る
ｔ
検
定
，
定
性
デ
ー
タ
は
M
cN
em
ar
検
定
に
よ
る
．
ま
た
，
介
入
校
と
対
照
校
の
比
較
は
，
定
量
デ
ー
タ
に
つ
い
て
は
独
立
し
た
２
変
数
の
ｔ
検
定
，
定
性

デ
ー
タ
に
つ
い
て
は
χ
２
検
定
に
よ
る
．

前
後
差

＊
＊
：
ｐ
＜
０
．０
１
＊
：
ｐ
＜
０
．０
５
学
校
差
＃
＃
：
ｐ
＜
０
．０
１
，
＃
：
ｐ
＜
０
．０
５

２５７春木ほか：小学生を対象としたライフスキル形成に基礎を置く食生活教育プログラムの有効性



表
７
間
食
，
朝
食
行
動
に
関
す
る
影
響
評
価

介
入
校
男
子
（
ｎ
＝
１８
９
）
対
照
校
男
子
（
ｎ
＝
１３
９
）

介
入
校
女
子
（
ｎ
＝
１７
３
）
対
照
校
女
子
（
ｎ
＝
１０
８
）

事
前
調
査

５
年
１・
２
学
期

（
’０
５
．６
・９
月
）

事
後
調
査
�

５
年
３
学
期

（
’０
６
．３
月
）

事
後
調
査
�

６
年
１
学
期

（
’０
６
．７
月
）

事
前
調
査
×
事

後
調
査
�

事
前
調
査
×
事

後
調
査
�

事
前
調
査

５
年
１・
２
学
期

（
’０
５
．６
・９
月
）

事
後
調
査
�

５
年
３
学
期

（
’０
６
．３
月
）

事
後
調
査
�

６
年
１
学
期

（
’０
６
． ７
月
）

事
前
調
査
×

事
後
調
査
�

事
前
調
査
×

事
後
調
査
�

行 動

お や つ 選 択 行 動

食
品
表
示
の
確
認

（
％
）

（
％
）

（
％
）

（
％
）

（
％
）

（
％
）

い
つ
も
確
認
す
る

介
入

３９
．２

３４
．２

n.
s.

５０
．９

４７
．７

n.
s.

確
か
め
る
こ
と
が
多
い
対
照

３９
．９

４６
．７
＃

n.
s.

４２
．６

４５
．４

n.
s.

チ
ョ
コ
レ
ー
ト
，
あ
め

よ
く
食
べ
る

介
入

２８
．６

２５
．５

２４
．９

n.
s.

n.
s.

３１
．８

４０
．２

３１
．２
＃

＊
n.
s.

対
照

２５
．９

２４
．５

n.
s.

３０
．６

１９
．４

n.
s.

ス
ナ
ッ
ク
菓
子

よ
く
食
べ
る

介
入

２６
．５

２２
．８

２９
．１

n.
s.

n.
s.

３０
．６

２４
．９

３４
．１

n.
s.

n.
s.

対
照

２８
．１

２９
．５

n.
s.

３８
．０

３１
．５

n.
s.

せ
ん
べ
い
，
あ
ら
れ

よ
く
・
と
き
ど
き
食
べ

る

介
入

３６
．０

４２
．４

３７
．０

＊
n.
s.

３９
．３

４６
．２

４８
．６

＊
＊
＊

対
照

３６
．０

４７
．５

＊
５０
．０

３９
．８

n.
s.

動 機 別 間 食 行 動

家
に
お
や
つ
が
あ
る
と

よ
く
あ
る

介
入

２３
．３

２７
．７

２５
．０

n.
s.

n.
s.

３２
．９

３９
．０

４５
．１

n.
s.

＊
＊

対
照

２３
．７

２９
．５

n.
s.

２９
．０

４１
．７

n.
s.

友
だ
ち
や
き
ょ
う
だ
い
が
食
べ
る
と

よ
く
あ
る

介
入

３６
．０

２８
．７

２７
．７

n.
s.

n.
s.

３０
．６

３７
．８

３９
．９

n.
s.

n.
s.

対
照

２８
．１

３１
．７

n.
s.

３４
．６

４０
．７

n.
s.

遊
ん
で
い
る
時

よ
く
あ
る

介
入

２５
．５

３３
．０

２９
．１

＊
n.
s.

３５
．８

４４
．８

４３
．９

n.
s.

n.
s.

対
照

２４
．５

３７
．４

＊
＊

３０
．８

４４
．４

＊
＊

テ
レ
ビ
を
見
な
が
ら

よ
く
あ
る

介
入

１９
．０

２２
．３

２０
．７

n.
s.

n.
s.

２４
．３

２８
．５

３２
．９

n.
s.

＊
対
照

１７
．３

２５
．２

＊
＊

２１
．５

３３
．３

＊
＊

お
腹
が
す
く
と

よ
く
あ
る

介
入

１５
．３

２１
．３

２３
．４

n.
s.

＊
１２
．１

２５
．０

２２
．５

＊
＊

＊
＊

対
照

１２
．２

１６
．５

n.
s.

１９
．６

２５
．９

n.
s.

朝 食 行 動

朝
食
摂
取
日

（
日
／週
）

（
日
／週
）

（
日
／週
）

（
日
／週
）

介
入

６
．６
±
１
．１

６
．６
±
１
．２

n.
s.

６
．７
±
０
．９

６
．６
±
１
．１

n.
s.

対
照

６
．７
±
１
．２

６
．６
±
１
．１

n.
s.

６
．８
±
０
．６

６
．７
±
１
．０

n.
s.

朝
食
手
伝
い

（
％
）

（
％
）

（
％
）

（
％
）

す
る

介
入

３５
．９

５９
．２

＊
＊

２９
．８

６５
．９

＊
＊

対
照

４２
．０

５４
．８

n.
s.

３５
．８

６５
．７

＊
＊

食
生
活
教
育
実
施
前
後
の
比
較
は
，
定
量
デ
ー
タ
に
つ
い
て
は
対
応
の
あ
る
ｔ
検
定
，
定
性
デ
ー
タ
は
M
cN
em
ar
検
定
に
よ
る
．
ま
た
，
介
入
校
と
対
照
校
の
比
較
は
，
定
量
デ
ー
タ
に
つ
い
て
は
独
立
し
た
２
変
数

の
ｔ
検
定
，
定
性
デ
ー
タ
に
つ
い
て
は
χ
２
検
定
に
よ
る
．
前
後
差
＊
＊
：
ｐ
＜
０
．０
１
＊
：
ｐ
＜
０
．０
５
学
校
差
＃
＃
：
ｐ
＜
０
．０
１
，
＃
：
ｐ
＜
０
．０
５
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� 油脂，砂糖を多く含む健康的でないおやつ選択行動

「チョコレート，あめをよく食べる」者の割合は，介

入校の女子のみ間食学習直後の事後調査�で有意に増加

し，事後調査�では減少して事前調査時とほぼ同値を示

したが，対照校の女子より有意に高い割合となった．そ

の他の児童には変化がみられなかった．

「スナック菓子をよく食べる」については，介入条件，

男女の別を問わず３０％前後で推移し，有意な変化はな

かった．

� 油脂，砂糖をあまり含まない健康的なおやつ選択行

動

介入校では，男女ともに間食授業直後の事後調査�で

「せんべい，あられをよく食べるもしくは時々食べる」

者の割合が有意に増加したが，男子については，事後調

査�で減少し事前調査と差がなくなり，女子は維持した．

対照校の男子は，その割合が有意に増加したが，女子に

は変化はみられなかった．

� 間食行動の動機

介入校の男子は，「遊んでいる時」おやつを食べる者

の割合が事前調査から事後調査�にかけて，「お腹がす

くと」おやつを食べる者の割合が事前調査から事後調査

�にかけて有意に増加した．対照校の男子は，「遊んで

いる時」「テレビを見ながら」おやつを食べる者の割合

が，事前調査から事後調査�にかけて有意に増加した．

介入校の女子は，「お腹がすくと」おやつを食べる者の

割合が事前調査から事後調査�にかけて，「家におやつ

があると」「テレビを見ながら」「お腹がすくと」おやつ

を食べる者の割合が，事前調査から事後調査�にかけて

有意に増加した．対照校の女子は，「遊んでいる時」「テ

レビを見ながら」おやつを食べる者の割合が事前調査か

ら事後調査�にかけて増加した．

２）朝食行動

１週間あたりの朝食摂取日数は，介入条件，男女の別

を問わず変化がなかった．

「この１週間で朝食の手伝いをした者の割合」は，介入

校の男子は３５．９％から５９．２％に，介入校の女子は２９．８％

から６５．９％に，対照校の女子は３５．８％から６５．７％に有意

に増加し，対照校の男子のみ有意な変化がなかった．

４．意志決定スキル，目標設定スキル得点の変化別にみ

た影響評価

事前調査と事後調査�間における意志決定スキルおよ

び目標設定スキル得点の変化が，児童の学習前後におけ

る知識や態度，自己効力感，具体的スキル，間食動機，

間食，朝食行動の変化に影響を及ぼすかどうかを検討す

るために，意志決定スキル，目標設定スキル得点につい

て，上昇群と変化なしまたは低下群の２群に分け，影響

評価をカテゴリー別に点数化したものを比較した結果を

表８に示す．なお，意志決定スキル得点が上昇した児童

の割合は，男子については，介入校４２．６％，対照校

３６．０％，女子については，介入校３７．０％，対照校４４．４％，

目標設定スキル得点が上昇した児童の割合は，男子につ

いて，介入校４７．３％，対照校３８．８％，女子については，

介入校３６．４％，対照校４２．６％であり，いずれのスキル得

点についても，介入校男子は対照校男子より上昇した割

合が有意に多く，介入校女子は対照校女子より上昇した

割合が有意に少なかった．

意志決定スキル得点に関しては，知識および間食選択

行動得点について，性，介入条件および意志決定スキル

得点の変化の別を問わず，事前調査から事後調査�にか

けて有意な上昇が認められた．また，意志決定スキル得

点の上昇群のうち，介入校男子では，広告分析の自己効

力感と食品選択スキルの得点が有意に上昇し，介入校女

子では，これら２項目に加え，間食，朝食態度の得点が

有意に上昇し，間食動機得点が低下した．対照校のみに

おいて得点の上昇が認められた項目はなく，男子で間食

動機得点が低下した．一方，意志決定スキル得点の変化

なしまたは低下群の女子は，介入条件の別を問わず，間

食動機得点が低下し，対照校の女子は朝食手伝い得点も

低下した．

次に，目標設定スキル得点に関しては，知識および間

食選択行動得点については，性，介入条件および目標設

定スキル得点の変化の別を問わず，事前調査から事後調

査�にかけて有意な上昇が認められた．また，目標設定

スキル得点の上昇群のうち，介入校では男女ともに広告

分析の自己効力感の得点が有意に上昇し，さらに女子は

食品選択スキル得点が有意に上昇し，間食動機得点が低

下した．対照校では，男子は食品選択スキル得点が有意

に上昇し，女子では，広告分析の自己効力感の得点が上

昇し，間食動機得点が低下した．一方，低下または変化

なし群では，介入校の男子は，間食，朝食態度と１週間

あたりの朝食摂取日数が有意に低下し，介入校の女子は，

広告分析の自己効力感の得点が上昇し，間食動機得点が

低下した．対照校の男子は間食動機得点が低下し，対照

校の女子は間食動機得点と朝食手伝い得点が低下した．

�．考 察

本研究の対象校は，大阪府下の平均的な某衛星都市の

小学校の中から，約半数にあたる６小学校を抽出した．

対象児童がよく食べるおやつは，スナック菓子，チョコ

レート，あめであり，間食行動の動機は，「友だちや

きょうだいが食べると」「家におやつがあると」「遊んで

いる時」などが上位となり，「朝食を毎日食べる」者の

割合はおよそ９５％であり，児童生徒の食生活実態調査報

告書１－３）の結果と概ね差はなかった．また事前調査にお

ける食に関する知識や態度，具体的スキル，ライフスキ

ル，間食，朝食行動について，介入校と対照校の児童に

は，女子における栄養学的知識の２項目を除いて有意差

はなかった．よって対照校の児童との比較により食生活

教育プログラムの有効性を検証し，その結果を一般化す

ることはある程度可能であると考えられる．

２５９春木ほか：小学生を対象としたライフスキル形成に基礎を置く食生活教育プログラムの有効性



表
８
意
志
決
定
ス
キ
ル
，
目
標
設
定
ス
キ
ル
得
点
の
変
化
別
に
み
た
知
識
，
態
度
，
効
力
感
，
ス
キ
ル
，
間
食
，
朝
食
行
動

男
子
（
介
入
校
ｎ
＝
１８
９
，
対
照
校
ｎ
＝
１３
９
計
３２
８
）

女
子
（
介
入
校
ｎ
＝
１７
３
，
対
照
校
ｎ
＝
１０
８
計
２８
１
）

意
志
決
定
ス
キ
ル

得
点
上
昇
群

（
介
入
ｎ
＝
８０
，

対
照
ｎ
＝
５０
）

意
志
決
定
ス
キ
ル

得
点
低
下
・
変
化

な
し
群

（
介
入
ｎ
＝
１０
９
，

対
照
ｎ
＝
８９
）

目
標
設
定
ス
キ
ル

得
点
上
昇
群

（
介
入
ｎ
＝
８９
，

対
照
ｎ
＝
５４
）

目
標
設
定
ス
キ
ル

得
点
低
下
・
変
化

な
し
群

（
介
入
ｎ
＝
１０
０
，

対
照
ｎ
＝
８５
）

意
志
決
定
ス
キ
ル

得
点
上
昇
群

（
介
入
ｎ
＝
６４
，

対
照
ｎ
＝
４８
）

意
志
決
定
ス
キ
ル

得
点
低
下
・
変
化

な
し
群

（
介
入
ｎ
＝
１０
９
，

対
照
ｎ
＝
６０
）

目
標
設
定
ス
キ
ル

得
点
上
昇
群

（
介
入
ｎ
＝
６３
，

対
照
ｎ
＝
４６
）

目
標
設
定
ス
キ
ル

得
点
低
下
・
変
化

な
し
群

（
介
入
ｎ
＝
１１
０
，

対
照
ｎ
＝
６２
）

指
導

前
後

前
後

前
後

前
後

前
後

前
後

前
後

前
後

先 行 因 子

五
大
栄
養
素
の
知
識

介
入

１
．７
３
．０
＊
＊
１
．７
２
．３
＊
＊
１
．８
２
．８
＊
＊
１
．６
２
．４
＊
＊
１
．６
２
．３
＊
＊
１
．５
２
．３
＊
＊
１
．４
２
．２
＊
＊
１
．６
２
．６
＊
＊

対
照

１
．４
２
．３
＊
＊
１
．７
２
．３
＊
＊
１
．４
２
．２
＊
＊
１
．７
２
．３
＊
＊
１
．１
２
．３
＊
＊
１
．１
２
．１
＊
＊
１
．０
２
．２
＊
＊
１
．２
２
．２
＊
＊

食
品
成
分
の
知
識

介
入

４
．７
１０
．４
＊
＊
５
．１
９
．９
＊
＊
４
．８
１０
．５
＊
＊
５
．０
９
．８
＊
＊
５
．０
１０
．７
＊
＊
４
．９
１０
．０
＊
＊
４
．７
１０
．５
＊
＊
５
．１
１０
．１
＊
＊

対
照

４
．７
８
．８
＊
＊
５
．２
９
．３
＊
＊
４
．８
８
．６
＊
＊
５
．１
９
．５
＊
＊
４
．８
９
．８
＊
＊
５
．１
８
．９
＊
＊
５
．１
９
．７
＊
＊
４
．９
９
．１
＊
＊

栄
養
成
分
の
健
康
影
響
の
知
識

介
入

３
．１
１４
．２
＊
＊
２
．９
１２
．１
＊
＊
３
．１
１３
．８
＊
＊
２
．９
１２
．３
＊
＊
３
．３
１３
．１
＊
＊
３
．２
１２
．９
＊
＊
２
．９
１３
．０
＊
＊
３
．４
１３
．０
＊
＊

対
照

３
．０
１１
．３
＊
＊
３
．５
１１
．５
＊
＊
３
．３
１０
．８
＊
＊
３
．３
１１
．９
＊
＊
２
．９
１２
．２
＊
＊
３
．０
１１
．０
＊
＊
３
．２
１１
．７
＊
＊
２
．８
１１
．５
＊
＊

間
食
・
朝
食
態
度

介
入

５
．４
５
．４

n.
s.
５
．３
５
．３

n.
s.
５
．３
５
．５

n.
s.
５
．４
５
．２

†
５
．４
５
．６

＊
５
．５
５
．５

n.
s.
５
．４
５
．６

n.
s.
５
．５
５
．５

n.
s.

対
照

５
．４
５
．６

n.
s.
５
．５
５
．４

n.
s.
５
．３
５
．４

n.
s.
５
．６
５
．５

n.
s.
５
．５
５
．６

n.
s.
５
．５
５
．５

n.
s.
５
．４
５
．６

n.
s.
５
．６
５
．５

n.
s.

広
告
分
析
の
自
己
効
力
感

介
入

２
．０
２
．３
＊
＊
２
．０
２
．０

n.
s.
１
．９
２
．１
＊
＊
２
．０
２
．０

n.
s.
２
．０
２
．３
＊
＊
２
．０
２
．１

n.
s.
２
．０
２
．２
＊
＊
２
．０
２
．１
＊
＊

対
照

２
．１
２
．１

n.
s.
２
．１
１
．９

n.
s.
２
．１
２
．１

n.
s.
２
．１
１
．９

n.
s.
１
．９
２
．０

n.
s.
２
．０
２
．１

n.
s.
１
．９
２
．１

＊
１
．９
２
．０

n.
s.

促 進 因 子

食
品
選
択
ス
キ
ル

介
入

３
．８
４
．１

＊
４
．０
３
．８

n.
s.
３
．９
４
．１

n.
s.
３
．９
３
．８

n.
s.
４
．０
４
．５
＊
＊
４
．２
４
．１

n.
s.
４
．１
４
．４

＊
４
．１
４
．２

n.
s.

対
照

３
．７
４
．０

n.
s.
４
．２
４
．２

n.
s.
３
．８
４
．２

＊
４
．１
４
．１

n.
s.
４
．１
４
．２

n.
s.
４
．２
４
．３

n.
s.
４
．１
４
．２

n.
s.
４
．１
４
．３

n.
s.

間
食
の
誘
い
を
断
る
力

介
入

２
．１
１
．９

n.
s.
２
．０
１
．９

n.
s.
２
．１
１
．９

n.
s.
２
．１
１
．９

n.
s.
２
．３
２
．２

n.
s.
２
．２
２
．２

n.
s.
２
．４
２
．３

n.
s.
２
．２
２
．２

n.
s.

対
照

２
．０
２
．２

n.
s.
２
．１
２
．１

n.
s.
１
．９
２
．０

n.
s.
２
．１
２
．２

n.
s.
２
．２
２
．４

n.
s.
２
．３
２
．２

n.
s.
２
．２
２
．４

n.
s.
２
．３
２
．３

n.
s.

間
食
動
機

介
入
２２
．０
２２
．１

n.
s.
２２
．３
２２
．３

n.
s.
２２
．５
２２
．３

n.
s.
２１
．９
２２
．１

n.
s.
２１
．６
２０
．１
†
†
２１
．４
２０
．４

†
２１
．５
１９
．８
†
†
２１
．５
２０
．６

†

対
照
２２
．１
２０
．１

†
２３
．７
２３
．０

n.
s.
２２
．６
２２
．１

n.
s.
２３
．５
２２
．３
†
†
２０
．４
２０
．２

n.
s.
２１
．９
１９
．９
†
†
１９
．９
１９
．０

†
２２
．２
２０
．８
†
†

食 行 動

間
食
選
択
行
動

介
入
２５
．３
２９
．２
＊
＊
２５
．６
３０
．０
＊
＊
２５
．８
２９
．７
＊
＊
２５
．２
２９
．３
＊
＊
２４
．５
２８
．９
＊
＊
２４
．９
２８
．１
＊
＊
２５
．３
２８
．８
＊
＊
２４
．５
２８
．１
＊
＊

対
照
２４
．５
２８
．５
＊
＊
２６
．０
２９
．７
＊
＊
２４
．６
２９
．０
＊
＊
２５
．９
２９
．５
＊
＊
２５
．１
２８
．６
＊
＊
２５
．２
２８
．９
＊
＊
２４
．４
２８
．０
＊
＊
２５
．７
２９
．３
＊
＊

朝
食
摂
取
日
／
週

介
入

６
．７
６
．８

n.
s.
６
．６
６
．４

n.
s.
６
．４
６
．４

n.
s.
６
．９
６
．７

†
６
．７
６
．５

n.
s.
６
．８
６
．７

n.
s.
６
．７
６
．６

n.
s.
６
．８
６
．７

n.
s.

対
照

６
．８
６
．６

n.
s.
６
．６
６
．６

n.
s.
６
．６
６
．７

n.
s.
６
．７
６
．６

n.
s.
６
．８
６
．８

n.
s.
６
．８
６
．６

n.
s.
６
．８
６
．７

n.
s.
６
．８
６
．７

n.
s.

朝
食
手
伝
い

介
入

１
．１
１
．３

n.
s.
１
．２
１
．０

n.
s.
１
．１
１
．３

n.
s.
１
．１
１
．３

n.
s.
１
．２
１
．０

n.
s.
１
．４
１
．４

n.
s.
１
．３
１
．５

n.
s.
１
．５
１
．３

n.
s.

対
照

０
．９
１
．１

n .
s.
１
．３
１
．１

n.
s.
１
．０
１
．３

＊
１
．３
１
．０

n.
s.
１
．０
１
．４

n.
s.
１
．９
１
．４

†
１
．１
１
．５

n.
s.
１
．８
１
．２
†
†

対
応
の
あ
る
ｔ
検
定
＊
＊
（
改
善
）：
ｐ
＜
０
．０
１
，
＊
（
改
善
）：
ｐ
＜
０
．０
５
，
†
†
（
悪
化
）：
ｐ
＜
０
．０
１
，（
悪
化
）：
ｐ
＜
０
．０
５
，
n.
s．
：
有
意
差
な
し

五
大
栄
養
素
：
五
大
栄
養
素
の
は
た
ら
き
（
５
点
満
点
）

食
品
成
分
：
コ
ー
ラ
，
ジ
ュ
ー
ス
な
ど
，
や
き
い
も
，
カ
ッ
プ
め
ん
，
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
，
ポ
テ
ト
チ
ッ
プ
ス
に
含
ま
れ
て
い
る
成
分
の
正
解
数
を
合
計

成
分
の
健
康
影
響
：
油
，
塩
，
砂
糖
，
食
物
繊
維
の
多
い
食
べ
物
の
影
響
の
正
解
数
を
合
計

間
食
・
朝
食
態
度
：
健
康
に
よ
い
お
や
つ
を
選
ぶ
こ
と
は
大
切
だ
と
思
う
，
朝
ご
は
ん
を
毎
日
食
べ
る
こ
と
は
大
切
だ
と
思
う
に
つ
い
て
得
点
（
各
１
～
３
点
）
を
合
計

広
告
分
析
の
自
己
効
力
感
：
広
告
分
析
が
で
き
る
（
１
～
３
点
）

食
品
選
択
ス
キ
ル
：
食
品
表
示
の
認
識
（
１
～
２
点
），
食
品
表
示
の
確
認
（
１
～
４
点
）
を
合
計

間
食
の
誘
い
を
断
る
力
：
理
由
を
言
っ
て
断
る
（
３
点
）

間
食
動
機
：
社
会
的
要
因
５
項
目
，
生
理
的
要
因
１
項
目
，
心
理
的
要
因
２
項
目
に
つ
い
て
，
健
康
的
な
ほ
ど
得
点
（
各
１
～
４
点
）
が
高
く
な
る
よ
う
に
換
算
し
，
合
計

間
食
選
択
行
動
：
健
康
的
な
お
や
つ
５
品
目
，
不
健
康
な
お
や
つ
７
品
目
の
選
択
頻
度
に
つ
い
て
，
健
康
的
な
ほ
ど
得
点
（
各
１
～
４
点
）
が
高
く
な
る
よ
う
に
換
算
し
，
合
計

朝
食
摂
取
日
／
週
：
こ
の
一
週
間
に
朝
食
を
食
べ
た
日
数
（
０
～
７
点
）

朝
食
手
伝
い
：
献
立
，
買
い
物
，
配
膳
，
下
膳
，
調
理
（
各
１
点
），
朝
ご
は
ん
を
一
人
で
作
っ
た
（
５
点
）
の
得
点
を
合
計
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１．プロセス評価の結果からみたプログラムの有効性

間食に関する授業においては，健康のために油脂摂取

過多にならないおやつの選び方や食べ方を考える際に，

意志決定のステップのうち「選択肢の列挙」「結果の予

測」のステップを踏むことにより，油脂を含まない「く

だものや野菜を選ぶ」「少しずつ食べる」などの具体的

かつ実行可能な方法を挙げる児童が増えた．

朝食に関する授業においては，当日の朝食評価の結果，

副菜（野菜料理）を食べていなかった朝食得点２点の児

童が，「野菜を食べる」という目標を最も多く設定した

ことは，「意志決定をすべき問題の明確化」を踏まえ，

実態に即した適切な目標設定ができたといえる．さらに，

「実現可能な目標設定」のステップを学習した後，「実

現するためのスモールステップ」と「目標達成のための

支援要請」についても学習活動を行った．その結果，こ

のグループにおけるモニタリング後の朝食得点は２．０点

から３．０点に有意に上昇し，主食，主菜，副菜を組み合

わせたバランスのよい朝食に改善された．本プログラム

では，朝食で野菜料理を食べていない児童が多かったこ

とから，児童の自覚による体調不良と野菜の栄養学的機

能との関連を学習することで，目標達成した時の健康的

な体調を明確にイメージできたことが目標達成意欲を高

めたと考えられる．また，忙しい朝に簡単に野菜を食べ

る手段をブレインストーミングし，可能な選択肢を多く

検討したことは，意志決定スキルの要素の一つである

「選択肢の列挙」能力を向上させ，５日間の朝食モニタ

リング後に全児童の朝食における野菜摂取率が３６．２％か

ら６４．８％へとおよそ倍増するという成果を導いたといえ

る．

２．影響評価の結果からみたプログラムの有効性

１）間食学習について

介入校の児童は，事前調査時に比べ事後調査�におい

て，おやつに油脂や砂糖が多く含まれることについてよ

く知り，それらの成分が身体に与える影響などの栄養学

的知識をよく持つようになった．加えて介入校の女子は，

健康的なおやつ選択に対する態度や広告分析に関する自

己効力感が高まり，せんべい，あられなどの低油脂おや

つの選択が増加した．

こうした好ましい変化の一方で，おやつ選択時に確認

する食品表示の項目数は，介入校においては男女の別を

問わず，有意ではないものの減少傾向が認められた．ま

た，事後調査�の時点において介入校の男子は，対照校

の男子に比べて確認する項目数が有意に低くなるなど，

意志決定の手段としての情報収集のために食品表示を活

用できなかったことが示された．プロセス評価によれば，

食品表示の学習で用いたおやつの油脂含量一覧表をあま

り用いておらず，意志決定における重要な情報収集につ

なげることができなかった．行動変容に至らなかった他

の理由として，１週間の間食行動モニタリングシート回

収率が７０．３％と低かったことが挙げられる．今後は，食

品表示に関する知識をおやつ選択の際に実際に活用する

シミュレーションを学習活動として取り入れるなどの工

夫が必要であると考えられる．なお，対照校の男子にお

いては，確認する食品表示の項目数が増え，また食品表

示を確認する者の割合も増えている．その理由として，

対照校の一部において事後調査の直前に，加工食品に関

する授業が行われたために，事前調査で確認する割合が

低く，確認する項目数が少なかった男子において，とり

わけ顕著な効果があったのではないかと考えられる．

間食行動の動機に関しては，対照校の児童においては，

「遊んでいる時」「テレビを見ながら」食べるなどの社

会的要因による間食行動をとる者の割合が事前調査から

事後調査�にかけて増加する一方で，介入校の男子は

「お腹がすくと」おやつを食べるといった生理的要因に

よっておやつを食べる者の割合が増加するにとどまり，

プログラムのある程度の効果がみられた．しかしながら，

介入校女子については，生理的要因に加えて，「家にお

やつがあると」「テレビを見ながら」食べるなどの社会

的要因による間食行動をする者の割合が事前調査から事

後調査�にかけて増加した．以上のことから，男子に比

べて女子においては，間食動機に対するプログラムの効

果が顕著ではなかったことがわかる．その理由としては，

思春期女子においては，ストレスに対処するための手段

として，「イライラした時に」おやつを食べるなどの行

動が男子に比べて急激に増える１８）ことが確認されており，

女子の不適切な間食行動を防止するためには，ストレス

対処スキルを併せて学習することが重要であると考えら

れる．

なお，介入校の女子においては，対照校女子に比べて，

「チョコレート，あめ」などの不健康なおやつを食べる

者の割合は，事後調査�の時点で有意に高くなったり，

「家におやつがあると食べる」者の割合が事前調査から

事後調査�にかけて増えるなど，特有の傾向が認められ

た．また後述するように介入校女子においては，事前調

査から事後調査�にかけて意志決定スキルや目標設定ス

キルの得点が低下するという結果も得られた．こうした

結果が得られた理由については現段階では明確ではない．

しかし，授業観察によれば，介入校女子の中には，授業

中に反発を示す女子も認められた．思春期女子にとって

は，おやつを食べることがストレスに対処するための手

段の一つであること１９）を考慮すると，ある種のおやつが

健康的でないということをあまりに強調しすぎると，心

理的反発を招き，逆効果となる場合もあるのかも知れな

い．女子に対する食生活教育とりわけ間食についての教

育内容や伝えるべきメッセージに関しては，今後さらに

検討する必要があると考える．

２）朝食学習について

“早寝早起き朝ごはん”国民運動などの展開により，

朝食欠食児童の増加に歯止めがかかったとの報告３）もあ

り，本研究の対象児童についても「朝食を毎日食べるこ

２６１春木ほか：小学生を対象としたライフスキル形成に基礎を置く食生活教育プログラムの有効性



とは健康に大切である」と考える者の割合は，介入条件

や男女の別を問わず約３／４であった．また，朝食欠食

児童もごくわずかであった．そこで本研究においては，

朝食学習の目標として野菜摂取に焦点をあて，目標設定

スキルを強化し，朝食の栄養バランス改善を図るように

授業案を改訂したところ，プロセス評価にみるような学

習成果を得，朝食の栄養バランス改善という行動変容を

実現した．以上の結果から，「朝ごはんで野菜を食べよ

う」という課題は，児童のニーズに即した具体的な課題

であり，意志決定スキル，目標設定スキル学習の題材と

して適切であったと考えられる．

さらに，朝食を食べるための具体的スキルとなる朝食

の手伝いをする者の割合は，対照校の男子を除いていず

れもほぼ倍増しており，６学年時における家庭科学習２０）

に加えて本プログラムによる成果と考えられる．

３．ライフスキルについて

介入校の児童において，プロセス評価や影響評価で認

められた成果は，全体の意志決定スキル，目標設定スキ

ル得点の上昇としては反映しなかった．とりわけ，介入

校女子については，両スキルの平均得点は有意に低下し，

両スキル得点が上昇した者の割合も対照校女子よりも有

意に少なかった．

ただし，両尺度の得点の変化別にみた影響評価の結果

によれば，とりわけ，介入校においては男女の別を問わ

ず，意志決定スキルの上昇群は，広告分析の自己効力感，

食品選択スキルが高まることが認められた．また，目標

設定スキルについても意志決定スキルの場合ほど顕著で

はないもののほぼ同様の結果が得られた．このことは，

両スキルを向上させることによって食行動を改善するこ

とができるという仮説自体は妥当であると考えられる．

本プログラムの実施によって，意志決定スキルや目標

設定スキルを高めることができなかった理由は現段階で

は不明であるが，仮説的には，こうしたスキルを習得し

ていくためには日常生活の中で様々な問題状況に適用し，

強化することがさらに必要であると考えられる．本研究

においては，プログラムの開発作業に参加したという背

景もあって学校栄養職員がプログラムを実施した．しか

し，児童と接する時間の長さなどを考慮すると，学級担

任が本プログラムを実施したとすれば，別の結果が得ら

れたかも知れない．また，本プログラムで取り扱った意

志決定スキルと目標設定スキルに関する学習内容は，子

どもたちが身につけるべき両スキルの要素のうち一部で

しかないことも，両スキル得点の上昇に結びつかなかっ

たことの理由として考えられるかも知れない．

本研究で得られたプロセス評価および影響評価による

成果の一部をさらに顕著なものにするためには，本プロ

グラムを学校健康教育の一環として位置づけるとともに，

他教科，道徳，総合的な学習の時間２１）などの機会におけ

るライフスキル形成に関わる学習と関連づけながら，限

られた本プログラムの時数を有効に活用することが必要

であると考える．そのためにはとりわけ小学校段階にお

いては，児童と接する時間が長い学級担任が本プログラ

ムの実施者となり，本プログラム以外の様々な教育機会

や生活場面において児童のライフスキルを強化すること

が望ましい．また，本プログラムを学校栄養職員が実施

する場合には，それと並行して学級担任が，特定の健康

問題とは直接の関わりのない一般的なライフスキル教育

プログラム２２）を実施することも別の方法として考えられ

る．

いずれの方法をとるにせよ，多くの教諭にとっては馴

染みが少ないと思われる意志決定スキルや目標設定スキ

ルなどのライフスキルに関する理解を深め，指導技術を

高めるために，参加型研修会（ワークショップ）の内容

をさらに充実し，より多くの人々に参加を促すことが必

要であると考える．

�．ま と め

本研究は，ライフスキル形成に基礎をおく食生活教育

プログラムを実施し，間食，朝食に関する知識，態度，

自己効力感，具体的スキル，食行動そして，意志決定ス

キル，目標設定スキル形成に関するプロセス評価と影響

評価の結果に基づいて，プログラムの有効性を検討する

ことを目的とした．

大阪府下の某衛星都市の６小学校を研究対象校とした．

２００５年６月から２００６年７月にかけて，介入校４校の児童

は，５学年時に健康的な間食行動を，６学年時には健康

的な朝食行動をとるようになることを目指して，単に栄

養学的知識を与えるのではなく，意志決定スキルや目標

設定スキルの形成に焦点をあてた食生活教育プログラム

（全１８時間）に参加した．介入校の児童と対照校の児童

は，プログラムの実施前後のほぼ同時期に同一の食生活

調査を受けた．計６０９名（介入校男子１８９名，女子１７３名，

対照校男子１３９名，女子１０８名）が全ての調査に参加した．

プログラムの有効性を評価するために，χ２検定，独立し

た変数のｔ検定，McNemar検定，対応のある変数のｔ

検定を用いた．統計上の有意水準は５％とした．主な結

果は，以下のとおりであった．

１）介入校におけるプロセス評価の結果によれば，意志

決定のステップのうち「選択肢の列挙」「結果の予測」

のステップを踏まえ，油脂摂取過多にならないおやつ

選択法を考えることができた．さらに，「意志決定を

すべき問題の明確化」を踏まえ，朝食で野菜を食べる

ために具体的で，実行可能な目標設定ができた．

２）プロセス評価の結果によれば，野菜摂取に焦点をあ

てた朝食学習を実施したところ，朝食の野菜摂取率は

およそ倍増し，朝食の栄養バランスを改善した．

３）影響評価の結果によれば，介入校の女子においては，

健康的な間食選択に関する態度，広告分析に対する自

己効力感が高まり，低油脂おやつの選択が増加したが，

おやつ選択時に確認する食品表示の項目数は，介入条
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件の別を問わず有意な変化は認められなかった．

４）意志決定スキル，目標設定スキルの形成という点で

は，プログラムの効果は認められなかった．しかしな

がら，介入校の意志決定スキル得点が上昇した群にお

いては，広告分析に関する自己効力感や食品選択スキ

ルにおいて有意な改善が認められた．

以上のことより，ライフスキル形成に基礎を置く食生

活教育プログラムの効果をさらに高めるための改善策と

して，学級担任が本プログラムを実施する，本プログラ

ムに加えてライフスキル教育を学校教育全体で実施する

ことなどが示唆された．また，思春期の女子にとっては，

おやつを食べることは，ストレスに対処するための手段

の一つでもあることを考慮して，間食行動に関する指導

案については，改訂することが必要であることが示唆さ

れた．

本研究は，箕面市教育センター学校栄養士研究会員と

の協同研究のもとに実施した．

本研究は，平成１６～１９年度文部科学省科学研究費補助

金を受けて行った．

「ライフスキル形成を基礎とする食生活教育プログラ

ムの評価研究（第１報～第４報）」を第５３，５４回日本学

校保健学会にて報告した．
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�．はじめに

大学の保健管理センターの健康相談では，頭痛に関す

る相談をしばしば経験する．我が国の一般人における緊

張型頭痛の頻度は２２％，片頭痛は８．４％と報告されてい

るが１），大学生における頭痛の実態を調査した報告は少

ない．近年，OA機器使用の増加や運動不足などの生活

環境の変化に伴い，頭痛を自覚している学生は増加して

いるのではないかと推察されるが，詳細は不明である．

頭痛は，国際頭痛学会（International Headache Soci-

ety；IHS）の国際頭痛分類２）で，一次性頭痛と二次性頭

痛に分類され，大学生が日常自覚することの多い慢性的

な頭痛である片頭痛や緊張型頭痛は，一次性頭痛に含ま

れる．そこで，Ｇ大学学生を対象に，一次性頭痛の実態

についてアンケート調査を実施し，大学生への適切なサ

ポートについて考案したので報告する．

�．対象と方法

平成１７年度の定期健康診断を受診したすべてのＧ大学

学生６，０９７人（学部学生，大学院生含む）を対象に頭痛

に関するアンケートとMigraine―QUEST（慢性頭痛簡

易スクリーニング質問表）（無記名，自己記入）を配布

し，回収した（表１）．国際頭痛学会の診断基準に沿っ

て作成されたMigraine―QUESTによる頭痛のスクリー

ニング結果は，神経内科医による確定診断と高い一致率

（片頭痛９１％，緊張性頭痛８１％）が示されている上，自

大学生を対象に実施した頭痛実態調査

長 瀬 江 利＊１，御田村 相 模＊１，田 中 生 雅＊１，＊３

武 田 純＊１，＊２，山 本 眞由美＊１，＊２，＊４

＊１岐阜大学保健管理センター
＊２岐阜大学大学院医学系研究科内分泌代謝病態学分野，＊３精神病理学分野

＊４岐阜大学連合大学院創薬医療情報研究科医療情報学専攻

Headache Surveyrance in University Students

Eri Nagase＊１ Sagami Mitamura＊１ Mika Tanaka＊１，＊３

Jun Takeda＊１，＊２ Mayumi Yamamoto＊１，＊２，＊４

＊１Health Administration Center, Gifu University
＊２Department of Diabetes and Endocrinology, Graduate School of Medicine, Gifu University

＊３Department of Psychopathology, Graduate School of Medicine, Gifu University
＊４Medical Information Science Division, United Graduate School of Drug Discovery and Medical Information Sciences, Gifu University

Headache is one of the most common medical problems of university students, but it has not been the sub-

ject of investigation in the university health care field. We conducted a survey questionnaire on headache of

Gifu University students at the２００５annual health check―up. The questionnaire included Migraine―QUEST

（by ADITUS Japan access to information on meaningful migraine relief）. Of ５１５６ students（Men ３０００,

Women２０６７, unknown８９）（age１０s１９３４,２０s２９９１,３０s１１０,４０s２６,５０s３, unknown９２）,５０６７students were

estimated by Migraine―QUEST,２４５３（４８．４％）had at least one experience of headache within the recent a

few years period and９２３of these reported some consequent disturbance in campus life. Of the５０６７students,

１２０（２．４％）,４３８（８．６％）, and３３４（６．６％）were estimated to have had migraine, tension―type headache, or

migraine＋tension―type headache, respectively. Of the９２３students whose headache had disturbed their cam-

pus life,１１９,４３５, and３３３were estimated to have had migraine, tension―type headache, or migraine ＋ tension

―type headache, respectively. Of the２４５３students who had experienced headache, the rate of consultation

with a physician was only ２．６％, while ２８．１％ used over―the―counter drugs and ５９．３％ endured the pain

without treatment. Of all students,３４．５％ had information on the types of headaches and１６％ knew of the

availability of prescription pharmaceuticals from any hospitals and clinics. Promotion of headache education

and personal support for individuals with headache in conjunction with a program of annual health check―up

might relieve this urgent issue in university health administration.

Key words：headache, migraine, tension―type headache, university students
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己記入式で多くの学生に実施することが容易なため，こ

れを用いることにした．アンケート回答数は５，５８７人で

回収率は９１．６％であった．そのうち，有効回答数は

５，１５６人，男性３，０００人，女性２，０６７人，性別無回答８９人

であった．年齢は，１０代１，９３４人，２０代２，９９１人，３０代

１１０人，４０代２６人，５０代３人，年齢無回答９２人であった．

Migraine―QUESTに全回答し，頭痛のスクリーニング

結果判定が確定したのは５，０６７人であった．

�．結 果

頭痛のスクリーニング結果判定が確定した５，０６７人の

うち，２，４５３人（４８．４％）（男性５０．２％，女性４９．８％）が

表１ 頭痛に関する実態調査（アンケート調査）

あなたご自身についてお聞かせ下さい（○をしてください）

性別（男・女） 年齢（１０代・２０代・３０代・４０代・５０代以上）

注）今回のアンケートへのご回答に際しては，以下のような原因による頭痛は除いてお考えください．

●カゼ ●二日酔い ●中耳炎 ●虫歯 ●頭部のケガ

Ｑ１ あなたはここ数年間で，頭痛を経験したことがありますか？

１．はい ２．いいえ ⇒「いいえ」に○をした方はＱ１２へ進んでください．

Ｑ２ 今までに頭痛がひどくていつも通りの生活（学業・家事・個人的付き合いなど）をすることができなかったり，休みた

いと思ったことがありますか？

１．有 ２．いいえ ⇒「いいえ」に○をした方はＱ１１へ進んでください．

Ｑ３ 頭痛はどれくらいの頻度でおこりますか？（両方○でも可）

１．時々おこる ２．毎日のようにおこる

Ｑ４ 痛み止めなどの薬を飲まなかった場合，１回の頭痛の持続時間はどのくらいですか？（○はいくつでも）

１．３０分未満 ２．３０分～３時間 ３．４時間～３日間 ４．４～７日間 ５．７日間以上～毎日

Ｑ５ 頭痛の前ぶれとして，目の前にギザギザが出たり，文字が見えにくくなったりすることはありますか？

１．有 ２．なし

Ｑ６ 痛む場所はどこですか？（○はいくつでも）

１．頭の片側 ２．後頭部から首筋・こめかみ ３．頭の両側

Ｑ７ 痛みはどのような感じですか？（○はいくつでも）

１．「ズキズキ」「ドクドク」等脈打つように頭が痛い ２．鉢巻で締め付けられるようで，おもりで押さえつけられ

る痛み ３．肩から頭にかけて，こったように痛い ４．だらだらと痛みが持続する

Ｑ８ 痛みの程度はどれくらいですか？（○はいくつでも）

１．ひどい時は寝込む，何もできない ２．じっとしていたい ３．我慢できる（学業・家事などなんとかできる）

Ｑ９ 次のようなことをした時に頭痛がひどくなったことはありますか？（○はいくつでも）

１．入浴時 ２．体を動かした時（走ったり，階段の昇り降り） ３．ひどくなることはない

Ｑ１０ 以下のようなことが頭痛と一緒に起こることがありますか？（○はいくつでも）

１．はき気がする ２．はいてしまう ３．音に過敏になる ４．光に過敏になる

Ｑ１１ 今までに頭痛の治療歴がありますか？

１．有り（現在治療中） ２．過去に治療歴あり ３．ない

Ｑ１２ あなたは頭痛を感じるとどうしますか？

１．がまんする ⇒理由を聞かせてください．（○はいくつでも）

ａ．自然におさまる ｂ．薬に頼りたくない ｃ．薬の副作用が心配 ｄ．薬がのめない

ｅ．その他（ ）

２．市販の薬をのむ ⇒理由を聞かせてください．（○はいくつでも）

ａ．よく効く ｂ．自分に合っている ｃ．手軽・便利だから ｄ．他の方法を知らない

ｅ．その他（ ）

３．病院へいく ⇒満足度はどうですか？

ａ．満足している ｂ．まあまあだと思っている ｃ．不満がある ｄ．その他（ ）

４．その他（ ）

Ｑ１３ 頭痛にはいろいろな種類があることを知っていますか？

１．知っている ２．知らない ３．関心がない

Ｑ１４ 日常よく経験する慢性頭痛の中にも，緊張性頭痛・片頭痛・群発頭痛などがあることを知っていますか？

１．知っている ２．知らない ３．関心がない

Ｑ１５ 片頭痛の治療薬（特効薬）を病院では，処方してもらえることを知っていますか？

１．知っている ２．知らない ３．関心がない
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この数年間に頭痛を経験したことがあり，そのうち９２３

人（男性４０．５％，女性５９．５％）が日常生活に支障をきた

していた（図１）．Migraine―QUESTによる判定の結果，

５，０６７人のうち８９２人（１７．６％）（男子１２．０％，女子２５．８％）

が，片頭痛１２０人（２．４％），緊張型頭痛４３８人（８．６％），

片頭痛＋緊張型は３３４人（６．６％）と推定された（図２）．

頭痛で日常生活に支障のある学生９２３人のうち，片頭痛

は１１９人，緊張型は４３５人，片頭痛＋緊張型は３３３人で

あった（図３）．生活への支障の有無にかかわらず，

２，４５３人の頭痛経験者の約８８％は治療を受けていなかっ

た（図４）．図５に示すようにMigraine―QUESTで片頭

痛，緊張型頭痛，片頭痛＋緊張型と推定された，生活に

支障のある８８７人でも，それぞれ８７．４％，８７．１％，

９０．９％が治療を受けていなかった．現在治療中と治療経

験者合計の割合をみると，片頭痛で１２．６％，緊張型頭痛

で５．３％，片頭痛＋緊張型で６．４％であった（図５）．数

年以内の頭痛経験者２，４５３人の頭痛時の対処法は，「がま

んする」５９．３％（男性６３．５％，女性５５．０％），「市販薬を

図１

図２

図３

図４

図５

図６
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のむ」２８．１％（男性２２．３％，女性３３．９％）が大半で，「病

院へ行く」は全体の２．６％（男性２．９％，女性２．３％）で

あった（図６）．頭痛を「我慢する」と答えた１，４５５人に

その理由を問うと，１４．０％（男性１０．７％，女性１７．３％）

は，「薬に頼りたくない」という理由で，また，１．９％（男

性１．３％，女性２．４％）は，「薬の副作用が心配」という

理由であった（図７）．また，頭痛判定の確立した５，０６７

人のうち，頭痛に種類がある事を知っていたのは３４．５％

（男性２８．６％，女性４２．８％）であり（図８），片頭痛治

療薬は病院で処方してもらえる事を知っている学生は

１６．０％（男性１０．８％，女性２３．２％）であった（図９）．

�．考 察

頭痛は，比較的日常ありふれた症状のうちのひとつで

あり，大学保健管理センターの学生健康相談でも，頭痛

の話題は少なくない．しかし，大学生を対象とした頭痛

に関する調査は少ない．頭痛の頻度について，吉川らが

金沢大学の学生を対象に調査し，一次性頭痛（慢性頭痛）

を有する者は２３．５％であったと報告している３）．今回の

我々の調査では１７．６％であった．吉川らはIHSの１９８８年

新分類に従っているので，若干の診断的ずれがある可能

性もあり，単純に比較はできないが，今後の追跡が必要

であろう．Monteiro JMらはポルトガルの医学部学生を

対象に調査し，片頭痛は６．１％（IHSの診断基準による），

緊張型頭痛は１６．０％（IHSの診断基準による）であった

と報告している４）．また，Amayo EOらは，ケニアの

７１１人の医学部学生を対象に調査し，片頭痛（IHSの診

断基準による）は３３．８％であったと報告している５）．

Deleu Dらも，オマーンの医学部学生４０３人を対象とし

て調査し，片頭痛は１２．２％（男性６．６％，女性１５．５％），

緊張型頭痛は１２．２％（男性１３．９％，女性１１．１％）であっ

たと報告している６）．これらの海外の調査報告は，いず

れも医学部の学生を対象としており，大学生の実態を反

映しているとは言いがたいので，日本人の大学生の方が

頭痛の頻度が高いかどうか比較する事はできない．しか

し，今回の我々の調査と吉川らの調査をあわせると，日

本の大学生の健康管理においては，５人にひとりぐらい

の割合で一次性頭痛を有している学生がいると考えてお

く必要があると言えよう．

本調査は自己記入式調査で，個別に神経内科専門医の

診察により診断されたわけではないが，２，４５３人の数年

以内の頭痛経験者のうち９２３人もの学生が「日常生活に

支障がある」と感じている事は，大学生の健康管理なら

びに就学支援を考える上で重要である．学生の健康管理

者もたとえ医療専門職であっても，「頭痛くらい」と比

較的軽く考え，せいぜい頭痛薬を渡す程度の対応しかせ

ず，就学支援対象ととらえてこなかったのではないだろ

うか．

１９８８年には国際頭痛学会の診断基準２）が提唱され，現

在までには，各種頭痛の治療に対して，外国などですで

に処方され一定の成果を上げている薬物も少なくない．

さらに最近は，各種医療機関頭痛専門外来が開設され，

正しい診断と適切な処方，アドバイスを受けられるよう

になってきた現状がある．このような頭痛についての正

しい情報を学生に適切に伝えることができれば，頭痛に

よる「日常生活の支障」を回避できる可能性も高い．学

生の就学意欲向上や精神心理的安定にも大いに寄与する

と期待される課題である．

今回の調査で日常生活に支障がない学生の８７．４％，支

障がある学生でも８８．８％は，医療機関への受診，治療経

験がないことが明らかになった．また，対処法について

図７

図８

図９
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も，頭痛経験者の５９．３％が「がまんする」，２８．１％が「市

販薬をのむ」と回答していることは，医療機関を受診す

ることに障壁がある事が推察される．頭痛に対する知識

不足や，薬に対する過度な心配も大きいようで，頭痛を

我慢する理由に，「薬に頼りたくない」（１４．０％），「薬の

副作用が心配」（１．９％）という回答があったことも注目

すべきである．

片頭痛や緊張型頭痛を含む一次性頭痛は，二次性頭痛

（症候性頭痛）と比較して「心配ない頭痛」と一般的に

とらえがちである．また，「市販薬をのんでおけばよい」

などと軽く考えている傾向もつよく，大学生も例外では

ないと推察する．市販薬の効能書に記載されている範囲

の服用で十分な効果があり，本人が納得できる効果が得

られていればよいが，必要以上に「がまんしている」場

合や，不適切に市販薬を使用したり，（医学的に問題点

のあるような）民間療法にすがるような場合には，医療

機関受診の促しが必要である．

今回の調査結果をふまえると，定期健康診断の問診表

の項目に頭痛に関する質問内容を設定し，学校医，保健

師などが必要に応じて頭痛指導にあたれるシステムをつ

くる必要があると考える．そして，適切な情報を提供し

ながら，場合によっては医療機関受診を促すような機会

づくりも必要だろう．

ところで，片頭痛を含む一次性頭痛はうつと相関がみ

られる事が報告されている７）．頭痛患者では一般人口に

比して，うつの罹患率が高い事や８），緊張型頭痛患者の

８５％に何らかの心理的ストレスや精神心理的異常をみい

だすことができる事９）も報告されている．大学生のメン

タルサポートの観点からも，頭痛の有無やその程度につ

いての問診をとり，必要な学生には面接を行なうべきで

あろう．頭痛を訴える学生の中に潜在的なうつの学生を

早期発見できる可能性が高まるし，将来のうつ発症を予

防する効果も期待できるからである．心理的ストレスや

精神心理的異常が頭痛の原因であるのか，慢性の経過で

おこることの多い一次性頭痛が心理的ストレスになって

いるのか，あるいは両方であるかは明らかではない．し

かし，片頭痛とうつの間には高い相関があるばかりでな

く，その両者が独立して頭痛に関連したクオリティーオ

ブライフ（QOL）の低下に影響を与えている事が報告

されている１０）．学生時代に頭痛の正しい診断と対処（予

防と治療の確立）が実施されていれば，将来のQOLの

改善，あるいはQOL低下防止にもつながると期待できる．

また，ある種の片頭痛は冠動脈疾患の危険因子と考え

られる事１１）や，肥満が一部の片頭痛の危険因子になって

いる事も報告されている１２）．そもそも我々，学生の健康

管理を担う人間は，学生の将来の健康増進も考え，現在

の生活習慣改善指導を行なっている．肥満に対する体重

コントロール指導や，将来の冠動脈疾患（動脈硬化症）

予防のための禁煙指導などはその代表である．このよう

な観点からすれば頭痛を訴える学生への指導は，単に，

日常の応急処置ではなく，将来の健康増進につながるた

め，体重コントロールや禁煙などの各種保健指導と関連

づけて実施されるべきであろう．

片頭痛患者のうち４人にひとりは，その予防薬内服加

療の適応であるとも報告されている１３）．また，日常のカ

フェイン摂取が頭痛の誘因となりうる事１４）や，女性では

生理の２日前から生理発来２日目までが緊張型頭痛や片

頭痛の頻度が高く，痛みもつよい傾向にある事が報告さ

れている１５）．大学生に対しては，日常生活における頭痛

コントロールに対する注意を促したり，必要に応じた適

切な内服加療がうけられるよう，医療機関や専門医との

橋渡しも重要である．さらに，比較的若年で発症した片

頭痛では，その程度や性質が家族歴と深く関係する事１６）

も報告されている．これらのエビデンスに基づけば大学

生の健康診断の問診調査の中で，日常の頭痛の有無とそ

の性質や，発症時期，家族歴の有無とその程度を詳しく

聴取するだけで，個人に適切な頭痛対処のアドバイスを

提供するための情報を集める事ができよう．

今回の調査で，「頭痛で日常生活に支障がある」と答

えた学生の９６．１％は，片頭痛，緊張型頭痛，片頭痛＋緊

張型頭痛のいずれかと推定された．これらの学生には，

健康診断の事後指導などの機会を利用して，さっそく詳

細な問診の確認と，必要に応じた生活指導や医療機関へ

の紹介などを実施すべきと反省させられた．大学生は，

社会へ出る前の最後の健康教育の機会でもある．頭痛に

対する適切な健康教育指導は在学中のみの健康維持では

なく，生涯の健康増進につながる事を考案した．これは，

学生ひとりひとりの生涯のQOL向上につながることで

ある．今回の調査により，「大学生の頭痛に対する健康

教育」の重要性が示唆され，今後の対応が喫緊の課題で

あると考えられた．
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�．はじめに

今日，児童生徒の体格は向上しているものの，「体

力・運動能力の低下や子どもの体が危ない」と言われて

から長い年月が経過した．体力・運動能力の低下につい

ては，１９６４年から文部科学省が毎年実施している体力・

運動能力調査からも指摘されているところである１）２）．ま

た，「子どもの体のおかしさ」については，正木らが行っ

た１９７８年から２５年間の子どもの体の変化に対する実態調

査や教育現場での実感調査の報告がある３）．教育現場で

の実感調査によると，高等学校の場合，１９７８年当時は

「腰痛・背中ぐにゃ・朝礼でパタン」が最近増えている

と実感されていた上位項目であり，１９９０年以降の１位は

アレルギーが続いている．この調査と時を同じくして学

校保健に携わってきたものとしては，それら以外にケガ

の側面からも「子どもの体のおかしさ」を感じていた．

１９９０年ころからケガの増加が気になり始め，近年はケガ

の発生状況に「おかしさ」を感じるようになり，この背

アンケート調査による高校生の受傷発生に関する一考察
（第一報）
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A Survey by Questionnaire of the Factors that Cause Injury in Senior High School Students
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A survey was carried out by questionnaire in order to find out the factors which affect injury. The first

subject group of３９４male students and２７１ female students between the first to third grades of T Senior

High School of Sapporo were divided to two groups: injury and no―injury, and feeling of fatigue, frequency of

sports and life style were compared. The second subject group was３９male students and３４female students

who have sustained injuries under the supervision of the school administration and applied to the National

Agency for the Advancement of Sports and Health. The cases, trends in behavior and situations in mind and

body at injury were considered and the following observations were found.

１）With regards to the psychosomatic conditions, which lead to injuries, there is a relationship between psy-

chosomatic fatigue and the occurrence of injuries, where“psychosomatic fatigue”undetected in elemen-

tary school children’s study.

２）A trend in behavior, where a“desire to be defiant”and a“rough attitude”that brings about an“impa-

tient demeanor”, has an influence on the students succumbing to injury.

３）A sense of the need to exercise was significantly higher in the students who had succumbed to injuries

than in the students who hadn’t and the frequency of exercise was also greater. On the other hand, a

persistent feeling of fatigue was significantly higher and a feeling of satisfaction toward their lifestyle was

significantly lower in the students who had succumbed to injury, resulting in a low QOL.

４）From these observations it can be suggested that the psychosomatic and behavioral conditions, which

lead to injury, overall satisfaction with quality of life and fatigue has an influence on students succumbing

to injury.

Key words：senior high school, injury, quality of life, psychosomatic fatigue, health administra-

tion
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景にはどんなことがあるのか，実態を把握する必要性が

あると感じた．

また，安全教育の面では，須藤が事故災害発生要因を

「人間の行動」「心身の状態」「服装」「環境」の四つに

大別し「潜在危険論」として提唱しており４），学校教育

における生徒にとっての最も身近な災害は「受傷」であ

る．心身ともに成長過程にある児童生徒にとっての受傷

は，行動範囲の制限や学習能率の低下，精神的不安定を

招くことが推察され，QOLの低下が危惧されるところ

でもあることから，「受傷」を健康課題のひとつとして

捉え，その成立に影響を与えている要素を探ることは，

児童生徒に対する健康教育として貢献できることである

と考えた．

そこで，本研究では高校生を対象として具体的発生要

因を分析したうえで，受傷に影響を与えていると予測さ

れる要素としてライフスタイル，健康管理等の状況，セ

ルフエスティーム，体型，体力等の面から，受傷成立の

構成要素を検討することを目的とした．今回は第一報と

して，ライフスタイル，健康管理等の状況の側面から検

討したことを報告する．

�．研究方法

１．研究対象

第一次調査は，札幌市内Ｔ高校の１年から３年までの

全生徒８７３人（男子４３８人，女子４３５人）に対して２００６年

９月第３週から末日までに，学級担任の指導の下，無記

名式の質問紙を用いた．身長，体重等不備なものを除き

有効回答が得られた男子３９４人，女子２７１人，合計６６５人

（７６．２％）を第一次調査対象とした．さらに，ケガの定

義を外傷による打撲，捻挫，骨折，切り傷等で医療機関

の治療を受けたものとして，高校入学後，学校管理下お

よび管理下外を含めて医療機関で治療を受けるケガを

負ったものを「受傷群」，それ以外を「非受傷群」と分

類した．受傷群は男子１６９人，女子９９人，非受傷群は男

子２２５人，女子１７２人である．

第二次調査は，同校において２００７年４月～１１月までに

学校管理下で負傷し，日本スポーツ振興センターに申請

をした８３人に対して，直接，調査の目的と方法を説明し

協力を求めたうえで，２００７年１１月中旬２日間で質問紙を

氏名記載の封筒により回収した．第二次調査対象者は，

１年２７人，２年２５人，３年２１人であり，男子３９人，女子

３４人，合計７３人（８８％），以下「追跡受傷群」と呼ぶこ

ととする．

２．質問紙の構成

第一次調査質問紙の構成は，「受傷に関する項目」「ラ

イフスタイルに関する項目」「疲労・運動・健康管理に

関する項目」「セルフエスティームに関する項目」とした．

「受傷に関する項目」では，�受傷の有無および西種

子田らによる「学校管理下における事故の分析的研究」５）

を参考に�受傷の直接的行動を「物とぶつかる，着地に

失敗し転ぶまたは倒れる」など１７項目（表１参照），�

受傷時の心身の状態を「集中できなかった，夢中になっ

ていた」など１１項目（表２参照），�受傷時の行動の状

況を「荒っぽかった，冒険的だった」など１０項目を取り

上げ設問した．

「ライフスタイルに関する項目」では，食事の摂取頻

度，睡眠時間等９項目に対して，それぞれ回答選択肢か

らひとつ回答させた．

「疲労・運動・健康管理に関する項目」では，疲れが

翌日まで残っていると感じるか，定期的な運動の頻度等

８項目に対して，それぞれ回答選択肢からひとつ回答さ

せた．

第二次調査質問紙では，上記第一次調査の質問項目に

加えて「小学校から現在までの受傷回数」「受傷時のめ

がねやコンタクトレンズの使用の有無」「外遊びをする

ほうであったか」「朝起きたとき，すっきり目覚めるか」

などを質問した．

３．検定方法

検定方法は，SPSS８．０J for Windowsを用い，χ２検定，

ｔ検定，一元配置分散分析，二元配置分散分析の統計的

処理を行いｐ＜０．０５を有意差ありとした．

�．調査結果

１．分析対象者および受傷群の周辺状況

第一次調査対象者の身体的特徴は，健康診断測定値か

ら全国平均値内（±０．５SD）であり，調査結果に重大な

影響を及ぼす疾患を有するものはいなかった．部活動加

入状況は，運動部４２．１％，文化部２２．８％，未加入３５．１％

であり，男子の半数は運動部加入者，女子の４割が文化

部加入者であった．また，受傷群，非受傷群の間で性差

は見られなかった．

第二次調査対象者の身体的特徴は，第一次調査同様に

調査結果に重大な影響を及ぼす疾患を有するものはいな

かった．

２．受傷に至る直接的行動・心身の状況および受傷時の

行動状況

第一次調査から男女別で受傷の場合を比較すると，男

子では部活動３９．７％，授業中２０．１％，学校行事及び家庭

１１．４％の順に多く，女子では授業中３３．３％，部活動

２５．８％，登下校時２２％の順で多く見られ，男女間に有意

差が見られた（ｐ＜０．００１）（図１）．男女を比較すると，

男子では部活動，休み時間における受傷が女子より有意

に比率が大きく，女子では登下校時，授業中の受傷が男

子より有意に比率が大きかった．

受傷に至る直接的行動は，設問１７項目を�ぶつかる行

動�捻る，転倒行動�手に関わる行動�切る，はさむ行

動と大きく４つに区分し検討したところ，「捻る，転倒

行動」が第一次調査，第二次調査ともに最も多くみられ

た（表１）．また，第一次調査では，自転車によるもの

が女子では１６．２％でみられ，男子の７．７％であるのに対

２７１佐藤ほか：アンケート調査による高校生の受傷発生に関する一考察（第一報）



して約２倍を示し，女子の登下校時の受傷の比率が大き

いことと合致した．

受傷に至る心身状況を第一次調査から見ると，「夢中

だった（２６．７％），心身の疲労（１７．８％），注意散漫

（１２．５％）」が上位であった（表２）．夢中であったとい

う積極的な状態は３割程度で，その他は消極的な状態を

示している．性別では，「異常に興奮していた」は男子

１０．７％，女子４．０％で，男子に多い傾向が見られた．ま

た，女子に多い傾向が見られた項目は「焦りやあがりが

あった（男子７．１％，女子１４．１％）」「物思いにふけって

いた（男子４．７％，女子８．１％）」「ぼんやりしていた（男

子６．５％，女子９．１％）」であった．

受傷時の行動状況は，「荒っぽかった（２０．５％）焦り

やあがりがあった（１７．８％），冒険的だった（１２．９％），

高度な技術への挑戦（１２．５％）」が上位であった．

３．ライフスタイルおよび健康管理等の項目

１）ライフスタイルに関する項目

第一次調査から一日の平均睡眠時間は，受傷群と非受

傷群ともに６時間以上８時間未満が最も多く，受傷群と

非受傷群の間に睡眠時間の有意差は見られなかった．ま

た，第二次調査で行なった寝起きの状況（覚醒水準）に

ついては，「すっきり目が覚めることが多い」と回答し

図１ 男女別受傷の場合

表１ 受傷に至る直接行動 （複数回答）単位：件数（％）

分 類
第１次調査（ｎ：男子１６９，女子９９） 第２次調査

（ｎ：男子３９，女子３４）

先行研究

（小学校高学年）男子 女子 計

ぶ つ か る 行 動
物とぶつかる ３２ ２２ ５４

１０７（２３．９）
１９

３６（３３．６）
３７

９０（２０．５）
人とぶつかる ４６ ７ ５３ １７ ５３

捻る，転倒行動

着 地 失 敗 ３０ １４ ４４

１９８（４４．３）

１６

４９（４５．８）

４４

１４５（３３．１）

つ ま ず く １８ ９ ２７ １３ ２４

捻 っ た ４２ １７ ５９ １０ ２６

足 が す べ る ８ １２ ２０ ３ １２

踏 み 外 す ４ ４ ８ ０ ３

飛 び 降 り る １ ０ １ ２ １

バランスを失う ７ ３ １０ ２ ３５

自 転 車 １３ １６ ２９ ３ ０

手に関わる行動

手 が す べ る １ ２ ３

６６（１４．８）

１

１０（９．３）

９

９（２２．４）手 の つ き 方 ８ １ ９ ０ １１

受 け 損 な い ３５ １９ ５４ ９ ７８

切る，はさむ行動

切 る ８ ３ １１

２２（４．９）

０

２（１．９）

９

４５（１０．３）は さ む ２ １ ３ ２ １９

何かに絡まる ７ １ ８ ０ １７

そ の 他 そ の 他 ２９ ２５ ５４ ５４（１２．１） １０ １０（９．３） ６０ ６０（１３．７）

合 計 ２９１ １５６ ４４７ ４４７ １０７ １０７ ４３８ ４３８
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たものは４．２％であり，全国の高校生が１３．２％を示した

のに比較して低い傾向が見られた６）．

食習慣に関しては，受傷群と非受傷群の間で，朝食・

昼食・夕食・夜食・間食摂取頻度における有意差は見ら

れなかったものの，受傷群では，朝食摂取頻度が低いも

のと夜食摂取頻度の高いものが多い傾向が見られた．

２）疲労・運動・健康管理に関する項目

第一次調査から疲労の残存感については，翌日まで疲

労が残っていると「とても感じるもの」が受傷群４２％，

非受傷群２７．８％にみられ，受傷群の方が非受傷群より有

意に高率であり，「あまり感じない」ものは受傷群１０．３％，

非受傷群１７．６％にみられ，非受傷群の方が受傷群より有

意に高率であった（ｐ＜０．００１）（表３）．また，第二次

調査である追跡受傷群も疲労の残存感が高率であり，

「疲労を感じる要因」を設問したところ，すっきり目が

覚めない（４６．９％），体がだるい（４０．６％）の回答が多

かった．

運動の必要性に関しては，運動の必要性を「とても感

じる」と回答したものは，受傷群６３．７％，非受傷群

４６．２％にみられ，受傷群の方が非受傷群より有意に高率

表２ 受傷に至る心身の状況 （複数回答）単位：件数（％）

分 類
第１次調査段（ｎ：男子１６９，女子９９） 第２次調査

（ｎ：男子３９，女子３４）

先行研究

（小学校高学年）男子 女子 計

行動的積極性
夢中になっていた ６２ ３４ ９６

１１８（３２．８）
４１

４３（５３．８）
２１４

２８５（６７．２）
異 常 に 興 奮 １８ ４ ２２ ２ ７１

精神的消極性

集中できなかった １２ ２ １４

１３２（３６．７）

１

２５（３１．３）

５５

１１５（２７．１）

注 意 散 漫 ３０ １５ ４５ ８ ４３

物思いにふけっていた ８ ８ １６ １ ２

ぼんやりしていた １１ ９ ２０ ７ ３

焦 り や あ が り １２ １４ ２６ ６ １０

不 安 や 恐 怖 ６ ５ １１ ２ ２

心身の疲労性
心 身 の 疲 労 ４２ ２２ ６４

７３（２０．３）
１１

１１（１３．８）
２

３（０．７）
眠 か っ た ４ ５ ９ ０ １

そ の 他 そ の 他 ２２ １５ ３７ ３７（１０．３） １ １（１．３） ２１ ２１（５．０）

合 計 ２２７ １３３ ３６０ ３６０ ８０ ８０ ４２４ ４２４

表３ 群別の疲労・運動の必要性・運動頻度・ライフスタイル満足度 単位：人，（％）

区 分
疲 労 の

残 存 感

運 動 の

必 要 性
運動の頻度

ライフスタ

イル満足度

受 傷 群

とても感じる １１０（４２．０） １６７（６３．７） 週 ３ ～ ４ 回 １２２（４６．４） 不 満 ３４（１２．９）

少 し 感 じ る １１８（４５．０） ７１（２７．１） 週 １ ～ ２ 回 ７９（３０．０） やや不満 １２１（４６．０）

あまり感じない ２７（１０．３） １７（６．５） 月 １ ～ ２ 回 ２１（８．０） まあ満足 ８３（３１．６）

全く感じない ７（２．７） ７（２．７） ほとんどしない ４１（１５．６） 満 足 ２５（９．５）

非 受 傷 群

とても感じる １０９（２７．８） １８２（４６．２） 週 ３ ～ ４ 回 １２４（３１．６） 不 満 ４１（１０．５）

少 し 感 じ る ２０７（５２．８） １６０（４０．８） 週 １ ～ ２ 回 １２７（３２．４） やや不満 １３６（３４．７）

あまり感じない ６９（１７．６） ４２（１０．７） 月 １ ～ ２ 回 ３９（９．９） まあ満足 １８９（４８．２）

全く感じない ７（１．８） ８（２．０） ほとんどしない １０２（２６．０） 満 足 ２６（６．６）

χ２ 検 定 ｐ＝０．０００５ ｐ＝０．０００１ ｐ＝０．０００５ ｐ＝０．０００４

追跡受傷群

とても感じる ２２（３１．０） ４８（６８．６） 週 ３ ～ ４ 回 ４３（６０．６） 不 満 ８（１１．３）

少 し 感 じ る １４１（５７．７） ８（１１．４） 週 １ ～ ２ 回 ９（１２．７） やや不満 ２６（３６．６）

あまり感じない ６（８．５） ３（４．３） 月 １ ～ ２ 回 ４（５．６） まあ満足 ３３（４６．５）

全く感じない ２（２．８） １（１．４） ほとんどしない １５（２１．１） 満 足 ４（５．６）

２７３佐藤ほか：アンケート調査による高校生の受傷発生に関する一考察（第一報）



であり，「少し感じる」ものは，受傷群２７．１％，非受傷

群４０．８％にみられ，非受傷群の方が有意に高率であった

（ｐ＜０．００１）（表３）．追跡受傷群でも「とても感じる」

と回答したものが６８．６％にみられており，いずれも運動

の必要を感じていることがわかる．

運動の頻度に関しては，運動を「週３～４回する」と

回答したものは，受傷群４６．４％，非受傷群３１．６％と受傷

群が高率であったのに比べ，「ほとんどしない」と回答

したものは受傷群１５．６％，非受傷群２６．０％と非受傷群が

有意に高率であった（ｐ＜０．００１）（表３）．

ライフスタイル満足度に関しては，自分のライフスタ

イルに関して「満足している」「まあ満足している」と

回答したものは，受傷群４１．１％，非受傷群５４．８％にみら

れ，非受傷群の方が受傷群より有意に高率であった

（ｐ＜０．００１）（表３）．受傷群と非受傷群を比較すると，

「やや不満」と回答したものの比率が受傷群で有意に高

く，「まあ満足」と回答したものの比率は非受傷群の方

が有意に高くみられ，非受傷群の方が自分のライフスタ

イルに満足していることがわかった．また，追跡受傷群

で「不満・やや不満」と回答したものに対してライフス

タイル不満要因と改善希望項目を「食生活・睡眠時間・

学習・部活動・余暇の過ごし方・その他」から選択させ

たところ，不満要因は睡眠時間，学習がともに３６．４％で

上位であった．改善希望項目では学習４８．３％についで，

睡眠時間および余暇の過ごし方が１６．７％であった．

なお，休息のとり具合，ライフスタイル改善希望，健

康に対する自己評価，健康管理意識では，受傷群，非受

傷群の間で有意差は見られなかった．

�．考 察

１．受傷に至る直接的行動・心身の状況および受傷時の

行動における特徴的要素

受傷に至る直接的行動１７項目から�ぶつかる行動�捻

る，転倒行動�手に関わる行動�切る，はさむ行動と大

きく４つに区分すると，「捻る，転倒行動」は，本研究

の第１次調査，第２次調査，および西種田らの研究５），

ともに最も多くみられる直接的行動であり大きな相違は

見られなかった．調査校が２００６年度に日本スポーツ振興

センターへの申請したものから，負傷の種類別発生割合

を見ると，捻挫３８．１％，挫傷・打撲２８．６％，骨折２０．０％

が上位を占めており，今回の調査と同様の結果であった．

また，日本スポーツ振興センター発行の統計資料から全

国の状況を見ると，一位は挫傷・打撲３２．４％であり，続

いて捻挫２６．５％，骨折２５．９％となっていた７）．

受傷に至った心身の状況は，「夢中になっていた，異

常な興奮があった」は『行動的積極性』を示していると

考えられ，「集中できなかった，注意散漫，物思いにふ

けって，ぼんやりして，不安や恐怖」は『精神的消極性』

を示していると考えられた．また，「心身の疲労，眠

かった」は『心身の疲労性』を示していると言える．し

たがって，心身の状況１１項目を�行動的積極性�精神的

消極性�心身の疲労性の３つに区分すると，第１次調査

においては，行動的積極性に比べ精神的消極性の方がや

や多く見られるが，第２次調査および西種田らの研究５）

においては精神的消極性に比べ行動的積極性が高いとい

う結果であった．行動的積極性が高いと言うことは，夢

中になって周りの状況判断力が低下していると解釈でき，

受傷に対する影響が考えられる．また，第１次調査で行

動的積極性はやや低かったものの，心身の疲労性につい

ては，西種田らの研究５）の小学生高学年ではほとんど見

られなかったのに対し，本調査で見られることから，高

校生においては心身の疲労が受傷に影響を与えているこ

とが示唆された．

受傷時の行動状況で，「荒っぽい，冒険的であった」

は『粗暴な態度』として捉え，「好奇心，高度な技術へ

の挑戦」は『挑戦意欲』として，「ルール違反，自己流，

誤解や錯覚があった」などは『違反・認識不良』として，

また，焦りやあがりについての項目は『焦りやあがりの

気持ち』として捉えた．第１次調査では，『粗暴な態度』

３３．３％，『焦りやあがりの気持ち』１７．８％，『挑戦意欲』

１７．５％，第２次調査では『粗暴な態度』２４．７％，『挑戦

意欲』２４．７％『焦りやあがりの気持ち』１８．５％が上位で

あったが，西種田らの研究５）の小学生では，『挑戦意欲』

３３．０％，『粗暴な態度』２８．６％に続いて『違反・認識不

良』が２２．４％見られた．これらのことから，小学生は，

「冒険的態度」をもって「自己流」で「高度な技術への

挑戦をする」といった行動状況が受傷への影響を与えて

いると考えられ，一方，高校生では，「粗暴な態度」を

もった「挑戦意欲」が「焦りやあがりの気持ち」を惹起

するといった行動状況が受傷に影響を与えていると推察

できた．

２．受傷とライフスタイルおよび健康管理等の項目との

関連

近年，子どもの生活習慣を見直そうという取り組みが，

学校，地域社会，行政が連携し行なわれている．生活習

慣は，疲労度や精神的健康度に影響を与えていることは

多方面から指摘されているところである８－１１）．そこで，

生活習慣は受傷との関連も存在するのではないかという

仮説から，睡眠時間，食習慣，健康管理意識について着

目した．

楠本らの報告によると，負傷多発生徒の睡眠時間，通

学時間，通塾に関して有意差は認められなかったが，負

傷多発生徒は「夜勤・精神疲労型」の疲労を有し，注意

集中の困難さと睡眠時間に相関が見られたと報告してい

る１２）１３）．本研究では，睡眠時間に関して，楠本らと同様

に受傷群と非受傷群の間に有意差は見られなかった．

次に，朝食，昼食，夕食，間食，夜食の摂取頻度につ

いて有意差は見られなかったが，その要因としては，全

国調査結果と比較して本調査校の基本的食習慣は良好で

あったことが考えられた．

２７４ 学校保健研究 Jpn J School Health５０；２００８



健康管理等の項目とした疲労の残存感については，前

述したとおり「とても感じる」ものが受傷群の方が非受

傷群より有意に多く，「あまり感じない」ものは非受傷

群の方が受傷群より有意に多かったことから，疲労は受

傷の要因になると考えられた．これは，受傷に至る心身

の状況とする「心身の疲労性」と一致するところである．

また，追跡受傷群においても，「あまり感じない」とす

るものは８．５％と低い傾向が見られ，第１次調査の結果

と一致した．さらに，追跡調査群で「とても感じる，少

し感じる」と回答したものに，どんなときに感じるかを

質問したところ，「すっきり目が覚めない」４６．９％，「か

らだがだるい」４０．６％みられ，これらのことから，受傷

と疲労，覚醒水準との関連が示唆された．

運動の必要性については，受傷群の方が非受傷群より

肯定的な回答で，追跡受傷群においても，運動の必要性

に対して６８．６％が肯定的な回答をしている．また，運動

頻度も週３～４回が受傷群の方が非受傷群より有意に多

く，追跡受傷群でも６０．６％に見られた．さらに，運動の

必要性に対する意識と運動の頻度の関係を見ると，週

３～４回運動をしているものが運動の必要性を「とても

感じる」と意識している割合は第１次受傷群では５５．７％，

第１次非受傷群４０．７％，追跡受傷群６７．３％とどの群にお

いても，運動頻度が高いものは運動の必要性を高く感じ

ている傾向であった．このことから，運動の頻度が高い

ものは運動の必要性に対して肯定的であり，また，運動

の必要性に肯定感をもっているものは，運動の回数も多

いことが伺えた．

ライフスタイル満足度については，「不満，やや不満」

と回答したものが，受傷群の方が非受傷群より有意に多

く，受傷群のライフスタイル満足度の低さがみられた．

このことから，自分のライフスタイルに対する不満感が，

受傷に影響を与えている要因のひとつではないかと考え

られた．そこで，不満を感じている要因は何であるかを

追跡受傷群の調査において検討したところ，睡眠時間

３６．４％，学習の面３６．４％が同率であり，続いて余暇の過

ごし方１２．１％であった．しかし，同様の設問項目内容で

ライフスタイル改善希望項目を質問したところ，学習の

面が４８．３％と高率を示し，睡眠時間は１６．７％と減少した．

このことから，現実としては睡眠時間に不満を持ってい

ながら，学習面に対する関心が優位になり，睡眠不足は

解消されないままという構図が見えてくる．これらのこ

とから，高校生にとって，生活の中心である学習面，睡

眠時間の不良が自身のライフスタイル満足度に関与し，

受傷発生要素としても影響を及ぼしていると考えられた．

�．結 論

受傷に影響する因子を解明する目的で，札幌市内Ｔ高

校の１年から３年までの男子３９４人，女子２７１人を第１次

対象として，アンケート調査を行い，受傷群と非受傷群

の疲労感・運動頻度・ライフスタイル満足度を比較した．

また第２次対象として学校管理下で負傷し，日本スポー

ツ振興センターに申請をした男子３９人，女子３４人を追加

し，受傷の場合・受傷に至る直接行動や心身の状況を検

討した結果，以下の知見を得た．

１）受傷に至る心身の状況では，小学生では見られな

かった「心身の疲労性」が高校生で出現し，心身の疲

労が受傷に関連していることが示唆された．

２）「粗暴な態度」をもった「挑戦意欲」が「焦りやあ

がりの気持ち」を惹起するといった行動傾向が，受傷

に影響を与えていると推察できた．

３）非受傷群より受傷群の方に運動の必要性に対する意

識が有意に高く，運動頻度も多いという望ましい行動

面が見られた反面，疲労の残存感が有意に高く，ライ

フスタイルに対する満足度は有意に低いというQOL

の低さが見られた．

４）これらから，受傷に至る心身および行動の状況，生

活全般の満足度と疲労が受傷に影響を与えていること

が示唆された．

近年の児童生徒の生活が夜型化していることや，塾，

講習，部活動と多忙であることは，慢性的疲労を惹起し

ており，心身に与える影響を危惧するところである．受

傷が児童生徒に与える影響は，学習能率の低下ばかりで

なく，さまざまな要素が絡み合い精神的不安感や抑うつ

傾向を引き起こすことも少なくない．これらを念頭に置

き，今回の報告を第一報とし，今後，受傷とセルフエス

ティーム，体力との関連性は第二報とさせていただきた

い．
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http:／／www.naash.go.jp／kenkou／kouhou／２００６／０６０１.html

＃０４. Accessed Dec,２９,２００７

８）富田勤，伊藤明香，東海林麻美ほか：高校生における精

神的健康度とライフスタイルとの関連．北海道教育大学紀

２７５佐藤ほか：アンケート調査による高校生の受傷発生に関する一考察（第一報）



要，自然科学編 ５１�：７３―８４，２００１

９）門田新一郎：高校生の疲労自覚症状と生活意識・行動と

の関連について．学校保健研究 ３２：２３９―２４７，１９９０

１０）高倉実：大学生の蓄積的疲労徴候と生活の質，健康習慣，

生活条件の関連について．学校保健研究 ３４：２７２―２７９，

１９９２

１１）荒川雅志，田中秀樹，白川修一郎ほか：中学生の睡眠・

生活習慣と夜型化の影響．学校保健研究 ４３：３８８―３９８，

２００１

１２）楠本久美子，柳井 勉：高校生の疲労と外傷発生との関

係について―附属高校生の疲労調査による外傷発生予防に

ついて―．学校保健研究 ３８：４７３―４８０，１９９６

１３）楠本久美子：疲労調査・優勢脳波測定による附属高校生

の外傷発生の原因調査について．学校保健研究 ３９：４３８―

４４５，１９９７

（受付 ０８．０４．１７ 受理 ０８．０７．１８）

連絡先：〒００６―００２６ 札幌市手稲区稲本町６―４―１―１

北海道札幌稲雲高等学校（佐藤）

２７６ 学校保健研究 Jpn J School Health５０；２００８



会 報 平成１９年度 第７回日本学校保健学会理事会議事録

日 時：平成２０年３月２２日（土）１１：００～１５：２０

場 所：東京都渋谷区広尾４―３―１ 聖心女子大学マリアンホール内・ブルーパーラー

出席者：實成文彦（理事長）・植田誠治・瀧澤利行・松本健治・宮下和久（常任理事）・市村國夫・数見隆生・鎌田尚

子・後藤ひとみ・小林正子・笹嶋由美・佐藤 理・佐藤祐造・鈴江 毅・高倉 実・高橋浩之・友定保博・

野津有司・三木とみ子・宮尾 克・村松常司・森岡郁晴・門田新一郎・山本万喜雄・横田正義（理事）・出

井美智子（監事）

委任状提出者：大澤清二・岡田加奈子・野村良和・渡邉正樹

理事長挨拶：会議に先立ち，實成理事長より挨拶があった．

議事録の確認：第５回，第６回両議事録とも，確認の上，了承された．

今回議事録署名人の指名：後藤ひとみ，小林正子

１．審議事項

� 委員会設置規定及び各委員会規定の制定ならびに改正について

資料３，資料４にもとづき，宮下法・制度検討委員会委員長より委員会設置規定及び各委員会規定の制定なら

びに改正案について，経過報告と提案があった．今後，法・制度検討委員会ならびに各委員会において検討・点

検した上で，次回理事会で最終案として諮りたい旨の提案があった．また，本則である学会会則の整備の必要性

について指摘があり，今後，法・制度検討委員会において見直し，検討していくこととなった．また，理事長よ

り，倫理委員会の設置についても検討する必要があることが確認された．あわせて佐藤（祐）学会誌編集委員会

委員長より，副委員長の村松理事が一身上の都合により辞任を申し出たため，副委員長を再度選出したいとの報

告があった．

� 「学校保健研究」の表紙変更に伴う家政教育社との協議について

資料５にもとづいて，学校保健研究の表紙変更に伴う家政教育社との協議の結果について植田常任理事より説

明があった．表紙デザインの変更については家政教育社と合意し，第５０巻１号（２００８年４月発行）より変更する

こととなった．

� 学校保健法の一部改正案について

宮下法・制度検討委員会委員長より議題提出の経緯について説明があったのち，友定理事より資料６，資料Ａ，

Ｂにもとづき，中央教育審議会答申「子どもの心身の健康を守り，安全・安心を確保するために学校全体として

の取り組みを進めるための方策について」（平成２０年１月１７日），および「学校保健法」の一部改正案の動向につ

いての説明があり，今後の学会としての対応について議論がなされた．法・制度検討委員会を中心に今後の取り

組みについて検討していくことになった．

� 「教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令」案及び「免許状更新講習規則」案に関するパブリックコメ

ントについて

資料７にもとづき，上記パブリックコメントについて宮下法・制度検討委員会委員長より説明があり，数人の

理事よりそれぞれの大学の取り組み状況について情報提供があった．免許状更新講習における学校保健の位置づ

け，本学会の取り組みについて今後の検討課題とすることが確認された．

� 健康・スポーツ科学関連学術連合ならびに公衆衛生関連学会協会連絡協議会への加入について

資料８，９にもとづき，理事長より説明があり，健康・スポーツ科学関連学術連合への加入が了承された．ま

た，今後，公衆衛生関連学会協会連絡協議会の加入についての問い合わせが来る旨説明があり，その場合の加入

についても了承された．また，日本学術会議第二部（生命科学）より「脱タバコ社会の実現に向けて」との要望

書が提出された旨の報告があった．

� 日本学校保健学会賞ならびに日本学校保健学会奨励賞の選考について

資料９９にもとづき，瀧澤常任理事より平成２０年度日本学校保健学会賞（学会賞ならびに学会奨励賞）の選考に

ついて，次回の理事会日程にあわせて選考期日を設定し，選考委員会に依頼したいとの説明があり，了承された．

� 名誉会員の推薦について

瀧澤常任理事より，各地区代表理事が該当者を確認し，必要書類を添えて候補者を推薦するよう，依頼があった．

	 第５５回日本学校保健学会総会（平成２０年度 名古屋）について

２７７学校保健研究 Jpn J School Health５０；２００８



年次学会長の村松理事より，順調に準備が進んでいることと，シンポジウムにいくつかの変更点があることに

ついて説明があり，了承された．


 第５６回日本学校保健学会総会（平成２１年度 沖縄）について

次年度学会長の高倉理事より，期日および場所が確定し，１１月２７～２９日に沖縄県立看護大学において開催予定

であるとの説明があり，了承された．

� 第５７回日本学校保健学会会長の推薦について

理事長より，関東ブロックで開催予定であることと，地区代表の鎌田理事が次回理事会を目途に調整を進める

ことが確認され，了承された．

２．報告事項

� 委員会関係

１）法・制度検討委員会

・第１回委員会開催，宮尾副委員長選出について報告された．

・中央教育審議会スポーツ・青少年分科会「学校健康・安全部会」パブリックコメントに関する意見について，

学会誌に掲載するとともに，学会としての取り組み等についても合意事項については積極的に発信していき

たい旨報告があった．

２）学術委員会

・第１回委員会開催，門田副委員長選出について報告された．

・平成２０年度の学会共同研究について，第５０巻１号に募集案内を掲載し，６月末日を目途に採択課題の決定を

学術委員会にて行う旨報告があった．

３）学会誌編集委員会

・学会誌編集委員会の体制，巻頭言・編集後記の執筆担当者の決定，特集のテーマ案，論文査読体制の整備，

東郷正美先生の追悼文の掲載予定について報告された．

４）国際交流検討委員会

・委員会開催予定について報告された．

� 会務処理関係

１）庶務担当常任理事

・理事会の運営方法について確認および依頼があった．

２）広報・出版担当常任理事

・ホームページの状況と検討点について，学校保健の発展に寄与する有益な情報があれば随時掲載していくの

で情報提供をお願いしたいとの依頼があった．

３）渉外担当常任理事（資料提供）

・健やか親子２１・第４課題グループ及び住民参画と保健福祉の協働による子育て機能の向上・普及・評価に関

する研究班合同会議（意見交換会）に参加したとの報告があった．

・「第８回子どもの防煙研究会」への後援について依頼があり，了承された．

・「タバコのない学校」推進プロジェクトの担当者について，担当は渉外担当常任理事であるが，予算措置と

しては総務担当常任理事であることが確認された．

� 事務局

・資料１２のとおり，日本学術会議より公益法人に関するアンケートについて依頼があり，回答した旨報告された．

また理事長より，本事項について，法・制度検討委員会において情報収集するよう依頼された．

次回理事会および委員会の日程について

平成２０年７月５日（土）１１時より，聖心女子大学にて開催することとなった．

以 上

２７８ 学校保健研究 Jpn J School Health５０；２００８



会 報 第５５回日本学校保健学会開催のご案内（第５報）
年次学会長 村松 常司（愛知教育大学）
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２８０ 学校保健研究 Jpn J School Health５０；２００８



２８１学校保健研究 Jpn J School Health５０；２００８



２８２ 学校保健研究 Jpn J School Health５０；２００８



２８３学校保健研究 Jpn J School Health５０；２００８



２８４ 学校保健研究 Jpn J School Health５０；２００８



２８５学校保健研究 Jpn J School Health５０；２００８



２８６ 学校保健研究 Jpn J School Health５０；２００８



２８７学校保健研究 Jpn J School Health５０；２００８



２８８ 学校保健研究 Jpn J School Health５０；２００８



２８９学校保健研究 Jpn J School Health５０；２００８



２９０ 学校保健研究 Jpn J School Health５０；２００８



２９１学校保健研究 Jpn J School Health５０；２００８



２９２ 学校保健研究 Jpn J School Health５０；２００８



２９３学校保健研究 Jpn J School Health５０；２００８



２９４ 学校保健研究 Jpn J School Health５０；２００８



２９５学校保健研究 Jpn J School Health５０；２００８



２９６ 学校保健研究 Jpn J School Health５０；２００８



２９７学校保健研究 Jpn J School Health５０；２００８



２９８ 学校保健研究 Jpn J School Health５０；２００８



２９９学校保健研究 Jpn J School Health５０；２００８



３００ 学校保健研究 Jpn J School Health５０；２００８



３０１学校保健研究 Jpn J School Health５０；２００８



３０２ 学校保健研究 Jpn J School Health５０；２００８



３０３学校保健研究 Jpn J School Health５０；２００８



３０４ 学校保健研究 Jpn J School Health５０；２００８



３０５学校保健研究 Jpn J School Health５０；２００８



３０６ 学校保健研究 Jpn J School Health５０；２００８



３０７学校保健研究 Jpn J School Health５０；２００８



３０８ 学校保健研究 Jpn J School Health５０；２００８



３０９学校保健研究 Jpn J School Health５０；２００８



３１０ 学校保健研究 Jpn J School Health５０；２００８



３１１学校保健研究 Jpn J School Health５０；２００８



３１２ 学校保健研究 Jpn J School Health５０；２００８



３１３学校保健研究 Jpn J School Health５０；２００８



３１４ 学校保健研究 Jpn J School Health５０；２００８



３１５学校保健研究 Jpn J School Health５０；２００８



３１６ 学校保健研究 Jpn J School Health５０；２００８



３１７学校保健研究 Jpn J School Health５０；２００８
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会 報

原稿の種類 内 容

総 説

論 説

原 著

報 告

会 報

会員の声

その他

学校保健に関する研究の総括，文献解題

学校保健に関する理論の構築，展望，提言等

学校保健に関して新しく開発した手法，発見

した事実等の論文

学校保健に関する論文，ケースレポート，

フィールドレポート

学会が会員に知らせるべき記事

学会誌，論文に対する意見など（８００字以内）

学校保健に関する貴重な資料，書評，論文の紹

介等

機関誌「学校保健研究」投稿規定（平成１９年４月１日改正）

１．本誌への投稿者（共著者を含む）は，日本学校保健

学会会員に限る．

２．本誌の領域は，学校保健およびその関連領域とする．

３．原稿は未発表のものに限る．

４．本誌に掲載された原稿の著作権は日本学校保健学会

に帰属する．

５．原稿は，日本学校保健学会倫理綱領を遵守する．

６．本誌に掲載する原稿の種類と内容は，次のように区

分する．

ただし，「論説」，「原著」，「報告」，「会員の声」以

外の原稿は，原則として編集委員会の企画により執筆

依頼した原稿とする．

７．投稿された論文は，専門領域に応じて選ばれた２名

の査読者による査読の後，掲載の可否，掲載順位，種

類の区分は，編集委員会で決定する．

８．原稿は別紙「原稿の様式」にしたがって書くこと．

９．原稿の締切日は特に設定せず，随時投稿を受付ける．

１０．原稿は，正（オリジナル）１部にほかに副（コピー）

２部を添付して投稿すること．

１１．投稿原稿には，査読のための費用として５，０００円の定

額郵便為替（文字等は一切記入しない）を同封して納入

する．

１２．原稿は，下記あてに書留郵便で送付する．

〒１７７―００５１

東京都練馬区関町北２―３４―１２

勝美印刷株式会社 内

「学校保健研究」編集事務局

TEL：０３―５９９１―０５８２ FAX：０３―５９９１―７２３７

その際，投稿者の住所，氏名を書いた返信用封筒

（角２）を３枚同封すること．

１３．同一著者，同一テーマでの投稿は，先行する投稿原

稿が受理されるまでは受付けない．

１４．掲載料は刷り上り６頁以内は学会負担，超過頁分は

著者負担（一頁当たり１３，０００円）とする．

１５．「至急掲載」希望の場合は，投稿時にその旨を記す

こと，「至急掲載」原稿は査読終了までは通常原稿と

同一に扱うが，査読終了後，至急掲載料（５０，０００円）

を振り込みの後，原則として４ヶ月以内に掲載する．

「至急掲載」の場合，掲載料は，全額著者負担となる．

１６．著者校正は１回とする．

１７．審査過程で返却された原稿が，特別な事情なくして

学会発送日より３ヶ月以上返却されないときは，投稿

を取り下げたものとして処理する．

１８．原稿受理日は編集委員会が審査の終了を確認した年

月日をもってする．

原稿の様式

１．原稿は和文または英文とする．和文原稿は原則とし

てMSワードまたは一太郎を用い，Ａ４用紙４０字×３５

行（１４００字）横書きとする．ただし査読を終了した最

終原稿は，CD，フロッピーディスク等をつけて提出

する．

英文はすべてＡ４用紙にダブルスペースでタイプす

る．

２．文章は新仮名づかい，ひら仮名使用とし，句読点，

カッコ（「，『，（，［など）は１字分とする．

３．外国語は活字体を使用し，１字分に半角２文字を収める．

４．数字はすべて算用数字とし，１字分に半角２文字を

収める．

５．図表，写真などは，直ちに印刷できるかたちで別紙

に作成し，挿入箇所を論文原稿中に指定する．

なお，印刷，製版に不適当と認められる図表は書替

えまたは割愛を求めることがある．（専門業者に製作

を依頼したものの必要経費は，著者負担とする）

６．和文原稿には４００語以内の英文抄録と日本語訳，英

文原稿には１，５００字以内の和文抄録をつけ，５つ以内

のキーワード（和文と英文）を添える．これらのない

原稿は受付けない．

英文抄録および英文原稿については，英語に関して

十分な知識を持つ専門家の校正を受けてから投稿する．

７．論文の内容が倫理的考慮を必要とする場合は，研究

方法の項目の中に倫理的配慮をどのように行ったかを

記載する．

８．正（オリジナル）原稿の表紙には，表題，著者名，

所属機関名，代表者の連絡先（以上和英両文），原稿

枚数，表および図の数，希望する原稿の種類，別刷必

要部数を記す．（別刷に関する費用はすべて著者負担

とする）副（コピー）原稿の表紙には，表題，キーワー

ド（以上和英両文）のみとする．

９．文献は引用順に番号をつけて最後に一括し，下記の

形式で記す．本文中にも，「…知られている１）．」また

は，「…２）４），…１―５）」のように文献番号をつける．著

者が４名以上の場合は最初の３名を記し，あとは「ほ

か」（英文ではet al.）とする．

［定期刊行物］ 著者名：表題．雑誌名 巻：頁―頁，発行年
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［単行本］ 著者名（分担執筆者名）：論文名．（編集・監

修者名）．書名，引用頁―頁，発行所，発行地，発

行年

―記載例―

［定期刊行物］

１）高石昌弘：日本学校保健学会５０年の歩みと将来への

期待―運営組織と活動の視点から―．学校保健研究

４６：５―９，２００４

２）川畑徹朗，西岡伸紀，石川哲也ほか：青少年のセル

フエスティームと喫煙，飲酒，薬物乱用行動との関係．

学校保健研究 ４６：６１２―６２７，２００５

３）Hahn EJ, Rayens MK, Rasnake R et al.: School to-

bacco policies in a tobacco―growing state. J Sch

Health７５:２１９―２２５,２００５

［単行本］

４）鎌田尚子：学校保健を推進するしくみ．（高石，出

井編）．学校保健マニュアル，１２９―１３８，南山堂，東京，

２００４

５）Hedin D, Conrad D: The impact of experiential edu-

cation on youth development. In: Kendall JC and As-

sociates, eds. Combining Service and Learning: A Re-

source Book for Community and Public Service. Vol

１,１１９―１２９, National Society for Internships and Ex-

periential Education, Raleigh, NC,１９９０

［インターネット］

６）American Heart Association: Response to cardiac

arrest and selected life―threatening medical emer-

gencies: the medical emergency response plan for

schools. ２００４. Available at: http:／／circ.ahajournals.

org／cgi／reprint／０１. CIR. ００００１０９４８６. ４５５４５. ADv１.

pdf. Accessed April６,２００４
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〈参 考〉

日本学校保健学会倫理綱領
制 定 平成１５年１１月２日

日本学校保健学会は，日本学校保健学会会則第２条の規定に基づき，本倫理綱領を定める．

前 文

日本学校保健学会会員は，教育，研究及び地域活動によって得られた成果を人々の心身の健康及び社会の健全化の

ために用いるよう努め，社会的責任を自覚し，以下の綱領を遵守する．

（責任）

第１条 会員は，学校保健に関する教育，研究及び地域活動に責任を持つ．

（同意）

第２条 会員は，学校保健に関する教育，研究及び地域活動に際して，対象者又は関係者の同意を得た上で行う．

（守秘義務）

第３条 会員は，学校保健に関する教育，研究及び地域活動において，知り得た個人及び団体のプライバシーを守秘

する．

（倫理の遵守）

第４条 会員は，本倫理綱領を遵守する．

２ 会員は，原則としてヒトを対象とする医学研究の倫理的原則（ヘルシンキ宣言）を遵守する．

３ 会員は，原則として疫学研究に関する倫理指針（平成１４年文部科学省・厚生労働省）を遵守する．

４ 会員は，原則として子どもの権利条約を遵守する．

５ 会員は，その他，人権に関わる宣言を尊重する．

（改廃手続）

第５条 本綱領の改廃は，理事会が行う．

附 則 この倫理綱領は，平成１５年１１月２日から施行する．
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お知らせ JKYBライフスキル教育ワークショップ東京２００８

開催要項

主 催：JKYBライフスキル教育研究会関東支部

共 催：JKYBライフスキル教育研究会（代表：川畑徹朗）

後 援：東京都北区教育委員会

日 時：平成２０年１１月２９日（土） 午前９時１５分～ １１月３０日（日） 午後４時４５分

会 場：滝野川会館 TEL０３―３９１０―１６５１

（〒１１４―００２４ 東京都北区西ヶ原１―２３―３）

・JR京浜東北線 上中里駅 東口 徒歩７分

・JR山手線 駒込駅 北口 徒歩１０分

・東京メトロ南北線 西ヶ原駅 徒歩７分

コース：コースは３つ（初参加コース・２回目コース・３回目以上コース）を予定しています．

講 師：神戸大学大学院人間発達環境学研究科教授 川畑 徹朗 先生

兵庫教育大学大学院学校教育研究科教授 西岡 伸紀 先生

大阪市立大学大学院生活科学研究科准教授 春木 敏 先生

�ライオン歯科衛生研究所・主任歯科衛生士 武井 典子 先生

参加費：８，０００円（＊JKYBライフスキル教育研究会会員は，７，０００円）

参加申し込み方法：メールのみの受付となります．

下記の必要事項を記入の上，申し込み先アドレスまで申し込んでください．

・件名の欄に「JKYBワークショップ申し込み」とご入力ください．

必要事項

�氏名（ふりがな）

�所属（勤務先等） 都道府県名からお書きください．

�職種

�連絡先住所

�連絡先電話番号

�連絡先ファックス番号

�連絡先メールアドレス

	希望の参加コース 初参加・２回目・３回目以上のいずれかを明記してください．

＊申し受けた個人情報はワークショップの目的以外には使用しません．

＊「連絡先住所」と「連絡先メールアドレス」はご案内の送付のためのみに使用させていただきます．

お差支えなければご自宅の住所・メールアドレスをご記入ください．

申し込み先 メールアドレス→ tt_jkyb@yahoo.co.jp

問い合わせ先 関東支部事務局 （支部長 並木 茂夫）

TEL & FAX０３―３９０６―８２７７ 携帯０９０―２２３１―３６７８

＊ただし電話はお問い合わせのみで，受付はいたしません．
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お知らせ 岡山大学大学院教育学研究科教員公募について

１．職名・人員：講師または准教授 １人

２．教育研究分野：養護教育実践学

３．担当授業科目

学 部：養護概説，養護活動論�，同�，他

教養教育：健康スポーツ科学，他

修士課程：養護実践学特論�，同演習，課題研究

特別別科：養護概説，養護活動論�，同�，養護実習�

４．応募資格

� 次の各号の一つに該当し，教育・研究上の能力があると認められる者

�ア 博士又は修士の学位を有する者

�イ 専門分野について，�アと同等又はそれ以上の能力があり，優れた知識及び経験を有する者

� 研究業績は，研究著書及び学術論文の合計数が５編以上有ること．

� 養護教諭免許状を有していること．

� 養護教育実践学分野において幅広い教育上の対応ができ，地域の小・中学校等の教育現場に対する指導にも積

極的に関与できる者

� 岡山市内又はその近郊に在住できること．

５．採用予定日：平成２１年４月１日

６．提出書類

� 履歴書（岡山大学教育学部ホームページからダウンロードした所定の書式）

� 教育・研究業績一覧（同上）

・著書，学術論文，その他に分類して記載のこと．

・共著論文については，共著者の氏名，本人の分担などを概要欄に明記のこと．

� 主要な著書，論文の別刷り（コピー可）５編

� これまでの研究概要，将来の研究計画及び養護教諭養成に対する抱負（合わせて１，０００字程度）

７．応募締め切り：平成２０年１２月２日（火）必着

８．応募書類送付先 〒７００―８５３０ 岡山市津島中３―１―１

岡山大学大学院教育学研究科長 高橋香代 宛

（封筒に養護教育実践学教員応募書類在中と朱筆し，必ず書留にて送付のこと）

９．問い合わせ先：〒７００―８５３０ 岡山市津島中３―１―１

岡山大学大学院教育学研究科発達支援学系

門田新一郎教授

（電話）：０８６―２５１―７７０１

（E-mail）：smonden@cc.okayama-u.ac.jp

１０．その他：

� 岡山大学教育学部ホームページ：http:／／www.okayama-u.ac.jp／user／ed／Edu.html

� 面接をお願いする事があります．ただし旅費は支給できませんので御了承ください．

� 提出していただいた書類は，後日返却いたします．
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編 集 後 記

確か大学院生の頃に読んだ論文の書き方に関する本の
中に，「校正恐るべし」という言葉があった．
ひょんなことから，今期の編集委員会では副編集委員
長を務めることになったが，重要な仕事の一つに「念校」
がある．念校とは，文字どおり念のためにやる最後のゲ
ラ校正である．念のためにやるのだから，たいした修正
はあるまいと思うのだが，これがなかなかの仕事である．
中には本当に著者校をやったのかと思うようなものもあ
る．誤字，脱字はもちろんこと，文献が抜け落ちていた
り，統計結果の記載が明らかに間違っていたりするなど，
学術論文としては致命的とも言えるミスさえ見つけるこ
とがある．著者の責任だと言ってしまえばそれまでだが，
こちらとしては「後世」に残る学術論文だから，できる
限りのことはしてあげたいと思って，限られた時間の中

で精一杯やってはいるが，恐らく見落としもあるに違い
ない．
こうしたミスを防ぐには，まずは投稿者が，推敲に推
敲を重ねた完成度の高い論文を投稿しなければなるまい．
そのような投稿論文であれば，査読者の方々も論文の細
部にまで目を通そうという気持ちになられるであろう．
また，幸いにも論文が受理されたら，投稿者は気を緩め
ることなく，「校正恐るべし」と言う言葉を思い出し，
念には念を入れてゲラ校正をしてほしい．
「学校保健研究」をさらに良い機関誌にするために，
投稿者を含む全ての関係者が自分のベストを尽くしてほ
しいと切に願うものである．

（川畑徹朗）

「学校保健研究」編集委員会 EDITORIAL BOARD

編集委員長 Editor―in―Chief
佐藤 祐造（愛知学院大学） Yuzo SATO

編集委員 Associate Editors
石川 哲也（神戸大学） Tetsuya ISHIKAWA
岩田 英樹（金沢大学） Hideki IWATA
大沢 功（愛知学院大学） Isao OHSAWA
鎌田 尚子（女子栄養大学） Hisako KAMATA
川畑 徹朗（神戸大学）（副委員長） Tetsuro KAWABATA（Vice）
高橋 浩之（千葉大学） Hiroyuki TAKAHASHI
土井 豊（東北生活文化大学） Yutaka DOI
中垣 晴男（愛知学院大学） Haruo NAKAGAKI
野津 有司（筑波大学） Yuji NOZU
村松 常司（愛知教育大学） Tsuneji MURAMATSU
守山 正樹（福岡大学） Masaki MORIYAMA
門田新一郎（岡山大学） Shinichiro MONDEN
横田 正義（北海道教育大学旭川校） Masayoshi YOKOTA

編集事務担当 Editorial Staff
竹内 留美 Rumi TAKEUCHI

【原稿投稿先】「学校保健研究」事務局 〒１７７―００５１東京都練馬区関町北２―３４―１２
勝美印刷株式会社 情報センター内

電話０３―５９９１―０５８２

学校保健研究 第５０巻 第４号 ２００８年１０月２０日発行

Japanese Journal of School Health Vol.５０ No. ４ （会員頒布 非売品）

編集兼発行人 實 成 文 彦
発 行 所 日本学校保健学会

事務局 〒７６１―０７９３香川県木田郡三木町大字池戸１７５０―１
香川大学医学部 人間社会環境医学講座
衛生・公衆衛生学内
TEL.０８７―８９１―２４３３FAX.０８７―８９１―２１３４

印 刷 所 勝美印刷株式会社 〒１１２―０００２東京都文京区小石川１―３―７
TEL.０３―３８１２―５２０１FAX.０３―３８１６―１５６１
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